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所　　在　　地

天白キャンパス
〒468 -8502 名古屋市天白区塩釜口一丁目 501番地

☎（052）832－1151（代表）
法学部
経営学部
経済学部
理工学部
農学部
情報工学部
法学研究科
経営学研究科
経済学研究科
理工学研究科
農学研究科
総合学術研究科

八事キャンパス

たかき

〒468-8503 名古屋市天白区八事山150 番地
☎ （052）832－1151（代表）
薬学部
薬学研究科

ナゴヤドーム前キャンパス
〒461-8534 名古屋市東区矢田南四丁目 102 番 9

☎（052）832－1151（代表）
都市情報学部
人間学部
外国語学部
都市情報学研究科
人間学研究科

春日井（鷹来）キャンパス
農学部附属農場
〒486-0804 春日井市鷹来町字菱ヶ池4311－ 2

☎ （0568）81－2169

日進キャンパス
日進総合グラウンド
〒470-0102 日進市藤島町長塚75

☎ （0561）73－0810

中村キャンパス
附属高等学校
〒453-0031 名古屋市中村区新富町 1－ 3－16

☎ （052）481－7436（代表）

至

至伏見

国道153
号線

①番出口が便利です！

至平針

至赤池
豊田市

（地下鉄）
塩釜口駅=名城大学前

至八事 （地下鉄
鶴舞線）

共
通
講
義
棟
東

（
E
）

校
友
会
館

研究実験棟Ⅲ（R3）

（R2）

（N）

（T）

（
S
）

（R1）

研究実験
棟Ⅳ

（R4）

保 健 セ ン タ ー
書店（ちくさ正文館）

障 が い 学 生
支 援 セ ン タ ー

理 工 学 部
情報工学部
研 究 棟

事 務 局

工事中

新2号館

新3号館

国道153号
線

至平針

至伏見

（地下鉄）
八事駅

①番出口
⑥番出口

至塩釜口
（地下鉄鶴舞線）

（
地
下
鉄
名
城
線
）

至
本
山

至
金
山

環
状
線

北館北館

東館東館

西館西館

ナゴヤドーム前キャンパス 配置図
外国語学部

正門正門

②番出口 ③番出口

（地下鉄名城線）

至
今
池

環
状
線

（地下鉄）ナゴヤドーム前矢田駅

至大曽根

南館南館

事務室 1F
社会連携ゾーン（shake） 2F

保健室 1F
学生相談室 1F
図書館 1F
マルチスタジオ 2F
クラブハウス 2F・4F
体育館 3F

DSホール（DS101） 1F
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食堂（M PATIO）1F
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（令和7年4月1日現在）
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௨学定݊ظのߪೖについて 学務センター
（教務）

事務ࣨ
（学෦事務૭ޱ）

事務ࣨ

１ô４５

暴෩特別警報または暴෩警報・ࡂ害時の対応 学務センター
（学෦૭ޱ）

事務ࣨ
（学෦事務૭ޱ） １ô２４


্

ߋ保証人ॅ所のม・ߋ保証人ม、ߋ所のมॅݱ 学務センター
（教務）

事務ࣨ
（学෦事務૭ޱ） １ô１２

いग़、আ੶・෮੶ئ学・ୀ学・෮学のٳ 学務センター
（学෦૭ޱ）

事務ࣨ
（学෦事務૭ޱ） １ô１0

学生証のฆࣦ・࠶発行について 学務センター
（教務）

事務ࣨ
（学生ࢧԉ・キャンパスॸ務૭ޱ） １ô４５

ূ
໌
ॻ

学ߍ学生生ెཱྀ٬ӡ割Ҿ証（学割証） 学務センター
（証明書）

事務ࣨ
（学生ࢧԉ・キャンパスॸ務૭ޱ） １ô４５

成証明書・ଔ業見込証明書など֤種証明書 学務センター
（証明書）

事務ࣨ
（学生ࢧԉ・キャンパスॸ務૭ޱ） １ô４４

त
ۀ

履修ొ録、୯位・履修相談 学務センター
（学෦૭ޱまたは教職・学ܳ員）

事務ࣨ
（学෦事務૭ޱ） １ô１Ā

についてߨิ・ߨٳ 学務センター
（学෦૭ޱまたは教職・学ܳ員）

事務ࣨ
（学෦事務૭ޱ） １ô１８

ܽ੮ಧについて 学務センター
（学෦૭ޱまたは教職・学ܳ員）

事務ࣨ
（学෦事務૭ޱ） １ô１８

ࢼ
ݧ

定ݧࢼظについて 学務センター
（学෦૭ޱまたは教職・学ܳ員）

事務ࣨ
（学෦事務૭ޱ） １ô２0

ݧࢼ࠶・ݧࢼの相談・申 学務センター
（学෦૭ޱまたは教職・学ܳ員）

事務ࣨ
（学෦事務૭ޱ） １ô２0

ܦ
ࡁ

学අৼ込ґ頼書のฆࣦ 学務センター
（学෦૭ޱ）

事務ࣨ
（学෦事務૭ޱ） １ô１２

त業ྉ等のೲظԆظの相談・申 学務センター
（学෦૭ޱ）

事務ࣨ
（学෦事務૭ޱ） １ô１２

学ۚの相談、申 学務センター
（生活ࢧԉ）

事務ࣨ
（学生ࢧԉ・キャンパスॸ務૭ޱ） １ô４ý

資
格 ެ務員ݧࢼ対࠲ߨࡦ、֤種ࢿ格࠲ߨ キャϦアセンター

（Τクスςンシϣンάループ） キャϦアセンター １ô４0

ੜ
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アルバイト情報 学務センター
（生活ࢧԉ）

事務ࣨ
（学生ࢧԉ・キャンパスॸ務૭ޱ）

མしについて 学務センター
（学生活動）

事務ࣨ
（学生ࢧԉ・キャンパスॸ務૭ޱ）

学生証のམしについて 学務センター
（教務）

事務ࣨ
（学生ࢧԉ・キャンパスॸ務૭ޱ）

ਐ
࿏ 就職（就職活動）相談 キャϦアセンター キャϦアセンター １ô３Ā

૬
ஊ

学生相談ࣨ

保健センター 保健ࣨ 保健ࣨ

１ô３８

ハラスメント相談 ３ô１ý

ͦ
ͷ
ଞ

インターンシップについて キャϦアセンター キャϦアセンター

事務ࣨ

１ô３Ā

ཹ学について 際化ਪਐセンターࠃ 事務ࣨ
（学෦事務૭ޱ） １ô４0

˞औ扱૭ޱにはɼग़向いて手続きや࣭問をしてください。
˞学生ศཡの内容がɼมߋされる場合があります。มߋ内容はɼ掲示൘ɼ学務シスςϜにて連絡します。
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Ⅰ．名城大学の概要 � ʜʜʜ １ʵ １

１ɽ名城大学立学の精神�ʜ １ ʵ ２

ç２ɽ学　Վ�ʜʜʜʜʜʜʜ １ʵ ２

ç３ɽ名城大学の ３つのϙϦシー 
アセスメント・ϙϦシー�ʜ １ ʵ ３

４ɽ学位त与方対応表ɼ履修ܥ౷図ɼ
φンバϦンάίード� ʜʜ １ʵ ３

ç５ɽԊ　ֵ�ʜʜʜʜʜʜʜ １ʵ ４

çýɽ教育৫�ʜʜʜʜʜʜ １ʵ ý

Ⅱ．学　籍ʜʜʜʜʜʜʜʜ １ʵ þ

１ɽ学生証�ʜʜʜʜʜʜʜ １ʵ ８

２ɽ学੶൪߸�ʜʜʜʜʜʜ １ʵ Ā

３ɽ学੶上のࢯ名�ʜʜʜʜ １ʵ Ā

４ɽ修業限と在学限�ʜ １ ʵ Ā

５ɽ学੶ҟ動及びռ�ʜʜ １ʵ １0

ýɽその他のئ・ಧग़�ʜʜ １ʵ １２

þɽ学අ等�ʜʜʜʜʜʜʜ １ʵ １２

Ⅲ．教務事項ʜʜʜʜʜʜʜ １ʵ １５

１ɽ学　ظ�ʜʜʜʜʜʜʜ １ʵ １þ

２ɽ୯位੍度�ʜʜʜʜʜʜ １ʵ １þ

３ɽत　業�ʜʜʜʜʜʜʜ １ʵ １þ

４ɽ履　修�ʜʜʜʜʜʜʜ １ʵ １Ā

５ɽݧ　ࢼ�ʜʜʜʜʜʜʜ １ʵ ２0

ýɽ暴෩特別警報または暴෩警報・
�ʜݧࢼ害時のत業及びࡂ １ ʵ ２４

çþɽ「ೆւトラフ地ྟ時情報」が
発表された場合�ʜʜʜʜ １ʵ ２５

ç８ɽަ௨ػ関がストライキを実ࢪして
いる場合のत業及びݧࢼ�ʜ １ ʵ ２５

Ⅳ．教職課程・学芸員課程ʜ １ʵ ２þ

１ɽ教職課ఔ̡ 学෦ �rʜʜʜ １ʵ ２８

２ɽ学ܳ員課ఔ̡ 学෦ �rʜʜ １ʵ ３0

Ⅴ．科目等履修生・研究生・
単位互換履修生�ʜʜʜʜ １ʵ ３１

１ɽ੍度の種類�ʜʜʜʜʜ １ʵ ３２

ç２ɽ֤種੍度の֓要�ʜʜʜ １ʵ ３２

Ⅵ．学務システム，事務の取り扱い，
各種制度，マナー�ʜʜʜ １ʵ ３３

１ɽ学務シスςϜ�ʜʜʜʜ １ʵ ３４

２ɽ事務内容�ʜʜʜʜʜʜ １ʵ ３５

３ɽ学生への連絡など�ʜʜ １ʵ ４３

４ɽ֤種証明書の発行等に
ついて�ʜʜʜʜʜʜʜ １ʵ ４４

５ɽ学੍ۚ度�ʜʜʜʜʜ １ʵ ４ý

ýɽ定ظ健߁அの実ࢪに
ついて�ʜʜʜʜʜʜʜ １ʵ ４ý

þɽ学生教育研究ࡂ害傷害保険
・ҩྍඅิ助� ʜʜʜʜ １ʵ ４þ

８ɽ学内でकるべきϚφーに
ついて�ʜʜʜʜʜʜʜ １ʵ ４þ

Āɽ自動ं௨学の全໘ې止に
ついて�ʜʜʜʜʜʜʜ １ʵ ４þ

１0ɽ自సं௨学（φΰϠドーϜલ
キャンパス）について� ʜ １ ʵ ４þ

１１ɽバイクや自సंの自ݾ管理に
ついて� ʜʜʜʜʜʜʜ １ʵ ４８

１２ɽو重の౪止について�ʜ １ ʵ ４８

１３ɽιーシャル・ωットワーキンά
αーϏスへのߘについて�ʜ １ ʵ ４８

１４ɽ学内全໘ېԎについて�ʜ １ ʵ ４８

１５ɽ名城大学の環境保全に関わる
औりΈについて�ʜʜʜ １ʵ ４８
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タワー þ５� ʜʜʜʜʜʜʜ ４ʵ ３

౩ೆ�ʜʜʜʜʜʜٛߨ௨ڞ ４ʵ ý

౩�ʜʜʜʜʜʜٛߨ௨ڞ ４ʵ ８

౩౦�ʜʜʜʜʜʜٛߨ௨ڞ ４ʵ １１

研究実ݧ౩ᶗ�ʜʜʜʜʜʜ ４ʵ １３

研究実ݧ౩ᶘ�ʜʜʜʜʜʜ ４ʵ １５

研究実ݧ౩ᶙ�ʜʜʜʜʜʜ ４ʵ １þ

研究実ݧ౩ᶚ�ʜʜʜʜʜʜ ４ʵ １Ā

Ā ߸ؗ�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ４ʵ ２２

１１ ߸ؗ� ʜʜʜʜʜʜʜʜ ４ʵ ２３

１２ ߸ؗ� ʜʜʜʜʜʜʜʜ ４ʵ ２５

１３ ߸ؗ� ʜʜʜʜʜʜʜʜ ４ʵ ２ý

ീ事キャンパス

ീ事৽ １߸ؗ�ʜʜʜʜʜʜ ４ʵ ２þ

ീ事৽ ２߸ؗ�ʜʜʜʜʜʜ ４ʵ ３0
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ෟଐ場ะ場ུ֓図�ʜʜʜ ４ʵ ４ý

教育研究ؗ�ʜʜʜʜʜʜʜ ４ʵ ４þ

薬学部の人材養成目的
その他教育研究上の目的ʜʜʜ２ ʵ ３

1履修要項
Ⅰ .教育課程について�ʜʜʜʜ２ ʵ ５

教育課ఔ一ཡ表� ʜʜʜʜʜ２ ʵ Ā

Ⅱ . 教務関係�ʜʜʜʜʜʜʜʜ２ ʵ １３

１ɽフϩーνャート
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発表までのྲྀれ）� ʜʜʜ２ ʵ １４
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５ɽਐڃ定について�ʜʜʜ２ ʵ １þ

ýɽଔ業に必要な୯位に
ついて�ʜʜʜʜʜʜʜʜ２ ʵ １８

2その他
Ⅰ .薬学部独自の規則等�ʜʜʜ２ ʵ １Ā
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に関する要߲�ʜ２ࡧݕྉのࢿ ʵ ２0

２ɽࡧݕに関するऔ扱要ྖ�ʜ２ ʵ ２0

３ɽ学外者の図書ؗ利用
に関するऔり扱いに
ついて�ʜʜʜʜʜʜʜʜ２ ʵ ２0

４ɽ名城大学ༀ学෦体育
ؗ使用心得�ʜʜʜʜʜʜ２ ʵ ２１

５ɽ学生会ؗ城ༀϗール
利用内規�ʜʜʜʜʜʜʜ２ ʵ ２１

学則および関連規程等
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１ɽ名城大学学ଇ（ൈਮ）� ʜ ３ ʵ ３

２ɽ教務規ఔʜʜʜʜʜʜʜ ３ʵ ý

３ɽ科目等履修生要߲ʜʜʜ ３ʵ ８

４ɽ研究生要߲ʜʜʜʜʜʜ ３ʵ ８

５ɽ学ߍ๏人名城大学のઃஔする
学ߍの学අ等に関する規ଇ
（ൈਮ）�ʜʜʜʜʜʜʜʜ ３ʵ Ā

ýɽ学生規ఔ（ൈਮ）� ʜʜ ３ʵ １0

þɽその他学生ʜʜʜʜʜ ３ʵ １２

ç８ɽ学生ռ規ఔʜʜʜʜʜ ３ʵ １３

çĀɽ暴෩警報ɼࡂ害等にうत業
及びݧࢼのऔ扱内規�ʜʜ ３ʵ １４

１0ɽަ௨ػ関のストライキ等の場合の
त業及びݧࢼのऔ扱内規� ʜ ３ ʵ １４

１１ɽ「ೆւトラフ地ྟ時情報」が
発表された場合のत業及びݧࢼの
औ扱内規�ʜʜʜʜʜʜʜ ３ʵ １５

１２ɽࡂ害に対する心得�ʜʜʜ ３ ʵ １５

１３ɽハラスメントの止等に関する
ガイドライン�ʜʜʜʜʜ ３ʵ １ý
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ᶗɽ໊େֶの֓ཁ
1  名城大学立学の精神
2  学歌
3  名城大学の 3つのポリシー，アセスメント・ポリシー
4  学位授与方針対応表，履修系統図，ナンバリングコード
5  沿革
　（1）大学の沿革
　（2）大学院の沿革

6  教育組織
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໊େֶの֓ཁᶗ
1 名城大学立学の精神

　名城大学のૅはɼ大ਖ਼ １５ に։ઃされた名ݹߴ等理科ߨ習所にりɼ歴࢙と౷を有する૯合大学です。ত ４２  ３
݄にはɼ࢈学֤քのࢧԉを得てɼ学生ɼɼ教員֤位の理ղとڠ力の下ɼ「立学の精神」として本学のઃஔの意ٛと目的を
վめて明֬にしɼ学内外にެ表しました。
　「立学の精神」のࠎ格はʰԺ健தਖ਼ʱh 実行力ʱh 信頼ʱです。すなわちɼh にものごとの本࣭をつかΈɼઅ度をわきまえɼڏݠ
๛かなแ容力と平ߧ感֮をもちɼ実行力もൈ܈でɼ誰からも信頼されるʱそのような人ࡐの育成こそɼ本学の目指すとこΖです。
　「Ժ健தਖ਼」はɼ次のようにղऍされています。

　　ʮԺʯ 平であたたかくɼԺやかであること。

　　ʮ݈ʯ டংとௐと֬実さをもってɼࢧোなくɼ力ڧくલਐすること。

　　ʮதʯ 。にものごとの֩心をつかΈɼแ容力ある立場にあることڏݠ

　　ʮਖ਼ʯ ものごとにɼંり目ɼけじめをつけɼॱٯをわきまえてےを௨すこと。

学校法人名城大学の基本戦略MS-26
　本学ではɼ։学 １00 周（２0２ý ）を目ඪとするઓུプラン「.eijo�4trateHZ-２0２ý（௨শ：.4-２ý）」をਪਐしています。

［共有したい価値観］
「生涯学びを楽しむ（Enjoy Learning for Life）」

　全ての学生が本学の教育によって「学Ϳָしさ」に気ͮきɼ多༷なίミュχςΟのதでɼ༷々な人や文化とग़会いɼ人生をָしΈながら生

֔学び続けてཉしいというئいを込めた言༿です。

［2026 年にめざす将来像］
　「多様な経験を通して，学生が大きく羽ばたく『学びのコミュニティ』を創り広げる」

　このক来૾はɼྫえばデΟϕートで間とܹしいٞをަわしたりɼւ外からのཹ学生の意識のߴさにڻいたりɼனをれてڞに学Ϳ
間たちと研究に಄したりする等ɼキャンパス内外でɼ༷々な人や文化とग़会いɼお互いにܹしɼ大学の学びがますますָしくなる。その
ような多༷なݧܦのできる「学びのίミュχςΟ」を常にఏڙし続ける大学を目指します。

「穏健中正で実行力に富み、国家、　　　　　
　　　　 社会の信頼に値する人材を育成する」

2 学歌

あ さ ひ に  に お う 　 す ー ず ー か れ い

河 合 逸 治 作詞
信 時 　 潔 作曲

が く り の ー い ず み 　 く む と こ ろ

じ だ い を き ず く 　 は え に な う

き ぼ う に  も ゆ ー る 　 わ こ う ど  が

名 城 ー 　 名 城 ー 　 じゆうのがく　ふ　　お お 　 名 城 ー
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3 名城大学の 3 つのポリシー , アセスメント・ポリシー

4 学位授与方針対応表 , 履修系統図 , ナンバリングコード

学位授与方針
Diploma Policy

　名城大学はɼ「Ժ健தਖ਼で実行力にΈɼࠃ家ɼ社会の信頼にする人ࡐを育成する」という立学の精
神に基ͮきɼ次の࣭ࢿ・能力を身につけた学生に学位をत与します。
①෯い教ཆを身につけɼいࢹに立って事のެਖ਼なஅをすることができる。
②専分にख़ୡしɼ社会におけるॾ問題のղܾのためにその知識・能力を活用できる。
③ओ体的に学び続けɼ学んだことを分かち合いɼڞに成することができる。

教育課程編成方針
Curriculum Policy

　名城大学はɼ֤学科の教育目ඪをୡ成しɼ学位त与方に示す࣭ࢿ・能力を身につけさせるためɼ次の
ような教育課ఔをฤ成しɼ実ࢪします。
①人文・社会・自વ科学ɼޠ学ɼ情報技術ɼ体育等からなる教ཆ教育課ఔを体ܥ的にฤ成しɼ༷々なՁ
観に৮れɼ事をਖ਼しく理ղし表ݱできるようにする。
②専教育課ఔを体ܥ的にฤ成しɼٛߨ・ԋ習・実ݧ・実習等を適切にΈ合わせたत業を実ࢪすること
によりɼ専分の知識・能力を֬実に修得しɼ問題ղܾのために活かすことができるようにする。
③ॳ次教育やԋ習・実ݧ・実習科目をத心に能動的学修の要ૉをऔりೖれることによりɼ生֔にわたっ
てओ体的に学びɼ他者との相互理ղや意見ަができるようにする。
④学修成果に対する厳格な成ධՁと୯位認定を行うとともにɼ学修行動ௐࠪや(1"ɼ修得୯位に基ͮ
く個別指導を行うことによりɼ個々のୡ成度とক来ܭ画に応じた学修をਐめることができるようにする。

入学者受入れ方針
Admission Policy

　名城大学はߴɼ 等学ߍ等における学習を௨してɼ次のようなࢿ ・࣭能力を身につけている人を受ೖれます。
①大学での学修の基ૅとなるߴ等学ߍにおける֤教科の基本事߲を修得している。
②ೖ学をر望する学科での学修成果を社会で活かすという目的意識がある。
③大学在学தだけでなくɼଔ業ޙも学び続ける意ཉがある。

01

02

03

名城大学ではɼ本学の教育理念や社会的χーζを౿まえɼ育成すべき人૾ࡐを明֬にしɼその࣭ࢿ・能力֫得のために適切な教育
課ఔฤ成ɼ体ܥ的・৫的な教育活動ɼ及びこれに;さわしい学生を受けೖれるためのೖ学者બൈの実ࢪを目的にɼ大学全体とし
て以下の学位त与方ɼ教育課ఔฤ成方ɼೖ学者受ೖれ方をࡦ定しています。

アセスメント・ポリシー
　名城大学ではɼデΟプϩϚ・ϙϦシー（学位त与方）に掲͛る能力・࣭ࢿ等についてɼ以下のධՁ方๏によって学修౸ୡ目ඪのୡ
成ঢ়گを֬認しɼ教育のվળを図ります。

アセスメント・ポリシー（大学全体）
大学及び学科ϨϕルではɼデΟプϩϚ・ϙϦシーの科目܈ごとの(1"のに加えてɼ୯位औ得ঢ়گɼ学修行動ௐࠪɼଔ業時ௐࠪ及び

学生アンέートによりධՁする。
　科目Ϩϕルではɼシラバスに記ࡌしてある方๏で成ධՁを行う。ධՁはɼςストやϨϙートなど科目の内容に合わせた方๏で実ࢪする。
　ଔ業研究についてはɼ֤ 学෦が定めるධՁ基準に基ͮいてଔ業文等の成果をධՁしɼ大学及び学科Ϩϕルではɼその集ܭでධՁする。

　本学ではɼ学科が掲͛る教育目ඪ（学位त与方）をୡ成するために身につけるべき知識・能力等とत業科目の対応関係を示す学位त
与方対応表や履修ॱংを示す履修ܥ౷図ɼत業科目の学習ஈ֊や履修次などを表すφンバϦンάίードを作成しɼ名城大学のϗーϜ
ϖージなどでެ表していますのでɼ学修のܭ画に活用してください。
63-：https://www.meijo-u.ac.jp/acaEemics/Eiploma.html
˞大学全体の学位त与方は １ ʵ ３「名城大学の ３つのϙϦシー」をɼ֤学科の学位त与方は学෦事߲を参照してください。

3 つのポリシー
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5 沿革

（1）大学の沿革
大ਖ਼ １５ （１Ā２ý）５ ݄ 名ݹߴ等理科ߨ習所をத۠ثޚ所ொに։ઃ

ত� ３ （１Ā２８）４ ݄ 名ݹߴ等理科ߨ習所がɼ名ݹߴ等理科学ߍʤ間ʥ	電気科ɼ学科ɼ理科ɼ化学科 
として認可ɼத۠৽ӫொ 	౦৽ொࣷߍ 

で։ߍ

ত� ８ （１Ā３３）１ ݄ 名ݹߴ等理科学ߍにʤ間ʥத等科をઃஔ

ত １２ （１Ā３þ）３ ݄ த۠不ೋ見ொにࣷߍҠస
名ݹߴ等理科学ߍにத等科ʤன間ʥ電気学科・ػց学科ɼʤ間ʥ電気学科ɼػց学科ɼ応用化学科ߴɼ 等科の間をઃஔ

ত １þ （１Ā４２）４ ݄ தଜ۠৽ொにࣷߍ৽ઃ

ত ２１ （１Ā４ý）１0 ݄ ｢科学Ԃ等理ߴݹ団๏人名ࡒ｣ をઃ立

ত ２２ （１Ā４þ）Ā ݄ 名ݹ専学ߍをઃஔ（Ā ݄ ２２ ։ߍ）

ত ２３ （１Ā４８）３ ݄ 名ݹ専学ߍの学ଇมߋにより応用理学科をୈ一෦応用理学科（電気分科ɼػց分科ɼ分科ɼݐங分科）ɼୈೋ෦応用理
学科（電気分科ɼػց分科ɼ分科ɼݐங分科）にมߋ
ୈ一෦学科ɼ๏科ɼ科ɼୈೋ෦学科ɼ๏科ɼ科をઃஔ

ত ２４ （１Ā４Ā）４ ݄ 名城大学։学　学෦ୈ一෦ɼ学෦ୈೋ෦をઃஔ

ত ２５ （１Ā５0）４ ݄ ๏学෦ୈ一෦（๏学科ɼ学科）ɼ๏学෦ୈೋ෦（๏学科ɼ学科）ɼ理学෦ୈ一෦（学科ɼ電気学科ɼػց学科ɼݐઃ学科）ɼ
理学෦ୈೋ෦（学科ɼ電気学科ɼػց学科ɼݐઃ学科）ɼ学෦（学科）をઃஔ（学෦ୈ一෦ɼ学෦ୈೋ෦はഇ止）
ظ大学෦（ܦ科ୈ一෦ɼܦ科ୈೋ෦）をઃஔ

ত ２ý （１Ā５１）３ ݄ ৫มߋにより ｢学ߍ๏人名城大学｣ をઃ立

　　　　　　　　　４ ݄ 教職課ఔ෦をઃஔ

ত ２Ā （１Ā５４）２ ݄ ༀ学෦ༀ学科をઃஔ

　　　　　　　　　３ ݄ ظ大学෦に電気科ୈ一෦ɼػց科ୈ一෦をઃஔ

ত ３0 （１Ā５５）１２ ݄ ༀ学෦をۨ方ࣷߍからീ事ࣷߍにҠస

ত ４0 （１Āý５）４ ݄ ༀ学෦にༀ学科ɼ理学෦一෦にަ௨ػց学科をઃஔ

　　�　　　　　　１２ ݄ 大学本෦ɼୈ一๏学෦ɼ大学Ӄ学研究科ɼظ大学෦ܦ科ୈ一෦をۨ方ࣷߍからఱനࣷߍにҠస

ত ４２ （１Āýþ）４ ݄ ๏学෦一෦๏学科ɼ๏学෦ೋ෦๏学科ɼ学෦一෦学科ɼ学෦ೋ෦学科をઃஔ
（ୈ一๏学෦ɼୈೋ๏学෦はഇ止）

ত ４３ （１Āý８）１２ ݄ 学෦がୋ来ࣷߍからఱനࣷߍにҠస

ত ４４ （１ĀýĀ）３ ݄ ظ大学෦電気科ɼػց科ୈ一෦・ୈೋ෦をഇ止

ত ４þ （１Āþ２）４ ݄ 学෦にܳ化学科をઃஔ

ত ４８ （１Āþ３）４ ݄ 理学෦一෦に学科ɼݐங学科ɼ理学෦ೋ෦にަ௨ػց学科ɼ学科ɼݐங学科をઃஔ（理学෦一෦ݐઃ学科ɼ理
（学科はื集ఀ止ઃݐ学෦ೋ෦

ত ５１ （１Āþý）３ ݄ 学෦一෦にࡁܦ学科をઃஔɼظ大学෦ܦ科ୈೋ෦をഇ止

ত ５２ （１Āþþ）４ ݄ 学෦ୈೋ෦がதଜࣷߍからఱനࣷߍへҠస

ত ý１ （１Ā８ý）２ ݄ 理学෦一෦・ೋ෦電気学科の名শを理学෦一෦・ೋ෦電気電ࢠ学科にมߋ

平成� þ （１ĀĀ５）４ ݄ 情報学科をઃஔࢢ情報学෦ࢢキャンパスを։ઃɼࣇに可ࢢࣇ可ݝෞذ

平成� ８ （１ĀĀý）４ ݄ ༀ学෦ҩྍༀ学科ɼༀ学科をઃஔ（ༀ学෦ༀ学科・ༀ学科はื集ఀ止）

平成 １１ （１ĀĀĀ）４ ݄ ๏学෦๏学科ɼ応用実務๏学科をઃஔ（๏学෦一෦๏学科・๏学෦ೋ෦๏学科はื集ఀ止）
学෦生ݯࢿ学科ɼ応用生化学科をઃஔ（学෦学科・ܳ化学科はื集ఀ止）
学෦一෦・理学෦一෦にன։੍ߨ導ೖによるऩ容定員૿
（学෦ೋ෦学科・理学෦ೋ෦学科ɼ電気電ࢠ学科ɼػց学科ɼަ௨ػց学科ɼ学科ɼݐங学科はื集ఀ止）
学෦一෦・理学෦一෦の名শを学෦・理学෦にมߋ

平成 １２ （２000）４ ݄ （学科はื集ఀ止ࡁܦ学෦学科ɼ）業社会学科をઃஔ࢈学科ɼࡁܦ学෦ࡁܦӦ学科及びܦ際ࠃӦ学科ɼܦӦ学෦ܦ
理学෦学科ɼ情報科学科ɼ電気電ࢠ学科ɼࡐྉػ能学科ɼػցシスςϜ学科ɼަ ௨科学科ɼݐઃシスςϜ学科ɼ環境学科ɼ
（学科はื集ఀ止ց学科ɼػ学科ɼަ௨ցػ学෦理）ங学科をઃஔݐ
ظ大学෦情報ࠃ際科をઃஔ（ظ大学෦ܦ科はื集ఀ止）

平成 １５ （２00３）４ ݄ 人間学෦人間学科をઃஔ（ظ大学෦情報ࠃ際科はื集ఀ止）

　　　　　　　　　５ ݄ ༀ学෦ༀ学科及びༀ学科をഇ止

平成 １ý （２00４）４ ݄ 理学෦情報学科ઃஔ（理学෦情報科学科はื集ఀ止）

平成 １þ （２00５）４ ݄ 学෦生環境科学科をઃஔ

　　　　　　　　　þ ݄ ظ大学෦をഇ止

平成 １８ （２00ý）４ ݄ ༀ学෦ༀ学科（ý੍）をઃஔ（ༀ学෦ҩྍༀ学科ɼༀ学科（４੍）はื集ఀ止）

　　　　　　　　　５ ݄ 学෦ೋ෦学科ɼ理学෦一෦学科ɼ電気電ࢠ学科ɼػց学科ɼަ௨ػց学科ɼ学科ɼݐங学科ɼ学෦学科ɼ
ܳ化学科をഇ止

　　　　　　　　 １１ ݄ 学෦学科及びࡁܦ学科をഇ止

平成 １Ā （２00þ）５ ݄ ๏学෦ೋ෦๏学科ɼ理学෦ೋ෦学科ɼ電気電ࢠ学科ɼػց学科ɼަ௨ػց学科ɼ学科ɼݐங学科をഇ止

平成 ２0 （２00８）４ ݄ 学෦一෦学科及びࡁܦ学科をഇ止

　　　　　　　　　ý ݄ ๏学෦一෦๏学科をഇ止

平成 ２３ （２0１１）４ ݄ 理学෦ަ௨科学科をަ௨ػց学科に名শมߋ

　　　　　　　　　５ ݄ 理学෦情報科学科をഇ止

平成 ２４ （２0１２）５ ݄ ༀ学෦ҩྍༀ学科・ༀ学科（４ ੍）をഇ止
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平成 ２５ （２0１３）４ ݄ 理学෦応用化学科及びメカトϩχクス学科をઃஔ
理学෦ػցシスςϜ学科をػց学科にɼ理学෦ݐઃシスςϜ学科を社会基盤デβイン学科に名শมߋ

平成 ２８ （２0１ý）４ ݄ ౦۠ాೆにφΰϠドーϜલキャンパスを։ઃɼ外ޠࠃ学෦ࠃ際ӳޠ学科をઃஔ
๏学෦応用実務๏学科をื集ఀ止

平成 ２Ā （２0１þ）４ ݄ 人間学෦人間学科をఱനキャンパスからφΰϠドーϜલキャンパスにҠస
ࢢ情報学෦ࢢ情報学科を可ࣇキャンパスからφΰϠドーϜલキャンパスにҠస

ྩ� ２ （２0２0）４ ݄ 理学෦環境学科をઃஔ（理学෦環境学科はื集ఀ止）

ྩ� ４ （２0２２）４ ݄ 情報学෦情報学科をઃஔ（理学෦情報学科はื集ఀ止）

ྩ� ５ （２0２３）þ ݄ ๏学෦応用実務๏学科をഇ止

（2）大学院の沿革
ত ２Ā （１Ā５４）４ ݄ 学研究科学専߈修࢜課ఔをઃஔ

ত ４１ （１Āýý）４ ݄ ༀ学研究科ༀ学専߈修࢜課ఔをઃஔ

ত ４２ （１Āýþ）４ ݄ ๏学研究科๏学専߈修࢜課ఔをઃஔ

ত ４４ （１ĀýĀ）４ ݄ ๏学研究科๏学専߈にതظޙ࢜課ఔをઃஔ

ত ４ý （１Āþ１）４ ݄ ༀ学研究科ༀ学専߈にതظޙ࢜課ఔをઃஔ

ত ４８ （１Āþ３）４ ݄ 学研究科学専߈修࢜課ఔをઃஔ

ত ５１ （１Āþý）４ ݄ 学研究科学専߈にതظޙ࢜課ఔをઃஔ

ত ５２ （１Āþþ）４ ݄ 課ఔをઃஔ࢜修߈ங学専ݐɼ߈学専ɼ߈学専学研究科電気

ত ý１ （１Ā８ý）４ ݄ ߋに名শม߈学専ࢠ学研究科電気電を߈学専学研究科電気

平成� ２ （１ĀĀ0）４ ݄ 課ఔをઃஔ࢜修߈学専ցػ学研究科に

平成� ４ （１ĀĀ２）４ ݄ 課ఔをઃஔ࢜ത߈学専ઃݐ学研究科に課ఔɼظޙ࢜にത߈学専ցػ学研究科

平成� ５ （１ĀĀ３）４ ݄ 課ఔをઃஔ࢜修߈学研究科に学専課ఔɼظޙ࢜にത߈学専ࢠ学研究科電気電
ߋ学研究科に名শม学研究科を大学Ӄ理

平成� þ （１ĀĀ５）４ ݄ 学研究科学専߈にതظޙ࢜課ఔɼ理学研究科学専߈にതظޙ࢜課ఔをઃஔ

平成� ８ （１ĀĀý）４ ݄ ༀ学研究科ҩྍༀ学専߈修࢜課ఔɼༀ学専߈ത࢜લظ課ఔをઃஔ（ༀ学専߈修࢜課ఔはื集ఀ止）

平成 １１ （１ĀĀĀ）４ ݄ ࢢ情報学研究科ࢢ情報学専߈修࢜課ఔをઃஔ

平成 １２ （２000）４ ݄ 課ఔをઃஔ࢜修߈学専ࡁܦ学研究科ࡁܦ

平成 １３ （２00１）４ ݄ （課ఔはื集ఀ止࢜修߈学研究科学専）課ఔをઃஔ࢜修߈Ӧ学専ܦӦ学研究科ܦ
ࢢ情報学研究科ࢢ情報学専߈にതظޙ࢜課ఔをઃஔ

平成 １４ （２00２）４ ݄ ૯合学術研究科૯合学術専߈ത࢜લظ課ఔɼതظޙ࢜課ఔをઃஔ
理学研究科学専߈ɼ電気電ࢠ学専߈ത࢜લظ課ఔ及び情報科学専߈ɼࡐྉػ能学専߈ɼػցシスςϜ学専߈ɼަ௨科学専
ɼ߈学専ցػɼ߈学専ࢠɼ電気電߈学研究科学専課ఔをઃஔ（理࢜修߈ங学専ݐɼ߈ɼ環境学専߈学専ઃシスςϜݐɼ߈
学専߈ɼݐங学専߈修࢜課ఔはื集ఀ止）
課ఔをઃஔظޙ࢜ത߈学専ࡁܦ学研究科ࡁܦ

平成 １５ （２00３）４ ݄ （課ఔはื集ఀ止ظޙ࢜ത߈学研究科学専）課ఔをઃஔظޙ࢜ത߈Ӧ学専ܦӦ学研究科ܦ
ༀ学研究科ྟচༀ学専߈修࢜課ఔ及び生໋ༀ学専߈修࢜課ఔをઃஔ（ༀ学研究科ҩྍༀ学専߈修࢜課ఔ及びༀ学専߈ത࢜લظ課ఔは
ื集ఀ止）

平成 １ý （２00４）４ ݄ ๏務研究科๏務専߈専職学位課ఔをઃஔ
理学研究科電気電ࢠ学専߈തظޙ࢜課ఔを理学研究科電気電ࢠ・情報・ࡐྉ学専߈തظޙ࢜課ఔにɼ理学研究科ݐઃ学
専߈ത࢜課ఔを理学研究科社会環境デβイン学専߈ത࢜課ఔに名শมߋ

　　　　　　　　　þ ݄ ༀ学研究科ҩྍༀ学専߈修࢜課ఔ及びༀ学専߈ത࢜લظ課ఔをഇ止

平成 １þ （２00５）５ ݄ 理学研究科学専߈ɼ電気電ࢠ学専߈ɼػց学専߈ɼ学専߈及びݐங学専߈修࢜課ఔをഇ止

平成 １８ （２00ý）４ ݄ 大学ŋ学ͮߍくり研究科大学・学ͮߍくり専߈修࢜課ఔをઃஔ

平成 １Ā （２00þ）１２ ݄ 学研究科学専߈修࢜課ఔ及びതظޙ࢜課ఔをഇ止

平成 ２0 （２00８）４ ݄ 理学研究科情報科学専߈修࢜課ఔを情報学専߈修࢜課ఔに名শมߋ

平成 ２２ （２0１0）４ ݄ ༀ学研究科ྟচༀ学専߈修࢜課ఔ及び生໋ༀ学専߈修࢜課ఔをื集ఀ止

平成 ２３ （２0１１）４ ݄ 人間学研究科人間学専߈修࢜課ఔをઃஔ

　　　　　　　　　５ ݄ ༀ学研究科ྟচༀ学専߈修࢜課ఔ及び生໋ༀ学専߈修࢜課ఔをഇ止

平成 ２４ （２0１２）４ ݄ ༀ学研究科ༀ学専߈ത࢜課ఔ（４੍課ఔ）をઃஔ（ༀ学研究科ༀ学専߈തظޙ࢜課ఔはื集ఀ止）

平成 ２þ （２0１５）１ ݄ ༀ学研究科ༀ学専߈തظޙ࢜課ఔをഇ止

　　　　　　　　　４ ݄ 理学研究科ަ௨科学専߈修࢜課ఔを理学研究科ަ௨ػց学専߈修࢜課ఔに名শมߋ

平成 ２８ （２0１ý）４ ݄ 大学ŋ学ͮߍくり研究科大学ŋ学ͮߍくり専߈修࢜課ఔをื集ఀ止

平成 ２Ā （２0１þ）４ ݄ 理学研究科応用化学専߈修࢜課ఔɼメカトϩχクス学専߈修࢜課ఔをઃஔ
理学研究科ػցシスςϜ学専߈修࢜課ఔを理学研究科ػց学専߈修࢜課ఔにɼ理学研究科ݐઃシスςϜ学専߈修࢜課ఔ
を理学研究科社会基盤デβイン学専߈修࢜課ఔに名শมߋ
人間学研究科人間学専߈修࢜課ఔをఱനキャンパスからφΰϠドーϜલキャンパスにҠస
ࢢ情報学研究科ࢢ情報学専߈修࢜課ఔ及びതظޙ࢜課ఔを可ࣇキャンパスからφΰϠドーϜલキャンパスにҠస
๏務研究科๏務専߈専職学位課ఔをื集ఀ止

　　　　　　　　　þ ݄ 大学ŋ学ͮߍくり研究科大学ŋ学ͮߍくり専߈修࢜課ఔをഇ止

平成 ３１ （２0１Ā）４ ݄ 理学研究科電気電ࢠ・情報・ࡐྉ学専߈തظޙ࢜課ఔを理学研究科電気・情報・ࡐྉ・࣭学専߈തظޙ࢜課ఔに名শมߋ

ྩ� ２ （２0２0）þ ݄ ๏務研究科๏務専߈専職学位課ఔをഇ止

ྩ� ý （２0２４）４ ݄ 理学研究科環境学専߈修࢜課ఔをઃஔ（理学研究科環境学専߈修࢜課ఔはื集ఀ止）
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6 教育組織

๏ 学 ෦ ๏ 学 科

ܦ Ӧ 学 ෦
ܦ Ӧ 学 科
ࠃ 際 ܦ Ӧ 学 科

ܦ ࡁ 学 ෦
ܦ ࡁ 学 科
࢈ 業 社 会 学 科
 学 科
情 報  学 科（２0２２ 度からื集ఀ止）
電 気 電 ࢠ  学 科
ࡐ ྉ ػ 能  学 科
応 用 化 学 科

理  学 ෦ ػ ց  学 科
学 ෦ ަ ௨ ػ ց  学 科

メカトϩχクス学科
社会基盤デβイン学科
環 境    学 科
環 境   学 科（２0２0 度からื集ఀ止）
ݐ ங 学 科

生  ࢿ ݯ 学 科
 学 ෦ 応 用 生  化 学 科

生  環 境 科 学 科

ༀ 学 ෦ ༀ 学 科（ ý  ੍ ）
ࢢ情報学෦  ࢢ 情 報 学 科
人 間 学 ෦ 人 間 学 科
外 ࠃ ޠ 学 ෦ ࠃ 際 ӳ ޠ 学 科
情 報  学 ෦ 情 報  学 科

名 城 大 学
๏ 学 研 究 科 ๏  学 専 ߈

修 ࢜ 課 ఔ
ത ࢜ ޙ ظ 課 ఔ

Ӧ学研究科ܦ ܦ Ӧ 学 専 ߈
修 ࢜ 課 ఔ
ത ࢜ ޙ ظ 課 ఔ

学研究科ࡁܦ ܦ ࡁ 学 専 ߈
修 ࢜ 課 ఔ
ത ࢜ ޙ ظ 課 ఔ

 学 専 ߈
ത ࢜ લ ظ 課 ఔ
ത ࢜ ޙ ظ 課 ఔ

情 報  学 専 ߈ 修 ࢜ 課 ఔ
電 気 電 ࢠ  学 専 ߈ ത ࢜ લ ظ 課 ఔ
ࡐ ྉ ػ 能  学 専 ߈ 修 ࢜ 課 ఔ
応 用 化 学 専 ߈ 修 ࢜ 課 ఔ
電気ŋ情報ŋࡐྉ・࣭学専߈ ത ࢜ ޙ ظ 課 ఔ

大 学 Ӄ 理学研究科 ػ ց  学 専 ߈
修 ࢜ 課 ఔ
ത ࢜ ޙ ظ 課 ఔ

ަ ௨ ػ ց  学 専 ߈ 修 ࢜ 課 ఔ
メカトϩχクス学専߈ 修 ࢜ 課 ఔ
社会基盤デβイン学専߈ 修 ࢜ 課 ఔ
環 境    学 専 ߈ 修 ࢜ 課 ఔ
環 境   学 専 ߈ 修 ࢜ 課 ఔ

（２0２４ 度からื集ఀ止）
ݐ ங 学 専 ߈ 修 ࢜ 課 ఔ
社会環境デβイン学専߈ ത ࢜ 課 ఔ

 学 研 究 科  学 専 ߈
修 ࢜ 課 ఔ
ത ࢜ ޙ ظ 課 ఔ

ༀ 学 研 究 科 ༀ 学 専 ߈ ത࢜課ఔ（４੍）

ࢢ情報学研究科  ࢢ 情 報 学 専 ߈
修 ࢜ 課 ఔ
ത ࢜ ޙ ظ 課 ఔ

人間学研究科 人 間 学 専 ߈ 修 ࢜ 課 ఔ

૯合学術研究科 ૯ 合 学 術 専 ߈
ത ࢜ લ ظ 課 ఔ
ത ࢜ ޙ ظ 課 ఔ
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ᶘɽֶɹɹ੶
1  学生証
（1）更新
（2）学生証の提示
（3）記載事項の変更
（4）学生証の返還
（5）その他

2  学籍番号
3  学籍上の氏名
4  修業年限と在学年限
5  学籍異動及び懲戒
（1）学籍異動の種類とその手続きなど
【休学・復学・退学・再入学・除籍・復籍】

（2）休学時の上級年次への進級（年次進行）について
（3）その他の学籍異動
【転学部・転学科】

（4）懲戒

6  その他の願・届出
7  学費等
（1）振込用紙の送付
（2）授業料等の納入方法
（3）授業料等の納入期限
（4）授業料等の納入期限の延期措置
（5）授業料等の納入と試験の関係
（6）学費等の額
（7）休学者の在籍料
（8）転学部・転学科
（9）復籍
（10）再入学
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ֶɹ੶ᶘ
1 学生証

　学生証は本学学生としての身分を証明する大切なものです。ଔ業ɼୀ学ɼআ੶により本学学生の身分をれるまでɼ継続して使用します。ฆࣦɼ

౪ɼԚ損などがないようにऔり扱いにはࡉ心の意をはらうとともに次の事߲にཹ意しɼ常にܞଳしてください。学生証は *$ カードです。

(1)　更新
　ཪ໘に「ߋ৽シール」がషされていないもしくはظ限が超えている学生証はແޮです。৽しいシールがަされたらɼ学生証ཪ໘にష

してください。

(2)　学生証の提示
　次の場合はɼ必ずఏ示しなければなりません。

。を受けるときݧࢼ　（１

２）　図書ؗへのೖୀؗ時や図書をआりるとき。

３）　情報ॲ理教ࣨ等ɼ学内ࢪઃを利用するとき。

４）　�֤ 種証明書ɼ௨学証明書ɼ学生ཱྀ٬ӡ割Ҿ証（学割証）等の発行を求めるとき。またɼそれらを使用してं・ધした際に係員か

らఏ示を求められたとき。

５）　学生ିग़しのିग़しを受けるとき。

ý）　本大学教職員からఏ示を求められたとき。

(3)　記載事項の変更
が生じた場合はɼ許可なくຣফしたりվめたりせずɼఱനキャンパスは学務センター̡ߋ事߲にมࡌ限など記ظ名ɼॅ所ɼࢯ　 教務 ɼrീ事

キャンパス・φΰϠドーϜલキャンパスは֤事務ࣨにಧけग़てください。

(4)　学生証の返還
　次の事߲のいずれかに֘する場合はɼちにฦؐしなければなりません。

１）　ଔ業ɼୀ学ɼআ੶により本学学生の身分をれたとき。

２）　స学෦ɼస学科など学੶のҟ動が生じたとき。

。（学生証をฦؐچ）のとき学生証が見つかったとき。あるいはカード不ྑによるແྉަچにɼޙの手続きަ࠶　（３

(5)　その他
１）　�ฆࣦした場合または౪にあった場合はɼちにد࠷りの警察へಧけग़るとともにɼఱനキャンパスは学務センター̡ 教務 ɼrീ事キャ

ンパス・φΰϠドーϜલキャンパスは֤事務ࣨでަ࠶の手続きをしてください（１ô４５（２）学生証࠶発行を参照）。

２）　�ཪ໘のߋ৽֬認シールはɼঢ়態不ྑのものや௨学定ظ発行߇ཝがいっͺいになったものはऔりସえますのでɼఱനキャンパスは学務セ

ンター̡ 教務 ɼrീ事キャンパス・φΰϠドーϜલキャンパスは֤事務ࣨに申しग़てください。

３）　他人にି与またはɼৡしてはなりません。

発行の手続きは１ô４５࠶　（４ を参照してください。

5

18

7

20XX年３月３１日卒業予定

学　生　証

（おもて） （うら：更新確認シール）
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　 入 学 年 度　 学 部 等 学 科 個人番号
ྐྵの下 ２ ܻ 00 所 ଐ な し 00 識 別 不 要 ３ ܻ

0１ ๏ 学 ෦ 0１ ๏ 学 科
0２ ܦ Ӧ 学 ෦ １１ ܦ Ӧ 学 科 １２ ࠃ 際 ܦ Ӧ 学 科
0３ ܦ ࡁ 学 ෦ ２１ ܦ ࡁ 学 科 ２２ ࢈ 業 社 会 学 科
0４ 理  学 ෦ ４0  学 科 ４２ 電 気 電 ࢠ  学 科

４３ ࡐ ྉ ػ 能  学 科 ４４ 応 用 化 学 科
４５ ػ ց  学 科 ４ý ަ ௨ ػ ց  学 科
４þ メカトϩχクス学科 ４８ 社会基盤デβイン学科
４Ā 環 境    学 科 ５0 ݐ ங 学 科

0５  学 ෦ ý１ 生  ࢿ ݯ 学 科 ý２ 応 用 生  化 学 科
ý３ 生  環 境 科 学 科

0þ  ࢢ 情 報 学 ෦ ８１  ࢢ 情 報 学 科
0８ 人 間 学 ෦ Ā１ 人 間 学 科
0Ā ༀ 学 ෦ þ３ ༀ 学 科
１0 外 ࠃ ޠ 学 ෦ Ā５ ࠃ 際 ӳ ޠ 学 科
１２ 情 報  学 ෦ 0５ 情 報  学 科

↓このページは共通じゃない。※学籍番号の（例）の学部学科名と数字が、学部ごとに違う

2 学籍番号

4 修業年限と在学年限

　ೖ学時にɼ֤人に学੶൪߸（Ā έタ）が与されます。この学੶൪߸はɼ学੶ҟ動（స学෦等）がない限りɼ在学தはもとよりଔ業ޙも不

มの本人固有の൪߸です。履修ొ録ɼݧࢼおよび֤種のఏग़書類などはɼこの学੶൪߸によって識別のうえॲ理されますのでɼਖ਼֬に記Ա

してください。

　学੶൪߸は次のような構成になっています。

　学෦の修業限は ４ としɼ８ を超えて在学することはできません。ただしɼༀ学෦の修業限は ý としɼ１２ を超えて在学するこ

とはできません。

　ฤೖ学又はసೖ学を許可された者の在学限はɼೖ学が許可された相次のਖ਼規の学生と同じとします。

　స学෦等を許可された者の在学限はɼస学෦等が許可された相次にかかわらずɼೖ学のから௨ࢉして ８ とします。

（ྫ）

ༀ学෦ ༀ学科　２0２５ 度（ྩ þ 度）ೖ学　個人൪߸ １ ൪の学生

２　　５　　0　　Ā þ　　３ 0 0 １

3 学籍上の氏名
　学੶上のࢯ名はɼೖ学手続時に本人がಧけग़たもの（ॅຽථ記ࡌ事߲証明書に記ࡌされたށ੶上のࢯ名ɼ外ࠃ੶の学生はॅຽථ記ࡌ事߲

証明書や在ཹカードに記ࡌされた本名または௨শ名の一方）とします。なおɼ電ࢉॲ理の関係上ɼ表示不可能なࣈがありますのでɼごྃঝ

ください。

　本大学がަする書類はこれに基ͮきऔり扱いますのでɼಧけग़ޙにมߋが生じた場合はɼఱനキャンパスは学務センター̡ 教務 ɼrീ事キャ

ンパス・φΰϠドーϜલキャンパスは֤事務ࣨにಧけग़てください。

　˞外ࠃ人ཹ学生：�カφࢯ名でొ録します。֤種証明書はӳࢯࣈ名で発行します。学位記についてはɼଔ業次に本人のಧग़をもとに在ཹカー

ドやパスϙートなどで֬認しɼࢯࣈ名・ӳࢯࣈ名等で発行します。
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（1）学籍異動の種類とその手続きなど【休学・復学・退学・再入学・除籍・復籍】

種類 願い出の条件・手続きなどに関する所要事項 備　　　　　考

休

学

要 ࢫ ප気ɼその他やむを得ない理由によりɼ３ か݄以上ग़੮することがࠔとなりɼ
許可を得て一時的に就学のঢ়態かられることをいいます。

１çٳ�学தは在੶ྉを必要と
します。
２ç�在੶ྉをೲೖしない者はɼ
আ੶対象者としてાஔしま
す。
３ç�在੶ྉについてはɼޙड़の
ʰٳ学者の在੶ྉ （ɦ１ʵ１４
ϖージ）を参照してくださ
い。

ٳ 学 ظ 間 いग़のからɼ１ئ�① 以内としています。ただしɼ特別の理由がある場合はɼ
にҾき続き１ߋ を限度としてٳ学することができます（連続は ２ を限度）。

して４ࢉ間はɼ௨ظ学ٳ② を超えることはできません。
。ೖしませんࢉ間はɼ修業限および在学限にظ学ٳ③

手 続 き 学しようとする場合はɼその理由が生じたときから１ٳ�① か݄以内に所定の
休学願 に理由を۩体的かつ明֬に記ೖしɼ本人・保証人連ॺのうえɼ所ଐす
る学෦૭ޱまでئいग़てください。なおɼප気・けがの場合はɼҩࢣのஅ
書等をఴしてください。

間のԆの許可を受ける場合はɼあらためてظ学ٳ�② 休学願 をఏग़してくださ
い。

学෦はɼ休学願情報・ޠࠃ・ༀ・人間・外・Ӧ・理ܦ�˞ をఏग़するલに指
導教員またはクラス担との໘談を課しています。

手続きظ限 前期は 7 月 10 日，後期は 12 月 10 日までとします。
ఴ書類等 ҩࢣのஅ書　˞ප気・けがによるٳ学の場合のΈ

復

学

要 ࢫ 過した者がɼܦ間をظ学ٳ学の理由がなくなった者またはٳ間内においてɼظ学ٳ
許可を得てɼ࠶度ɼ就学のঢ়態に෮することをいいます。

手 続 き ①�෮学しようとする場合はɼ所定の 復学願 にその理由を۩体的かつ明֬に記ೖ
しɼ本人・保証人連ॺのうえɼ所ଐする学෦૭ޱまでئいग़てください。

②�ප気・けがによってٳ学していた場合はɼ෮学してもࢧোないࢫのҩࢣのஅ
書をఴしてください。

学෦はɼ復学願ޠࠃӦ・・ༀ・人間・外ܦ�˞ をఏग़するલに指導教員またはク
ラス担との໘談を課しています。

෮学の時ظ ֤学ظ（લظまたはظޙ）の࢝めからとします。
ఴ書類等 ෮学してもࢧোないࢫのҩࢣのஅ書　˞ප気・けがによるٳ学の場合のΈ

退

学

要 ࢫ ප気ɼその他やむを得ない理由によりɼ就学の継続がࠔとなった者または就学
の意思がなくなった者がɼ許可を得て就学のঢ়態から全くれることをいいます。

１ç�学ଇୈ ４ý 条に規定する
ռॲ分によるୀ学者はɼ
この限りではありません。

２ç�学生証は必ずฦؐしてくだ
さい。

手 続 き ୀ学しようとする場合はɼ所定の 退学願 にその理由を۩体的かつ明֬に記
ೖしɼ本人・保証人連ॺのうえɼ学生証とともにɼ所ଐする学෦૭ޱまでئ
いग़てください。
学෦はɼ退学願情報・ޠࠃ・ༀ・人間・外・Ӧ・理ܦ�˞ をఏग़するલに指
導教員またはクラス担との໘談を課しています。

ୀ 学   。間内でɼ所ଐ学෦教त会が指定するとしますظೲのत業ྉ等の有ޮط
手続きظ限 前期は 7 月 10 日，後期は 12 月 10 日までとします。
ఴ書類等 ҩࢣのஅ書　˞ප気・けがによるୀ学の場合のΈ

再

入

学

要 ࢫ ප気ɼその他やむを得ない理由により本大学をୀ学した者がɼ許可を得てɼ࠶度ɼ
就学のঢ়態に෮することをいいます。ただしɼ࠶ೖ学の理由がਖ਼と認められɼ
定員に༨༟がある場合に限り許可されます。ग़ظئ間はୀ学したཌからୀ学し
たの ５ ޙののଐする度のまでとします。

１ç�対象者はɼ学ଇୈ ３５ 条
によりୀ学した者に限りま
す。
˞ただしɼఀ学ظ間தにୀ
学した場合はɼ認められ
ません。

２ç�ୀ学時に在学限をຬた
していた場合はɼ受け
けできません。

３ç࠶�ೖ学者のೖ学ۚについ
てはɼޙड़のh ೖ学࠶ （ɦ１
ʵ１４ ϖージ）を参照して
ください。

手 続 き 望するલɼ１２ر�① ݄までにɼ手続き先にご相談ください。
ೖ学しようとする場合はɼ所定の࠶�② 再入学願 にその理由を۩体的かつ明֬に
記ೖしɼ本人・保証人連ॺのうえɼ࠶ೖ学をر望する学෦૭ޱまでئいग़てく
ださい。

③�ප気・けがによってୀ学した場合はɼ࠶ೖ学してもࢧোないࢫのҩࢣのஅ書
をఴしてください。

ظೖ学の時࠶ ཌ度の࢝めからとします。
ೖ 学 ۚ 等 までにظೖ学が許可された者はɼೖ学ۚおよびत業ྉ等を本学が指定する࠶

ೲೖしなければなりません。
ఴ書類等 のஅ書　˞ප気・けがによるୀ学の場合のΈࢣのҩࢫোないࢧೖ学しても࠶

5 学籍異動及び懲戒
　学੶ҟ動についてはɼ学ଇୈþষおよび教務規ఔୈ５ষに規定されておりɼこれらのئいग़の条件・手続方๏などに関してはɼ次のとおりです。
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種類 願い出の条件・手続きなどに関する所要事項 備　　　　　考

除

籍

要 ࢫ 次の֤߸に֘する者をɼ所ଐ学෦教त会のٞをܦてɼ学੶からআくことをいい
ます。

１ �④の理由でআ੶になった
者のうちೖ学手続ྃ者
で度࢝めに学生証を受
ྖしない者のআ੶の
はɼ４݄ ３0 とします。

２ç�学生証は必ずฦؐしてくだ
さい。

対 象 ߲ 目 ①所定の在学限（学෦ ８ ）を超えた者
（˞ただしༀ学෦は１２ ）　　　　ʤલ度 ３ ݄ ３１ ʥ　 　　

間を超えてなお修学できない者ظ学ٳ②
ʤલ度 ３ ݄ ３１ ʥ　 　　

ʤĀ ݄１３ ʥ　 　　
③学අ等をೲೖしない者

・લظ分त業ྉ等ະೲ者　　　　　　　　　　ʤલ度 ３ ݄ ３１ ʥ
分त業ྉ等ະೲ者　　　　　　　　　　　　　ʤĀظޙ・ ݄ １３ ʥ
・લظ分在੶ྉະೲ者　　　　　　　　　　　ʤલ度 ３ ݄ ３１ ʥ
分在੶ྉະೲ者　　　　　　　　　　　　　　ʤĀظޙ・ ݄ １３ ʥ

④その他成業の見込Έがないと認められる者
ʤલ度 ３ ݄ ３１ ʥ　 　　

আ ੶   間内でɼ所ଐ学෦教त会が指定するとしますがɼおظೲのत業ྉ等の有ޮط
おむͶɼ上記ʤ　ʥ内のになります。

復

籍

要 ࢫ আ੶ાஔになった者がɼ許可を得てɼ学੶を෮活しɼ࠶び就学のঢ়態に෮するこ
とをいいます。ただしɼ෮੶の理由がਖ਼と認められɼ定員に༨༟がある場合に
限り許可されます。ग़ظئ間はɼআ੶されたのཌからআ੶されたの ５ ޙの
のଐする度のまでとします。

１ç�আ੶になった理由によって
はɼ෮੶できないことがあ
ります。ৄしくはɼఱനキャ
ンパスは学務センター̡ 学
෦૭ޱ ɼrീ事キャンパス・
φΰϠドーϜલキャンパス
は֤事務ࣨで相談してくだ
さい。

２ç�෮੶ྉについてはɼޙड़の
ʰ෮੶ （ɦ１ʵ１４ ϖージ）を
参照してください。

３ç�আ੶時に在学限をຬた
していた場合は受けけ
できません。

手 続 き 望するલɼ１２ر① ݄までにɼ手続き先にご相談ください。
②�෮੶しようとする場合はɼ所定の 復籍願 にその理由を۩体的かつ明֬に記ೖ
しɼ本人・保証人連ॺのうえɼ෮੶をر望する学෦૭ޱまでئいग़てください。

෮੶の時ظ ཌ度の࢝めからとします。
෮ ੶ ྉ 等 ෮੶が許可された者はɼ෮੶ྉおよびत業ྉ等を本学が指定するظまでにೲ

ೖしなければなりません。

˞１ɽطೲの学අ等の有ޮظ間とはɼ次のとおりです。
・લظ分 ４ ݄ １ から Ā ݄ １３ まで
分ظޙ・ Ā ݄ １４ からཌ ３ ݄ ３１ まで

˞ ２ɽٳ学ɼ෮学ɼୀ学ɼ࠶ೖ学または෮੶が許可された者ɼあるいはɼআ੶ાஔ（学生証ະ受ྖおよびࢮআ੶の場合をআく）にされた
者にはɼそのࢫを保証人Ѽてに文書で௨知します。

˞ ３ɽࡁܦ的事情などによってɼやむを得ずୀ学しなければならないときはɼԉ助ができる場合もありますのでɼ手続きを։࢝するલにɼま
ずɼఱനキャンパスは学務センター̡ 生活ࢧԉ ɼrീ事キャンパス・φΰϠドーϜલキャンパスは֤事務ࣨで相談してください。

（2）休学時の上級年次への進級（年次進行）について
　ਐڃする基準にɼ「同一次を௨ࢉで １間（２ 学ظ分）在学」があります。
　ただしɼ本大学学ଇには「学は ４݄ １に࢝まりɼཌ ３݄ ３１にऴわる。」（ୈ １２ 条）と定められていますのでɼਐڃ時ظは ４݄ １
のΈとなります。
　このためɼ過ڈのٳ学によりɼલظ時で「同一次を௨ࢉで １間（２ 学ظ分）在学」の基準をຬたしていてもɼཌ ４݄ １になら
ないとਐڃできませんのでごཹ意ください。
　ୀ学・আ੶ޙの࠶ೖ学・෮੶者についてもɼ同༷のऔり扱いをいたします。
　なおɼ在学ظ間とは別にɼ学科・次ごとに୯位等によるਐڃ基準がઃ定されている場合がありますのでɼこの場合は྆者をຬたさない
とਐڃすることはできません。

（3）その他の学籍異動【転学部・転学科】
　本大学にೖ学ޙɼক来の方などがมわった場合ɼまたはその他の事情によりɼやむなくਐ࿏をมߋしようとするときはɼ学ଇୈ ３３ 条お
よび教務規ఔୈ ２３ 条にɼ次のような੍度が定められていますので参考にしてください。
　１ð　స学෦：　所ଐする学෦・学科から他の学෦・学科にసずることをいいます。

　　（ྫ） ๏ 学 ෦ ๏ 学 科 ܦ Ӧ 学 ෦ ܦ Ӧ 学 科

　２ð　స学科：　同一学෦においてɼ学科をసずることをいいます。

　　 （ྫ） 理  学 ෦  学 科 理学෦電気電ࢠ学科

　３ð　�స学෦等ݧࢼを受ݧする必要があります。ৄしくはఱനキャンパスは学務センター̡ 学෦૭ޱ ɼrീ事キャンパス・φΰϠドーϜલキャ
ンパスは֤事務ࣨで相談してください。

（4）懲戒
本大学にはɼ教育研究環境をྑ好に保ちɼ学内のடংをҡ持するために必要࠷খ限のきまりとして学ଇをはじめとする種々の規ଇがあります。
　本学学生がこれらの規ଇにҧ反ɼまたは学生としての本分に反する行為を行った場合はɼ別に定めるとこΖによりɼ所ଐ学෦教त会のٞを
のࠂ܇てɼ学がռすることになります。ռの種類はɼୀ学ɼఀ学およびܦ ３ 種類となっておりɼռୀ学はɼ次の ２ ߲目のいずれかに
֘する者に対して行いɼ࠶ೖ学はできません。
　１ð　性行不ྑでվળの見込Έがないと認められる者
　２ð　本大学のடংをཚしɼその他ɼ学生としての本分にஶしく反した者
　なおɼݧࢼ時における不ਖ਼行為者に対しても厳重にॲ分されます。
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˞ １ɽ他大学受ݧ許可ئはɼ学෦によってはɼ指導教員またはクラス担の໘談ঝ認ҹを必要とするとこΖがあります。ఱനキャンパスは学
務センター̡ 学෦૭ޱ ɼrീ事キャンパス・φΰϠドーϜલキャンパスは֤事務ࣨの説明に従い໘談を受けるようにしてください。

˞ ２ɽ学生生活または課外活動にうئ・ಧग़に関してはɼఱനキャンパスは学務センター̡ 学生活動 ɼrീ事キャンパス・φΰϠドーϜલキャ
ンパスは֤事務ࣨに問い合わせてください。

6 その他の願 ・ 届 出

7 学費等

　教務に関係したئまたはಧग़にはɼおおむͶɼ下記のものがありɼ理由が生じたときはɼ必要な書類などをఴしてɼやかにئいまたは

ಧけなどをしてください。

　なおɼٳ学ɼ෮学ɼୀ学ɼ࠶ೖ学ɼ෮੶など学੶ҟ動にう手続き方๏等に関してはɼલड़のʰ学੶ҟ動の種類とその手続き （ɦ１ʵ１0

ʙ １ʵ１１ ϖージ）を参照するとともにɼৄしくはఱനキャンパスは学務センター̡ 学෦૭ޱ ɼrീ事キャンパス・φΰϠドーϜલキャンパス

は֤事務ࣨで相談してください。

願 ・ 届 出 の 種 類 添　付　書　類　な　ど 書類の受取・提出先

授 業 料 等 納 期 延 期 願
ೲظԆظの理由を証する書類（ࡂ害などの場合はެ的ػ関発行のጶࡂ
証明書ɼප気・けがの場合はҩࢣのஅ書）。

・�ఱനキャンパスは学務セン
ター̡ 学෦૭ޱ ɼrീ事キャ
ンパス・φΰϠドーϜલキャ
ンパスは֤事務ࣨ
・�大学ウェϒαイトもしくは「学
生ϙータル」よりɼダウン
ϩード可能。

変　更　届
1．現住所・電話番号
2．保証人・学費負担者
3．本籍（国籍）
4．氏名

。੶ঞ本ށの場合はߋ名のมࢯ
本੶（ࠃ੶）のมߋの場合はɼॅຽථ記ࡌ事߲証明書等。

ఱനキャンパスは学務センター
ʲ教務 ɼrീ事キャンパス・φΰ
ϠドーϜલキャンパスは֤事
務ࣨ

　त業ྉ等はɼຖ次ɼલظޙ・ظの学ظごとにೲめてください。

（1）振込用紙の送付
　৽ೖ学生のظޙ分学අৼ込ґ頼書はɼ7月末までに送します。2 年目以降は，毎年 4月上旬に前期分・後期分を年に1回まとめて送付します。

　˞�学අৼ込ґ頼書がಧかないɼまたはฆࣦをした場合はɼఱനキャンパスは学務センター̡ 学෦૭ޱ ɼrീ事キャンパス・φΰϠドーϜલキャ

ンパスは֤事務ࣨまで申しग़てください。

（2）授業料等の納入方法
１）　ۚ༥ػ関（ۜ行・信用ۚݿ・信用合・ڠ・Ώうちょۜ行）からৼ込んでください。

２）　「学අৼ込 （ۚ݉手ྉ）受औ書」はɼৼ込ۚ༥ػ関のग़ೲҹをもって本学ྖऩ書にえますのでɼ大切に保管してください。

３）　ৼ込手ྉは֤自負担してください（学අから差しҾかないでください）。

　˞લظ分とظޙ分は一ׅでೲೖできます。ظޙ分をޙにೲೖされる場合はɼ学අৼ込ґ頼書を大切に保管してください。

（3）授業料等の納入期限
・前期分　 5 月 10 日

・後期分　10 月 10 日

（4）授業料等の納入期限の延期措置
　学අ負担者が不慮の事ނまたはࡂ害等にૺうなどのঢ়態が発生しɼやむを得ないࡁܦ的事情によりظ限内にत業ྉ等のೲೖができないと

きはɼそのೲೖظ限をԆظすることが認められる場合があります。ৄしくはఱനキャンパスは学務センター̡ 学෦૭ޱ ɼrീ事キャンパス・φ

ΰϠドーϜલキャンパスは֤事務ࣨで相談してください。

１）　त業ྉ等のೲೖظ限のԆظはɼݪଇとしてɼ１ か݄以内とします。

２）　ೲೖظ限のԆظを認められた者のೲೖظ限はɼԆظを認められたまでとします。

　˞�त業ྉ等をظ限までにೲೖしなかった者で「त業ྉ等ೲظԆئظ」の手続きをとらなかった場合はɼআ੶対象者としてાஔします。আ੶

になりますとɼগなくともཌ度まで෮੶することができませんので意してください。

（5）授業料等の納入と試験の関係
　त業ྉ等をೲೖظ限までにೲೖしなかった者はɼݧࢼを受けることができません（教務規ఔୈ １0 条）。

　またɼ受ݧした場合はɼݧࢼがແޮとなりますので意してください（学අ等に関する規ଇୈ １２ 条）。
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（6）学費等の額（2025 年度入学生）
　ཹした場合の学අのֹはɼ֘学のत業ྉ・実ݧ実習අ・ࢪઃඅ相ֹです。

学

年
納入期限 学 費

法 学 部
経 営 学 部
経 済 学 部

人 間 学 部 都市情報学部 外国語学部 情報工学部
理 工 学 部 農 学 部 薬 学 部

（6年制）

１



次

ೖ
学
手
続
時

ೖ
学
手
続
క
切


ೖ 学 ۚ ２00ó000 ２00ó000 ２00ó000 ２00ó000 ２00ó000 ２00ó000 ２00ó000

त 業 ྉ ３５Āó000 ３ý５ó000 ４５１ó000 ４þ２ó５00 ５0５ó000 ５0４ó000 þ２ýó５00

実 ݧ 実 習 අ ʵ ʵ ʵ ʵ ４３ó000 ４３ó000 １0５ó000

ࢪ ઃ අ Āþó000 １２３ó５00 １２３ó５00 １２３ó５00 １２４ó000 １４５ó５00 １ý８ó５00

খ ܭ ý５ýó000 ý８８ó５00 þþ４ó５00 þĀýó000 ８þ２ó000 ８Ā２ó５00 １ó２00ó000

ޙ

ظ

１0
݄
１0


त 業 ྉ ３５Āó000 ３ý５ó000 ４５１ó000 ４þ２ó５00 ５0５ó000 ５0４ó000 þ２ýó５00

実 ݧ 実 習 අ ʵ ʵ ʵ ʵ ４３ó000 ４３ó000 １0５ó000

ࢪ ઃ අ Āþó000 １２３ó５00 １２３ó５00 １２３ó５00 １２４ó000 １４５ó５00 １ý８ó５00

খ ܭ ４５ýó000 ４８８ó５00 ５þ４ó５00 ５Āýó000 ýþ２ó000 ýĀ２ó５00 １ó000ó000

 ֹ 合 ܭ １ó１１２ó000 １ó１þþó000 １ó３４Āó000 １ó３Ā２ó000 １ó５４４ó000 １ó５８５ó000 ２ó２00ó000

２
・
３
・
４

次

લ

ظ

５
݄
１0


त 業 ྉ ３５Āó000 ３ý５ó000 ４５１ó000 ４þ２ó５00 ５0５ó000 ５0４ó000 þ２ýó５00

実 ݧ 実 習 අ ʵ ʵ ʵ ʵ ４３ó000 ４３ó000 １0５ó000

ࢪ ઃ අ Āþó000 １２３ó５00 １２３ó５00 １２３ó５00 １２４ó000 １４５ó５00 １ý８ó５00

খ ܭ ４５ýó000 ４８８ó５00 ５þ４ó５00 ５Āýó000 ýþ２ó000 ýĀ２ó５00 １ó000ó000

ޙ

ظ

１0
݄
１0


त 業 ྉ ３５Āó000 ３ý５ó000 ４５１ó000 ４þ２ó５00 ５0５ó000 ５0４ó000 þ２ýó５00

実 ݧ 実 習 අ ʵ ʵ ʵ ʵ ４３ó000 ４３ó000 １0５ó000

ࢪ ઃ අ Āþó000 １２３ó５00 １２３ó５00 １２３ó５00 １２４ó000 １４５ó５00 １ý８ó５00

খ ܭ ４５ýó000 ４８８ó５00 ５þ４ó５00 ５Āýó000 ýþ２ó000 ýĀ２ó５00 １ó000ó000

 ֹ 合 ܭ Ā１２ó000 Āþþó000 １ó１４Āó000 １ó１Ā２ó000 １ó３４４ó000 １ó３８５ó000 ２ó000ó000

５



次

લ

ظ

５
݄
１0


त 業 ྉ þ２ýó５00

実 ݧ 実 習 අ ２５５ó000

ࢪ ઃ අ １ý８ó５00

খ ܭ １ó１５0ó000

ޙ

ظ

１0
݄
１0


त 業 ྉ þ２ýó５00

実 ݧ 実 習 අ ２５５ó000

ࢪ ઃ අ １ý８ó５00

খ ܭ １ó１５0ó000

 ֹ 合 ܭ ２ó３00ó000

ý



次

લ

ظ

５
݄
１0


त 業 ྉ þ２ýó５00

実 ݧ 実 習 අ １0５ó000

ࢪ ઃ අ １ý８ó５00

খ ܭ １ó000ó000

ޙ

ظ

１0
݄
１0


त 業 ྉ þ２ýó５00

実 ݧ 実 習 අ １0５ó000

ࢪ ઃ අ １ý８ó５00

খ ܭ １ó000ó000

 ֹ 合 ܭ ２ó000ó000

4 年 間 合 計（ 薬 は 6 年 間 ） 3,848,000 4,108,000 4,796,000 4,968,000 5,576,000 5,740,000 12,500,000

（୯位：ԁ）

名城大学 学生便覧
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（7）休学者の在籍料
限までにৼ込んでください。ただしɼظ学が許可された者はɼ在੶ྉをೲೖしなければなりません。学අৼ込ґ頼書を送しますのでɼೲೖٳ　

ೖ学ޙのٳ学（４ ݄ １ ೖ学の場合はલظऴྃ時まで）についてはɼ学අはฦۚしませんので在੶ྉのೲೖは必要ありません。

在　籍　料（半期） ３ 0ɼ0 0 0 ԁ

˞在੶ྉのֹݮાஔ

が認められる場合がありますのでɼఱനキャンパスは学ֹݮである者に対してはɼ在੶ྉのࠔ的事情により在੶ྉのೲೖが極度にࡁܦ　

務センター̡ 教務 ɼrീ事キャンパス・φΰϠドーϜલキャンパスは֤事務ࣨで相談してください。

　h であると認められる者ࠔ的事情によりɼೲೖが極度にࡁܦ とɦはɼ次に֘する事情が発生しɼࡁܦ的にځࠔしている者に限ります。

１）　地その他不慮の事ނによりɼੈଳओがࢮまたは負傷しɼྍظཆが必要であるとき。

２）　地その他不慮の事ނによりɼ家等に被害を受けɼその෮چが必要であるとき。

３）　�事業所のഁ࢈等でɼੈଳओがその生ܭをҡ持するための所得が得られなくなりɼ他にそれにわる所得が得られる見込Έがないとき。

４）　本人または生ܭをڞにする者がɼ࣬පまたは負傷によりྍظཆが必要であるとき。

書にఴする証明書のうちɼhئ　 ጶࡂ証明書ʱはެのػ関（ॅډする地Ҭの役所など）で発行されたものɼh ྍظཆ証明書ʱはҩࢣが発行

したஅ書に限ります。

減額が認められた者の在籍料（半期） １ 0ɼ0 0 0 ԁ

（8）転学部・転学科
１）　స学෦等ݧࢼྉはɼ学෦のೖ学ݕ定ྉの ２ 分の１のֹとします。

　　２0２５ 度の場合

試　験　料 １þɼ５ 0 0 ԁ

２）　�స学෦等が許可された者はɼస学෦等ྉをೲೖしなければなりません。

転 学 部 等 料 ２ɼ0 0 0 ԁ

（9）復籍
෮੶ྉはɼ෮੶する度のਖ਼規の１ 次生がೲೖすべきೖ学ۚの ２ 分の１ のֹとします。त業ྉ等は෮੶を許可した学෦の相学次の
ਖ਼規の学生と同じֹとします。
　　２0２５ 度の場合

復　籍　料 １ 0 0ó0 0 0 ԁ

（10）再入学
ೖ学する度のਖ਼規の１࠶ೖ学のೖ学ۚはɼ࠶�　（１ 次生のೖ学ۚのֹとしɼत業ྉ等は࠶ೖ学を許可した学෦の相学次のਖ਼規の学

生と同じֹとします。
２）　�特別学生（本学ଔ業等ิ助学生）の対象になります。ೖ学ޙɼೖ学ۚのֹを学ۚとしてڅします（３ʵ１２ϖージ学生規ఔ参照）。
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ᶙɽڭ߲ࣄ
1  学期
2  単位制度
3  授業
（1）授業時間（時間割）
（2）シラバス（授業計画書）・オフィスアワー・
　　 年間行事予定表（名城大学カレンダー）
（3）休講
（4）補講
（5）授業出席の重要性
（6）授業の出席確認について
（7）公欠の取扱いについて
（8）欠席届

4  履修
（1）履修の方法
（2）履修登録
（3）履修科目を決める際の注意事項
（4）履修登録の手順
（5）副専攻制度

5  試験
（1）定期試験
（2）追試験
（3）再試験
（4）追試験・再試験受験申込手続
（5）受験の資格
（6）欠格制度
（7）受験上の注意事項
（8）仮受験票
（9）試験時間
（10）成績の評価
（11）成績発表
（12）学業成績
（13）GPA制度

6  暴風特別警報または暴風警報・災害時の
授業及び試験
（1）暴風特別警報または暴風警報の場合
（2）災害の場合

7  「南海トラフ地震臨時情報」が発表された
場合
（1）「南海トラフ地震臨時情報（調査中）」，「南海トラフ地震

臨時情報（巨大地震警戒）」，「南海トラフ地震臨時情報（巨
大地震注意）」のいずれかが発表された場合の対応

（2）「南海トラフ地震臨時情報（調査終了）」が発表された場
合の対応

8  交通機関がストライキを実施している場
合の授業及び試験
（1）授業の場合
（2）試験の場合
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ᶙ߲ࣄڭ
1  学期

2  単位制度

3  授業

　本学のत業は １ を ２学ظに分けて行われɼそれͧれをલظɼظޙとݺびɼલظは ４ ݄ １ から Ā ݄ １３ までɼظޙは Ā ݄ １４ から ３ ݄
３１ までです。
　त業にはલ・ظޙ௨して行われるもの（௨։ߨ科目）とલظ（લظ։ߨ科目）ɼظޙ（ظޙ։ߨ科目）で݁するものがあります。またɼ学෦・
学科によってはɼظ間を定めて集த的に行われるत業（લظ集த科目ɼظޙ集த科目）もあります。

　大学における教育課ఔはɼ大学ઃஔ基準にもとͮく୯位੍を࠾用しています。୯位とは一つのत業科目の学修に要する時間を表す基準です。
୯位੍とはɼ֤次に配されている所定の科目を履修しɼそれらの科目ごとに割りてられている୯位を修得しɼこれを一定ੵΈ上͛る
ことによってଔ業できる੍度をいいます。
　大学のत業科目はɼٛߨ・ԋ習ɼ実ݧ・実習・実技科目に大別することができますがɼ֤त業科目の̍୯位あたりの学修時間はɼ教ࣨ等で
行うत業時間と教ࣨ外で行う準උ学習・෮習ɼ事લ・事ޙの自学自習時間を合わせて��時間が必要になります。
　֤त業科目の種類別の̍୯位たりのत業時間は次のとおりです。

��
ߨ ٛ ・ ԋ 習 科 目 １５ 時間から ３0 時間までの範囲で本学が定める時間
実 ݧ ・ 実 習 ・ 実 技 科 目 ３0 時間から ４５ 時間までの範囲で本学が定める時間

　୯位੍度のझࢫを理ղしɼ履修する୯位に相する自ओ的学習時間が必要であることを意識してɼごΖのत業にྟんでください。

（1）授業時間（時間割）
　　時間割は発表ޙɼあるいはत業։ޙ࢝もมߋすることがあります。その場合はɼ掲示で௨知します。

　　➳　本学のत業時間は次のとおりです。
時�　限 １時限 ２時限 ３時限 ４時限 ５時限 ý時限 þ時限
त�業�時�間 Ā:１0 ʙ １0:４0 １0:５0 ʙ １２:２0 １３:１0 ʙ １４:４0 １４:５0 ʙ １ý:２0 １ý:３0 ʙ １８:00 １８:１0 ʙ １Ā:４0 １Ā:５0 ʙ ２１:２0

　　　　त業時間ଳは݄༵から༵まで １ 時限から þ 時限までઃ定されています。基本時間ଳは １ 時限から ５ 時限ですがɼ学෦により使

用する時間ଳがҟなります。֤学෦の時間割で֬認してください。

　　➴　時間割表の見方

　　　時間割表の １ つのίϚのதに書かれている内容はɼ次のとおりです。

　　　<ྫ >� ２ç４ç１ç0 0ç１ç　　　　実ફӳޠᶗ　　　 　　　ా　ࢁ ̨ʵ ３ 0 ２
　　　　　　　　ˢ　　　　　　　　　ˢ　　　　　　　s 　　　　　　　s
　　　　　　時間割൪߸　　　　　　科目名　　　　 担者名　　　　教ࣨ൪߸

　　➵　教ࣨ൪߸の見方

　　　時間割表上の教ࣨ൪߸の表示はɼ次のとおりです。

　　　<ྫ >��4��ɻ 　３ 0 ２ççʜʜ　ڞ௨ٛߨ౩ೆ ３ 0 ２ 教ࣨ

　　　　　��s 　　ˢ

　֊ݐ　　　　　

ఱനキャンパス

౩౦　5：タワーٛߨ௨ڞ：&　౩ٛߨ௨ڞ：/　౩ೆٛߨ௨ڞ：4　 þ５　１１：ఱന １１ ߸ؗ　１２：ఱന １２ ߸ؗ

　3�：研究実ݧ౩ᶗ　3２：研究実ݧ౩ᶘ　3３：研究実ݧ౩ᶙ　3４：研究実ݧ౩ᶚ

φΰϠドーϜલキャンパス

　%/：ؗ　%8：ؗ　%4：ೆؗ

.・教ࣨの配ஔについてはɼ４ݐ 配ஔ図（４ʵࣷߍ １ϖージへ）を参照してください。

（2）シラバス（授業計画書）・オフィスアワー・年間行事予定表（名城大学カレンダー）
シラバス（त業ܭ画書）にはɼ֤度։ߨされるत業科目についてɼत業の֓要と目的・準උ事ޙ学習・त業の内容・त業形態・成ධՁ

方๏・ςキスト・参考ࢿྉ文ݙ等が記ࡌされていますのでɼ履修ܭ画の参考にしてください。
　本学ウェϒαイト「meimo」（以下ɼmeimo）またはɼ学務シスςϜからシラバス（त業ܭ画書）のࡧݕ・Ӿཡができます。
　またɼ本学ではΦフΟスアワーとしてɼ専教員が研究ࣨ等に在ࣨしている時間をઃけるようにしています。ΦフΟスアワーは学務シスςϜ
のシラバスの「教員からࡧݕ」にてࡧݕ・Ӿཡができますのでɼٛߨ内容などの࣭問や学生から専教員へ相談したい場合に利用してください。
　間行事༧定表（名城大学カϨンダー）についてはɼ「meimo」にて֬認してください。
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（3）休講
　大学または֤त業担者にやむを得ない事情が発生した場合にはɼत業をߨٳする場合があります。ߨٳはɼ大学としてܾ定またはत業科

目担者からのಧग़があり次ୈɼఱനキャンパスは学生ϗール掲示൘（タワー þ５・２ ֊）もしくは学務シスςϜよりメッセージを送ります。

ീ事キャンパスはༀ学෦掲示൘に掲示します。φΰϠドーϜલキャンパスは学務シスςϜよりメッセージを送ります。

　なおɼߨٳのҊ内がないにもかかわらずɼ࢝業時ޙࠁ ３0 分以上ܦ過してもत業科目担者がೖࣨしない場合はɼఱനキャンパスは学務セン

ターʲ学෦૭ޱ ɼrീ事キャンパス・φΰϠドーϜલキャンパスは֤事務ࣨɼ教職センターʲ教職・学ܳ員ʳへ連絡しɼその指示に従ってくだ

さい。

　˞ަ௨ػ関の事ނなどでɼ特にྟ時ߨٳの必要があるとஅされた場合はɼఱനキャンパスは学生ϗール掲示൘（タワー þ５・２ ֊）もしく

は学務シスςϜよりメッセージを送ります。ീ事キャンパスはༀ学෦掲示൘に掲示します。φΰϠドーϜલキャンパスは学務シスςϜか

らメッセージを送ります。

　˞෩の近が༧される場合ɼ大規地の意情報が発ྩされた場合ɼおよびަ௨ػ関のストライキが行われた場合のߨٳાஔについ

てはɼ1 － 24 ～ 1 － 25 ページを参照してください。

（4）補講
または༵を含めたۭߨิ。といいますߨのਐ行が༧定よりれた場合にɼྟ時のत業を行うことがありɼこれをิٛߨ等によりߨٳ　

き時間を使用しɼत業科目担者が行う場合があります。いずれの場合もɼఱനキャンパスは学生ϗール掲示൘（タワー þ５・２ ֊）もしくは

学務シスςϜよりメッセージを送ります。ീ事キャンパスはༀ学෦掲示൘に掲示します。φΰϠドーϜલキャンパスは学務シスςϜからメッ

セージを送ります。

（5）授業出席の重要性
　त業はɼ学生と教員が人間的な;れあいを௨じて学問を୳求する場でありɼ学生生活の基本となるものです。त業へのग़੮は重要でありɼ

自ओ的な学問への୳究心なくしてɼその成果をظすることはできません。ප気などによって １ か݄以上ܽ੮しなければならない場合はɼఱ

നキャンパスは学務センターʲ学෦૭ޱ ɼrീ事キャンパス・φΰϠドーϜલキャンパスは֤事務ࣨɼ教職センターʲ教職・学ܳ員ʳに相談し

てください。

　またɼत業科目のग़੮がत業の ２/３ にຬたない場合はɼ定ݧࢼظの受ࢿݧ格をࣦうことがあります。

（6）授業の出席確認について
　ग़੮のとり方はɼओとして次の方๏があります。

による֬認ݺ名ࢯ　（１

　２）　ग़੮カードのఏग़

　３）　*$ग़ܽ֬認シスςϜ（全キャンパス：全ࣨٛߨ　ઃஔ）

　教ࣨのೖޱにઃஔされたカードϦーダに学生証でタッνすることでɼ学生証内の*$νップをॠ時にカードϦーダがಡΈऔります。ಡΈऔっ

た時間によりग़੮が定されるシスςϜとなっています。自分自身のत業ごとのग़ܽঢ়گを学務シスςϜから֬認することもできます。

　ग़ܽ֬認の方๏はत業それͧれによってҟなります。*$ग़ܽはあくまで学生のօさん自身のग़ܽの証です。*$ग़ܽをत業のग़੮とΈな

すかどうかはत業担者のஅによりますので必ずत業時の教員の指示に従うようにしてください。

①　学生証の情報がಡΈऔられると学੶൪߸が表示されます。

② 授業開始10分前から授業開始後20分まで出席の読み取りを行います。それ以外の時間にカードをか͟してもɼग़੮と定されません。
またɼ�度以上か͟した場合は࠷৽の情報でॲ理しますので意してください（त業։ޙ࢝ ２0 分以߱に࠶度か͟した場合はग़੮をカウ

ントしません）。

③　*$ग़ܽ֬認シスςϜではɼग़ܽঢ়گはत業のཌに学務シスςϜに反өされます。

（7）公欠の取扱いについて【対象：公認クラブ】
　ެ認クラϒのެࣜࢼ合等へのग़場にいɼそのࢼ合等に参加した学生がत業をܽ੮した場合はɼ所定の手続きをܦてɼh ެܽʱとなります。

　ެܽの手続きではɼ֤自「ެܽئ」に必要事߲を記ࡌしɼ表者が全員分をऔりまとめてクラϒຖに学務センターにఏग़をする必要がありɼ

学務センターの許可を得たクラϒがެܽの対象となります。

　ঝ認ޙɼ学務センターのঝ認ҹが押ҹされたެܽئはクラϒにฦ٫されɼ֤ 自ܽ੮したत業のत業科目担者にެܽئをఏ示するとともにɼ

可能な限り事લに報ࠂをしてください。

　学生はɼެܽによる学力の下をটかないようɼීஈより勉学にめるものとしɼ科目によってはɼ課題等がఏ示される場合等があります

のでɼ必ずत業科目担者の指示に従ってください。

（8）欠席届
Ҿɼප気等やむを得ない理由でܽ੮した場合はɼ大学にग़てこられるようになってからɼ会ྱঢ়ɼஅ書等の理由を証明できる書類をس　

持参のうえɼఱനキャンパスは学務センターʲ学෦૭ޱ ɼrീ事キャンパス・φΰϠドーϜલキャンパスは֤事務ࣨɼ教職センターʲ教職・学

ܳ員ʳでܽ੮ಧの手続きをしてください。（ৄࡉのऔり扱いに関してはɼ֤学෦の૭ޱにて֬認してください。）なおɼ手続きしたとしてもɼ

ग़ܽのஅは全てत業科目担教員に一されております。

　手続きޙɼܽ੮したत業科目担教員にܽ੮ಧを持って行きɼܽ੮した理由を報ࠂしてください。
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4  履修
（1）履修の方法
　त業科目の履修にはɼ次のような履修の形態がありɼそれͧれの履修条件等があります。

１）ਖ਼�規�履�修ʜ所ଐ学෦・学科の在੶次に配されている科目を履修することをいいます。このうちクラス指定がある場合はɼその指定

クラス・時限での履修がਖ਼規履修となります。

ç２）下ڃ��履�修ʜ下ڃ次に配されているत業科目のうちɼલ度までに履修ొ録をしていないत業科目を履修することをいいます。

ç３）࠶　履　修ʜ下ڃ次に配されているत業科目のうちɼલ度までに履修ొ録をしながらɼ୯位を修得できなかったत業科目を࠶び履

修することをいいます。࠶履修にあたってはɼクラス・時限指定などの条件がつく場合があります。

４）他学科履修ʜ自分の所ଐする学科にઃஔされていないत業科目を他学科で履修することをいいます（履修条件等は「学෦事߲」のϖージ

を参照してください）。

ç５）他学෦履修ʜ自分の所ଐする学෦にઃஔされていないत業科目を他学෦で履修することをいいます。

ただしɼ他学෦履修許可次を ２ 次以上および間履修許可ొ録୯位を １0 ୯位以内とします（履修条件等は「学෦事߲」

のϖージを参照してください）。

（2）履修登録
　履修ొ録はɼ学生がその度に自分が履修しようとする科目をಧけग़る手続きでありɼ学修ܭ画のग़発となるものです。

　学生は自ݾのにおいて履修する科目をܾ定しɼ所定のظ間内にొ録の手続きをྃしなければなりません。したがってɼ履修ొ録をし

ていない科目はɼत業にग़੮しɼまたݧࢼを受けてもɼ֘科目の୯位を修得することはできません。

　履修ొ録はɼ４ ݄にલظ։ߨ科目ɼظޙ։ߨ科目ɼ集தٛߨ科目ɼ௨։ߨ科目をొ録します。またɼĀ ݄にظޙ։ߨ科目のมొߋ録ظ間が

あります。ొ録ظ間ऴྃޙにɼ学務シスςϜから「履修ొ録֬認௨知書」をダウンϩードしɼొ録݁果を֬認することができます。ొ録݁果

֬認については「履修ొ録ガイド」及び掲示等で֬認してください。

（3）履修科目を決める際の注意事項
１）科目の種類
① 必 修 科 目ʜʜその学෦・学科で必ず修得しなければならない科目をいいます。
② બ  必 修 科 目ʜʜ指定された科目のうちから一定の୯位を必修とする科目をいいます。
③ બ  科 目ʜʜ指定された科目のうちから自由にબんで履修できる科目をいいます。
④ 自 由 科 目ʜʜ所ଐする学෦の教育課ఔ以外としてऔり扱われている科目で୯位を修得してもଔ業に必要な୯位に充できな

い科目をいいます。
その他ɼ教育職員໔許ঢ়をऔ得するための科目も։ઃされています。

ç２）履修ొ録ې止事߲
① 重 ෳ ొ 録ʜʜ同一༵・時限においてはɼ１ 科目しかొ録できません。
② 修 得 ࡁ 科 目ʜʜલ度までに୯位を修得した科目はొ録できません。
③ 上ڃ次։ߨ科目ʜʜ上ڃ次։ߨの科目はొ録できません。
④ そ の 他ʜʜ同一度内でલظに履修ొ録しະ修得であった科目をظޙに履修ొ録することはできません

（許可されている科目をআく）。
ç３）履修ొ録の੍限

　学ごとに定められた୯位の੍限を超えてొ録することはできません。

　ただしɼલ度の(1"が ３.５ 以上の場合ɼ定められた୯位に加えて間 ４୯位多くొ録することができます。

　（履修୯位੍限は「学෦事߲」のϖージを参照してください。）

ç４）履修ௐ科目

　履修者の人ௐを要する科目（গ人で実ࢪされるθミφールɼ情報ॲ理科目ɼޠ学のίミュχέーシϣン科目等）はɼ履修ر望者のத

からநબで受ߨ許可者をܾ定しɼ履修ొ録が認められます。対象となる科目ɼ申込ظ間はɼຖの「履修ొ録ガイド」及び掲示൘等で֬認し

てください。

（4）履修登録の手順
　「履修ొ録ガイド」を参照してください。またɼΦϦΤンςーシϣン等でৄしく説明します。
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（5）副専攻制度
　෭専੍߈度とは自分の専分以外にɼ別の分を学びࢹを͛るためにɼ他学෦他学科の専教育科目を修得するものです。特定の科

目܈から所定の要件をຬたすと「෭専߈」として認定されɼ෭専߈修ྃ証書がަされます。

　ただしɼ�෭専߈ごとにɼ修ྃに必要な୯位等ɼ条件がҟなりますのでɼر�望する場合は所ଐ学෦の૭ޱで相談してください。

　෭専߈一ཡ（ྩ þ ４݄ １ݱ在）
෭専߈ 履修対象者 科目։ߨ学෦

Ӧ学ܦ 外ޠࠃ学෦生 Ӧ学෦ܦ
学 理学෦生 理学෦
電気電ࢠ学
学能ػྉࡐ
応用化学
学ցػ
ަ௨ػց学
メカトϩχクス学
社会基盤デβイン学
環境学
ங学ݐ
観ޫ学 全学෦生（আく、ࢢ情報学෦生） ࢢ情報学෦
データαイΤンス・"*（"） ๏学෦生、ܦӦ学෦生、ࡁܦ学෦生、人間学෦生、外ޠࠃ学෦生 ࢢ情報学෦
データαイΤンス・"*（#） 理学෦生、学෦生、ༀ学෦生 情報学෦

5  試験
　履修したत業科目についてはݧࢼが行われます。ݧࢼの方๏はɼ多くが筆記ݧࢼですがɼϨϙートݧࢼɼޱड़ݧࢼɼ実技ݧࢼɼノート・Ϩϙー
トఏग़などによって行われる場合もあります。
　なおɼ他学෦履修している科目のݧࢼについてはɼ։ߨ学෦の੍ݧࢼ度が適用されます。事લにɼ他学෦の੍ݧࢼ度を֬認するようにして
ください。

（1）定期試験
　௨常 ２ ճɼલظɼظޙのٛߨのऴྃޙに実ࢪするݧࢼです。
　定ݧࢼظ以外にत業時間内でݧࢼを実ࢪすることがありɼこれらの݁ݧࢼ果も成ධՁにצҊされる場合があります。

（2）追試験
　ප気ɼ就職ݧࢼ等やむを得ない理由でɼ定ݧࢼظが受ݧできなかった場合に限り受ݧ許可を得て受ݧできるݧࢼです。
　ݧࢼྉ：１科目につき ５00 ԁ
　ただしɼインフルΤンβ等の「学ߍ感છ」に感છしɼ定ݧࢼظが受ݧできない場合に限りɼݧࢼྉは不要です。
　ݧࢼの受ݧ許可事由

事由 必要証明書
Ҿس ̏等以内の݂族またはҽ族 会のྱঢ়等その事実を明らかにするもの

ප気・けが පӃ発行のஅ書・ೖӃ証明書
（があることࡌ間の記ظཆྍ・ྍ࣏）

害ࡂ ጶࡂ証明書
関の不௨・Ԇணػ௨ަڞެ ֘ަ௨ػ関発行のԆ証明書等
ަ௨事ނ ௨学時のΈ 自動ं安全ӡసセンター発行の事ނ証明書
就職ݧࢼ 就職ݧࢼ受ݧが証明できるもの
ެܽ ެ認・課外活動団体の対外ࢼ合 （ঝ認を受けているもの）ئܽެ

学ߍ感છ インフルΤンβ、
৽型ίϩφウイルス感છ等

පӃ発行のஅ書・ೖӃ証明書
（があることࡌ間の記ظཆྍ・ྍ࣏）

その他 他学෦履修科目の重ෳ等
ఱനキャンパスは学務センターʲ学෦૭ޱ ɼrീ事
キャンパス・φΰϠドーϜલキャンパスは֤事務ࣨɼ
教職センターʲ教職・学ܳ員ʳで相談

（3）再試験
　定ݧࢼظの݁果が不合格の者に行うݧࢼです。
学ߨ度はɼ学෦によりҟなりますのでɼ֤学෦事߲を֬認してください。特に他学෦履修している場合はɼ։੍ݧࢼの有ແなどのࢪ実ݧࢼ　
෦の੍ݧࢼ度も֬認してください。
ྉ：１科目につきݧࢼ࠶　 １ó000 ԁ

（4）追試験・再試験受験申込手続
　申し込Έをしていない場合は受ݧできませんのでɼ必ず申し込Έظ間内に手続きをしてください。
　なおɼ学෦によっては受ݧ申込書ߪೖલにɼ申込書ఏग़先で受ࢿݧ格を֬認する必要があります。ご意ください。
１）ఏग़書類
　　・受ݧ申込書
　　・必要証明書（ݧࢼの場合のΈ）
ç２）受ݧ申込書のೖ手方๏
ྉが必要な場合ݧࢼ・　　
　　　学内証明書発行ػより申込書をߪೖ
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（感છに感છした場合のΈߍ学）ྉが不要な場合ݧࢼ・　　
　　　౷合ϙータルαイトにてҊ内を֬認してください。

３）ఏग़先
　　ఱനキャンパスは学務センターʲ学෦૭ޱ ɼrീ事キャンパス・φΰϠドーϜલキャンパスは֤事務ࣨɼ教職センターʲ教職・学ܳ員ʳ

（5）受験の資格
１）次の֤事߲のいずれかに֘する者はɼ受ݧできません。
　①・ݧࢼ࠶に必要な手続きをしなかった者
　②学අのະೲೖ者
時間のݧࢼɼਖ਼な理由なくޙ࢝։ݧࢼ③　 ２0 分を超えてࠁした者
ç２）次の֤事߲のいずれかに֘する者はɼ受ݧできないことがあります。
　①त業科目担者が受ݧを認めない者
　　	a
　त業科目のग़੮がɼत業の ２/３ にຬたない者
　　	C
　Ϩϙート・課題などをఏग़していない者
監督者の指示に従わない者ݧࢼ②　
において不ਖ਼行為をした者ݧࢼ③　

（6）欠格制度
　ܽ格੍度とはɼत業科目のग़੮がɼत業の ２/３ にຬたない者やϨϙート・課題などをఏग़していない者に対してɼत業科目担者
がݧࢼ受ࢿݧ格を認めないことがある੍度です。
　この場合はɼݧࢼを受けたとしてもɼධՁはݧࢼ成一ཡ表にʠܽ格ʡと記ࡌされます。またɼݧࢼおよびݧࢼ࠶についても受ݧできま
せん。したがってɼそのत業科目の୯位は修得できません。
　ܽ格とならないようにɼٛߨには意ཉ的に参加しɼ課題などはఏग़するようにしてください。

（7）受験上の注意事項 ˞下記の事߲は学෦によりҟなる場合があるためɼৄࡉは֤学෦に問い合わせてください。
１）学生証（またはԾ受ݧථ）のࣸ真が見えるようにɼ常時ص上にஔくこと。
２）・ݧࢼ࠶を受ݧする者はɼ・ݧࢼ࠶受ݧථを学生証（またはԾ受ݧථ）とともにɼص上にஔくこと。
３）受ݧする者はɼԣは一人分あけɼॎはલにそΖってண੮すること。
。上൪߸等により੮が指定されている場合はɼ自分の指定された場所にண੮することص（４
５）筆記用۩（下ෑ使用は不可）および持ち込Έが許可されたノートɼ書੶類等以外はɼすべてかばん等にೲめること。
ý）筆記用۩ɼノートɼ書੶類一切のିआはې止のこと。
þ）ݧࢼ場ではɼܞଳ電話等の電ݯを切りɼかばん等にೲめること。
。上および持ち込Έが許可されたへの書き込Έはফしておくことص（８
Ā）Ҋ用ࢴはɼ学෦・学科・次（セメスター）・クラス・学੶൪߸・ࢯ名をϖンまたはϘールϖンで記ೖのうえɼすべてݧࢼ監督者にఏ
ग़すること。

ޙ࢝։ݧࢼ（１0 ３0 分以内はୀ場することはできない。
ऴྃલݧࢼ（１１ ５ 分以߱はୀ場することはできない。
。監督者の指示に従うことݧࢼ場内においてはɼݧࢼ（１２
１３）不ਖ਼行為をした場合はɼそのظの全科目（集தٛߨを含む）の୯位をແޮとするなどのॲ分となります。ৄࡉは「試験における不正行
為に関する内規」を参照してください。

１４）暴෩特別警報または暴෩警報ɼࡂ害およびަ௨ػ関のストライキなどにうݧࢼのऔり扱いはɼ１ ʵ ２４ ʙ １ ʵ ２５ ϖージを参照してく
ださい。

試験における不正行為に関する内規（抜粋）
（झࢫ）

ୈ １ 条　この内規はɼ教務規ఔୈ １３ 条ୈ ２ ߲に基ͮきɼݧࢼにおける不ਖ਼行為のऔ扱いに関して必要な事߲を定めるものとする。
（不ਖ਼行為）

ୈ ２ 条　不ਖ਼行為とはɼ次に掲͛る行為をいう。
（ １ ）他人の学生証又はԾ受ݧථを用いて受ݧさせɼ又は受ݧすること。
（ ２ 。することݧさせɼ又は受ݧ名をِって受ࢯ（
（ ３ ）いわΏるカンχンάϖーパー等を所持又は使用すること。
（ ４ ）あらかじめص又は持ち込Έを許可された（筆記用۩ɼ学生証ɼࣙ書等）に書き込Έをすること。
（ ５ ）持ち込Έを許可していないを所持しɼ又は見ること。
（ ý ）Ҋをަしたりɼ他の受ݧ者のҊを見たりɼ又は自分のҊを他の受ݧ者に見せたりすること。
（ þ ）Ҋの内容を他の受ݧ者にฉいたりɼ又は自分のҊの内容を他の受ݧ者に話したりすること。
（ ８ ）持ち込Έを許可されたを他の受ݧ者に見せたりɼ又はିआすること。
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（ Ā 。を使用することثػଳ電話等௨信ܞ時間தに持ち込Έを許可されていないݧࢼ（
（１0）不ਖ਼行為を行う者を教ࠦ又は΄う助すること。
（１１）その他不ਖ਼の事実が歴વとした行為を行うこと。
（不ਖ਼行為と認定されることがある行為）

ୈ ３ 条　次に掲͛る行為はɼ不ਖ਼行為と認定されることがある。

（ １ 。ଳ電話等をかばん等にしまわずɼ身にけていたり手に持っていることܞ時間தにɼݧࢼ（

（ ２ 。のਐ行に影響を与えることݧࢼ等の音（ண信ɼアラーϜɼৼ動音等）を໐らすなどɼܭଳ電話や時ܞ時間தにɼݧࢼ（

（ ３ 。者の迷となる行為をすることݧ場において他の受ݧࢼ（

（ ４ ）その他ݧࢼのެ平性を損なうおそれのある行為をすること。

（不ਖ਼行為者のऔ扱い等）

ୈ ４ 条　不ਖ਼行為を行った者に対してはɼそのظに受ߨした全科目（௨科目及び集தٛߨ科目を含む。）の୯位をແޮとする。ただしɼ

学෦等が指定する科目はআく。

②　不ਖ਼行為はɼ学生ռ規ఔୈ̎条ୈ̐߸に֘する行為としてɼռ手続を։࢝するものとする。

③　他学෦履修等のݧࢼで不ਖ਼行為を行った者はɼ所ଐ学෦でऔり扱う。

（8）仮受験票
Ծ受ݧථはɼݧࢼに学生証を持参しなかった者に発行されます。
①ަのئいग़
・Ծ受ݧථのަを必要とする者はɼ本人がɼఱനキャンパスは学務センターʲ教務 ɼrീ事キャンパス・φΰϠドーϜલキャンパス
は֤事務ࣨにئいग़てください。
②ަ許可
・ަ許可はɼ度内に ２ ճを限度とします。
・Ծ受ݧථの有ޮظ間はɼަされたのに限ります。
③ฦؐ
・Ծ受ݧථのަを受けた学生はɼの受ݧऴྃޙɼやかにఱനキャンパスは学務センターʲ教務 ɼrീ事キャンパス・φΰϠドーϜલキャ
ンパスは֤事務ࣨへฦؐしてください。

・Ծ受ݧථを同தにฦؐしない場合はɼ֘ݧࢼ科目をແޮにすることがあります。
・Ծ受ݧථをฦؐしない場合はɼ以ޙのަを行いません。
˞Ծ受ݧථを不ਖ਼に使用した場合はɼ不ਖ਼行為とΈなします。

（9）試験時間
。時間は次のとおりですݧࢼ

（10）成績の評価
１）त業科目の成はɼシラバスのධՁ基準・方๏に基ͮいた૯合ධՁによりࢉग़されたɼ１00 ຬのධՁです。

２）૯合ධՁの݁果ɼ合格と定された科目についてはɼ所定の୯位を修得したことになります。

３）すでに修得した科目の୯位のऔりফしはできません。したがってɼ一度合格の定を受けた科目を࠶度履修ొ録することや࠶度ݧࢼを

受けることはできません。

ç４）त業科目担者が定ݧࢼظ受ݧを認めない場合ɼܽ格というධՁが記ࡌされます。

（11）成績発表
１）成発表方๏

学務シスςϜから「ݧࢼ成一ཡ表」をダウンϩードすることにより݁ݧࢼ果を֬認することができます。発表については学務シス

ςϜおよび掲示でお知らせします。

ç２）成࣭ٙ

成についての࣭ٙ申はɼظ間を定めて行います。ظ間外の࣭ٙは受けけいたしませんのでɼ必ず掲示などに意してظ間தに申

ʲ定ݧࢼظʳ
時間（Ā0ݧࢼ 分以内）

１ 時 限 Ā:１0�ʙ�１0:４0
２ 時 限 １0:５0�ʙ�１２:２0
３ 時 限 １３:１0�ʙ�１４:４0
４ 時 限 １４:５0�ʙ�１ý:２0
５ 時 限 １ý:３0�ʙ�１８:00
ý 時 限 １８:１0�ʙ�１Ā:４0
þ 時 限 １Ā:５0�ʙ�２１:２0

๏学෦ɼܦӦ学෦ɼ
学෦ɼ学෦ɼ理ࡁܦ
学෦ɼࢢ情報学෦ɼ
人間学෦ɼ外ޠࠃ学෦ɼ
情報学෦ɼ
教職・学ܳ員課ఔ

ʲ・ݧࢼ࠶ʳ
時間（ý0ݧࢼ 分）

１ 時 限 Ā:00�ʙ�１0:00
２ 時 限 １0:１５�ʙ�１１:１５
３ 時 限 １１:３0�ʙ�１２:３0
４ 時 限 １３:２0�ʙ�１４:２0
５ 時 限 １４:３５�ʙ�１５:３５
ý 時 限 １５:５0�ʙ�１ý:５0
þ 時 限 １þ:0５�ʙ�１８:0５
８ 時 限 １８:２0�ʙ�１Ā:２0
Ā 時 限 １Ā:３５�ʙ�２0:３５

ༀ学෦ʲ定ݧࢼظʗ・ݧࢼ࠶ʳ
時間（ý0ݧࢼ 分）

１ 時 限 Ā:00�ʙ�１0:00
２ 時 限 １0:１５�ʙ�１１:１５
３ 時 限 １１:３0�ʙ�１２:３0
４ 時 限 １３:２0�ʙ�１４:２0
５ 時 限 １４:３５�ʙ�１５:３５
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しग़てください。

（12）学業成績
ï１）成ධՁ基準について

２0２４ 度以߱にೖ学した学生に適用
評　　価 基　　　準 点　　数
4 त業目ඪのਫ準を十分にୡ成できɼ際立っている １00 ʙ Ā0
" त業目ඪのਫ準を十分にୡ成できている ８Ā ʙ ８0
# त業目ඪのਫ準を֓Ͷୡ成できている þĀ ʙ þ0
$ त業目ඪの࠷限のਫ準をୡ成できている ýĀ ʙ ý0
' त業目ඪの࠷限のਫ準をୡ成できていない ５Ā ʙ 0

２0２３ 度以લにೖ学した学生に適用
評　　価 基　　　準 点　　数

"
त業目ඪのਫ準を十分にୡ成でき、際立っている。 １00 ʙ Ā0
त業目ඪのਫ準を十分にୡ成できている。 ８Ā ʙ ８0

# त業目ඪのਫ準を֓Ͷୡ成できている。 þĀ ʙ þ0
$ त業目ඪの࠷限のਫ準をୡ成できている。 ýĀ ʙ ý0
' त業目ඪの࠷限のਫ準をୡ成できていない。 ５Ā ʙ 0

ï２）ݧࢼ成一ཡ表の表記について

点　　　数 一覧表表記

˞ 。Ϩϙートのະఏग़者もここに含まれますظ１
˞ 時Ϩϙート・課題などをఏग़していない者もここにٛߨ�２
含まれます。

合　　格
１00 ʙ ý0  ૉ（１00 ʙ ý0 ）
認　定 ̣

不 合 格
５Ā 以下 ૉ（５Ā ʙ 0 ）
੮ܽݧࢼ ˞ １ ܽ　੮

ग़੮不 ˞ ２ ܽ　格

ï３）成証明書の記ࡌについて

成証明書にはɼ合格したत業科目のΈがධՁ（̨ʙ̘・̣）とともに記ࡌされます。
２0２４ 度以߱にೖ学した学生に適用

点　　　数 評　 価

合　　格

１00 ʙ Ā0  ̨
ç８Ā ʙ ８0  "
� þĀ ʙ þ0  #
� ýĀ ʙ ý0  $
認　定 /

２0２３ 度以લにೖ学した学生に適用
点　　　数 評　 価

合　　格

１00 ʙ ８0  "
çþĀ ʙ þ0  #
çýĀ ʙ ý0  $
認　定 /

（13）GPA制度
(1"（(raEe 1oint "WeraHe）とはɼ履修ొ録科目の成ධՁ基準を化した (1（(raEe 1oint）を科目の૯୯位で割った
ものです。
下記の ï１）(1ࢉ方๏ɼ　ï２）(1"ࢉग़ࣜによります。
(1"が学෦で定める基準にୡしていない場合はɼ履修指導等を行います。
またɼ(1" がஶしくい場合はɼୀ学勧ࠂを行うことがあります。
なおɼ不合格科目を࠶履修し୯位を修得した場合でもɼ不合格となった過ڈの成も (1�0 として௨ࢉ (1" にࢉೖされます。

ï１）(1ࢉ方๏

１00 ʙ Ā５ ʹ ４.３ɼĀ４ ʙ Ā0 ʹ ４.0ɼ８Ā ʙ ８þ ʹ ３.þɼ８ý ʙ ８３ ʹ ３.３ɼ８２ ʙ ８0 ʹ ３.0ɼþĀ ʙ þþ ʹ ２.þɼ
þý ʙ þ３ ʹ ２.３ɼþ２ ʙ þ0 ʹ ２.0ɼýĀ ʙ ýþ ʹ １.þɼýý ʙ ý３ ʹ １.３ɼý２ ʙ ý0 ʹ １.0ɼ５Ā 以下・ܽ੮・ܽ格ʹ 0

ï２）(1"ࢉग़ࣜ

(1"ʹ
（科目の୯位ʷその科目の(1）の合ܭ

履修ొ録科目の૯୯位 ˞１

˞ １　認定科目ɼ自由科目および教職センターで։ߨされる教職課ఔ科目・学ܳ員課ఔ科目等は含Έません。
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6  暴風特別警報または暴風警報・災害時の授業及び試験
　ఱനキャンパス・ീ事キャンパスおよびφΰϠドーϜલキャンパスにおいては名ݹࢢにɼෟଐ場においてはय़Ҫࢢまたは名ݹࢢに

暴෩特別警報または暴෩警報が発ྩされた場合やその他のࡂ害時の場合のत業およびݧࢼはɼそれͧれ次のようにऔり扱います。

（1）暴風特別警報または暴風警報の場合
➳　त業の場合

7 : 00 8 : 00 9 : 00 10 : 00 11 : 00 12 : 00 13 : 00 14 : 00 15 : 00 16 : 00 17 : 00 18 : 00 19 : 00 20 : 00 21 : 00

午前7時前に解除
1時限目（9：10～）から講義を実施

午前7時以降午前 10 時前に解除
3時限目 (13：10～) から講義を実施

午前 10 時以降午後3時前に解除
6時限目 (18：10～) から講義を実施

午後3時以降に解除
全時限休講

暴風特別警報または
暴風警報発令時間帯
講義を実施する時限
休講する時限

લޕ˞ þ 時以߱に発ྩした場合はɼちにߨٳ

の場合ݧࢼ　➴

7 : 00 8 : 00 9 : 00 10 : 00 11 : 00 12 : 00 13 : 00 14 : 00 15 : 00 16 : 00 17 : 00 18 : 00 19 : 00 20 : 00 21 : 00

午前7時現在発令中
午後6時以前実施の試験は延期
午後3時前に解除されれば，午後6時以降実施の試験は実施

午前7時以降午後3時前に発令
直ちに中止
午後6時以前実施の残りの試験は延期
午後3時前に解除されれば，午後6時以降実施の試験は実施

午後3時現在発令中
午後6時以前実施の試験は延期
午後6時以前実施の残りの試験は延期

午後3時以降に発令
直ちに中止
残りの試験は延期

午前7時以降午後3時前に解除
午後6時以前実施の試験は延期
午後6時以降実施の試験は実施

暴風特別警報または
暴風警報発令時間帯

試験を延期する時間帯

試験を実施する時間帯

試験を実施する可能性
のある時間帯
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（2）災害の場合
োがあるとஅした場合はɼその度ɼࢧにݧࢼの緊急事態が発生しɼत業および（Ҭఀ電およびམཕ地ɼ෩ਫ害ɼઇ害ɼ）害等ࡂ　

学務シスςϜや本学ウェϒαイトにて掲ࡌしますのでɼこれに従ってください。

7  「南海トラフ地震臨時情報」が発表された場合
　֤自でɼ自分の໋は自分でकることを意識しɼ安全な場所に避してください。

（1）「南海トラフ地震臨時情報（調査中）」，「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）」，「南海トラフ
地震臨時情報（巨大地震注意）」のいずれかが発表された場合の対応

１）त業をߨٳとしɼݧࢼをத止します。

２）大学内にいる場合はやかにؼしてください。௨学్தの場合はɼొߍをத止しɼ自にいる場合はػしてください。

３）ަ௨ػ関の不௨等でؼがࠔな場合はɼ大学でػしɼ大学からの情報に基ͮき行動してください。

（2）「南海トラフ地震臨時情報（調査終了）」が発表された場合の対応
１）「ೆւトラフ地ྟ時情報（ௐࠪऴྃ）」が発ྩされたことを֬認してɼ在த及び௨学్தの場合はɼ安全を֬認してからొߍするよ

うにしてください。

２）本学ࢪઃ内にいる場合はɼ大学からの情報に基ͮき行動してください。

8  交通機関がストライキを実施している場合の授業及び試験
　ަ௨ػ関のストライキとはɼ௨学ݍ内のަ௨ػ関が全໘ӡٳɼまたはこれに近いঢ়態であることをいいます。この場合のत業およびݧࢼはɼ

それͧれ次のようにऔり扱います。

（1）授業の場合
　̧̟౦ւ（౦ւಓઢ・தԝઢ・関ઢ）・近మ・名మ・名ݹࢢのަ௨ػ関（ࢢバス・地下మ）のうちɼいずれかがストライキを実ࢪして

いる場合のत業は次のようにऔり扱います。

解　除　時　刻 授業開始時限

લޕ þ 時લにղআ １ 時限目から実ࢪ

લޕ þ 時以ޕޙલ １0 時લにղআ ３ 時限目から実ࢪ

લޕ １0 時以ޙޕޙ ２ 時લにղআ ý 時限目から実ࢪ

ޙޕ ２ 時以ޙにղআ 全� 時� 限� �ٳ ߨ

（2）試験の場合
　̧̟౦ւ（౦ւಓઢ・தԝઢ・関ઢ）・近మ・名మ・名ݹࢢのަ௨ػ関（ࢢバス・地下మ）のうちɼいずれかがストライキを実ࢪして

いる場合のݧࢼは次のようにऔり扱います。

解 除 時 刻 試験取扱措置

લޕ ý 時લにղআ ༧定どおり実ࢪ

લޕ ý 時以ޙޕޙ ２ 時લにղআ ޙޕ ý 時以લ実ࢪのݧࢼをԆظ

ޙޕ ２ 時以ޙにղআ ޙޕ ý 時以ޙ実ࢪのݧࢼをԆظ
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ᶚɽڭ৬՝ఔɾֶܳһ՝ఔ
1  教職課程【学部】
（1）本学で取得できる免許状の種類
（2）大学で教員免許状を取得するためには
（3）教職課程の登録について

2  学芸員課程【学部】
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৬՝ఔɾֶܳһ՝ఔᶚڭ

1 教職課程【学部】
　教育職員໔許ঢ়औ得ر望者はɼ教育職員໔許๏に従いɼ教職センター及び֤学෦で։ߨする「教職に関する科目」・「教科に関する科目」・「教
科又は教職に関する科目」・「本ݑࠃ๏」「体育」「外ޠࠃίミュχέーシϣン」「理ɼデータ活用及び人知能に関する科目又は情報ثػ
のૢ作」等を履修しɼ所定の୯位を修得した場合ɼ次の໔許ঢ়がऔ得できます。

（1）本学で取得できる免許状の種類

学　部 学　科
校 種と免 許 教 科※

中 学 校 教 諭
一 種 免 許 状

高等学校教諭
一 種 免 許 状

๏ 学 ෦ ๏ 学 科 社 会 地 理 歴 ࢙
ެ ຽ

ܦ Ӧ 学 ෦
ܦ Ӧ 学 科

ʵ  業
ࠃ 際 ܦ Ӧ 学 科

ܦ ࡁ 学 ෦
ܦ ࡁ 学 科

社 会
地 理 歴 ࢙
ެ ຽ
 業࢈ 業 社 会 学 科

理  学 ෦

 学 科  学  学
情 報

電 気 電 ࢠ  学 科

理 科 理 科
 業

ࡐ ྉ ػ 能  学 科
応 用 化 学 科
ػ ց  学 科
ަ ௨ ػ ց  学 科
メ カ ト ϩ χ ク ス  学 科 ʵ  業環 境    学 科
社会基盤デβイン学科 理 科 理 科

 業ݐ ங 学 科

 学 ෦
生  ࢿ ݯ 学 科

理 科 理 科
 業応 用 生  化 学 科

生  環 境 科 学 科

ࢢ情報学෦  ࢢ 情 報 学 科 ʵ ެ ຽ
情 報

人 間 学 ෦ 人 間 学 科 社 会
ӳ ޠ

地 理 歴 ࢙
ެ ຽ
ӳ ޠ

外 ࠃ ޠ 学 ෦ ࠃ 際 ӳ ޠ 学 科 ӳ ޠ ӳ ޠ

情 報  学 ෦ 情 報  学 科 ʵ 情 報
 業

˞໔許ঢ়のਖ਼ࣜ名শは「த学ߍ教་一種໔許ঢ়（教科名）」ɼ「ߴ等学ߍ教་一種໔許ঢ়（教科名）」です。
ྫ：த学ߍ教་一種໔許ঢ়（社会）ɼߴ等学ߍ教་一種໔許ঢ়（地理歴࢙）

（2）大学で教員免許状を取得するためには
1）教育職員免許法の定めについて
　教育職員໔許ঢ়をऔ得するために必要な基準ɼ要件等はɼ「教育職員໔許๏」ɼ「教育職員໔許๏ࢪ行規ଇ」等にɼ໔許ঢ়の種類ごとに定め
られています。
望する教員໔許ঢ়をऔ得するためにはɼこれらの๏に定められているɼ基準ɼ要件ɼ修得が必要な科目及び୯位等を充する必要ر　
があります。
2）教員免許状を取得するための要件について
①基ૅࢿ格及びऔ得が必要な୯位について：教育職員໔許๏ୈ ５条

ୈ １ཝ ໔許ঢ়の種類
த学ߍ教་ 教་ߍ等学ߴ

専修໔許ঢ় 一種໔許ঢ় 専修໔許ঢ় 一種໔許ঢ়

ୈ ２ཝ 基ૅࢿ格 修࢜の学位 学࢜の学位 修࢜の学位 学࢜の学位

ୈ ３ཝ 大学において修得することが必要とする୯位 ８３ ５Ā ８３ ５Ā
˞専修໔許ঢ়に係るୈ ４ཝに定める୯位のうち一種໔許ঢ়に係る同ཝに定める科目の୯位を差しҾいた୯位について
はɼ大学Ӄの課ఔにおいて修得するものとする。�

教職課程及び学芸員課程の詳細内容は，5 教職課程事項 ・ 学芸員課程事項 に掲載してあります。
ここでは概要の説明をします。
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②　大学でऔ得が必要な୯位について：教育職員໔許๏ࢪ行規ଇୈ ４条及びୈ ５条

ୈ １ཝ 教科及び教職
に関する科目 ֤科目に含めることが必要な事߲

த学ߍ教་（ୈ４条） 教་（ୈ５条）ߍ等学ߴ
専　修
໔許ঢ়

一　種
໔許ঢ়

専　修
໔許ঢ়

一　種
໔許ঢ়

ୈ ２ཝ
教科及び教科
の指導๏に関
する科目

教科に関する専的事߲
２８ ２８ ２４ ２４

֤教科の指導๏�（情報௨信技術の活用を含む。）� ８ ８ ４ ４

ୈ ３ ཝ
教育の基ૅ的
理ղに関する
科目

教育の理念並びに教育に関する歴࢙及び思

１0 １0 １0 １0

教職の意ٛ及び教員の役割・職務内容�（νーϜ学ߍӡӦへの対応を含む。）�
教育に関する社会的、�੍度的又はܦӦ的事߲ 	学ߍと地Ҭとの連ܞ及び学ߍ
安全への対応を含む。）�
༮ࣇ�、ࣇಐ及び生ెの心身の発ୡ及び学習の過ఔ

特別のࢧԉを必要とする༮ࣇ�、ࣇಐ及び生ెに対する理ղ

教育課ఔの意ٛ及びฤ成の方๏�（カϦキュラϜ・Ϛωジメントを含む。）�

ୈ ４ ཝ

ಓಙ、�૯合的
な学習の時間
等の指導๏及
び生ె指導、�
教育相談等に
関する科目

ಓಙの理及び指導๏

１0 １0 ８ ８

૯合的な学習の時間の指導๏˞

特別活動の指導๏

教育の方๏及び技術�

情報௨信技術を活用した教育の理及び方๏

生ె指導の理及び方๏

ਐ࿏指導及びキャϦア教育の理及び方๏

教育相談�（カウンセϦンάに関する基ૅ的な知識を含む。）�の理及び方๏

ୈ ５ཝ 教育実ફに
関する科目

教育実習 ５ ５ ３ ３

教職実ફԋ習 ２ ２ ２ ２

ୈ ý ཝ 大学がಠ自に
ઃ定する科目 ２８ ４ ３ý １２

๏ྩ上の必要୯位 ８３ ５Ā ８３ ５Ā
。教་一種໔許ঢ়に対応する事߲はɼ「૯合的な୳究の時間の指導๏」ですߍ等学ߴ教་専修໔許ঢ়及びߍ等学ߴ˞　

③　大学でऔ得が必要な୯位�「教育職員໔許๏ࢪ行規ଇୈ ýý 条の ýに定める科目」�について

④　その他必要な要件「հޢ等の体ݧ」について
　「খ学ߍ及びத学ߍの教་のී௨໔許ঢ়त与に係る教育職員໔許๏の特ྫ等に関する๏ࢪ行規ଇ（ʹ特ྫ๏）」の定めによりɼத学ߍ
教་໔許ঢ়औ得༧定者はɼ๏ྩで定めるࢪઃにおける þ間のհޢ等体ݧが必要とされています。
はɼhࡉৄ　 ４ɽհޢ等体ݧʱに記ࡌされています。
ᶇ　「ߴ等学ߍ教་一種໔許ঢ়（業）」のΈを対象としたऔ得方๏「特ྫ方๏」について
行規ଇୈࢪのී௨໔許ঢ়のत与を受ける場合ɼ「教育職員໔許๏（業）教་ߍ等学ߴ　 ５条උ考ୈ ý」の定めによりɼ「教育職員໔許๏ୈ
５条」の規定にかかわらずɼ同の୯位修得をもってɼこれにସえることができます。
教育職員໔許๏ࢪ行規ଇୈ ５条උ考ୈ ý
業のී௨໔許ঢ়のत与を受ける場合はɼ分の間ɼ֤教科の指導๏に関する科目及び教་の教育の基ૅ的理ղに関する科目等（専修　
໔許ঢ়に係る୯位についてはɼ໔許๏別表ୈ １උ考ୈ þ߸の規定を適用したޙの୯位）の全෦又は一෦の୯位はɼ֘໔許ঢ়に係る
教科に関する専的事߲に関する科目について修得することができる。�

औ得する໔許ঢ়の種類　
　科目۠分

科目名শ

த学ߍ教་ 教་ߍ等学ߴ
専　修
໔許ঢ়

一　種
໔許ঢ়

専　修
໔許ঢ়

一　種
໔許ঢ়

教育職員໔許๏ࢪ行規ଇ
ୈ ýý 条の ýに定める科目۠分

本ݑࠃ๏ ２ ２ ２ ２

体育 ２ ２ ２ ２

外ޠࠃίミュχέーシϣン ２ ２ ２ ２

理、データ活用及び人知能に関する科目又は情報ثػのૢ作 ２ ２ ２ ２
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教科及び教職に関する
科目 ֤科目に含めることが必要な事߲

「教育職員໔許๏ࢪ行規ଇୈ ５条උ考ୈ ý」
によりऔ得する方๏

त業科目 特ྫ方๏ １
（一ׅ申）

特ྫ方๏ ２
（個人申）

教科及び教科の指導๏
に関する科目

教科に関する専的事߲ ֤学科で։ઃする科目ˑ

「理学֓」
「職業指導」
「業科教育๏」
「業科指導๏」
「教育ݪ」
「教職ೖ」
「教育心理学」
「教育課ఔ」
「教育方๏・技術
（情報௨信技
術の活用含む）」
「生ె・ਐ࿏指
導」を含めて
��୯位以上
修得する

「理学֓」
「職業指導」を
含めて��୯位
以上修得する

֤教科の指導๏（情報௨信技術の活用を含む。）
業科教育๏
業科指導๏

教育の基ૅ的理ղに関
する科目

教育の理念並びに教育に関する歴࢙及び思 教育ݪ
教職の意ٛ及び教員の役割・職務内容�（νーϜ学ߍӡӦへ
の対応を含む。）� 教職ೖ

教育に関する社会的、�੍度的又はܦӦ的事߲ 	学ߍと地Ҭ
との連ܞ及び学ߍ安全への対応を含む。）� 教育行

༮ࣇ�、ࣇಐ及び生ెの心身の発ୡ及び学習の過ఔ 教育心理学
特別のࢧԉを必要とする༮ࣇ�、ࣇಐ及び生ెに対する理ղ 特別ࢧԉ教育
教育課ఔの意ٛ及びฤ成の方๏�（カϦキュラϜ・Ϛωジメ
ントを含む。）� 教育課ఔ

ಓಙ、�૯合的な学習の
時間等の指導๏及び生
ె指導、�教育相談等に

関する科目

૯合的な୳究の時間の指導๏ 特別活動と૯合的な学習
の時間の指導๏特別活動の指導๏

教育の方๏及び技術 教育方๏・技術
（情報௨信技術の活用含む）情報௨信技術を活用した教育の理及び方๏

生ె指導の理及び方๏
生ె・ਐ࿏指導

ਐ࿏指導及びキャϦア教育の理及び方๏
教育相談�（カウンセϦンάに関する基ૅ的な知識を含む。）�
の理及び方๏ 学ߍ教育相談

教育実ફに関する科目
教育実習 教育実習ᶘ

教育実習指導
教職実ફԋ習 教職実ફԋ習

大学がಠ自にઃ定する
科目

˞ˑはɼ�֤学科で։ߨされている�「教科に関する専的事߲」�で必修科目の「理学֓」「職業指導」を修得する必要があります。
˞લϖージ③に示す「教育職員໔許๏ࢪ行規ଇୈ ýý 条の ýに定める科目」の必要୯位は修得する必要があります。
˞ʲ特ྫ方๏ ２ʳにより教員໔許ঢ়をऔ得する場合ɼ�教育ҕ員会への໔許ঢ়त与の申手続きは�h 個人申 �ɦが必要です。�

（3）教職課程の登録について
教職課ఔに関する履修方๏およびそのొ録手続き等のৄࡉはɼ教職課ఔΦϦΤンςーシϣンにて説明します。
　˞教職課ఔの৽規ొ録時に履修අをೲೖしなければなりません。
教職履修費：55,600 円
　なおɼその他に教育実習・հޢ等体ݧ等のඅ用が必要になる場合があります。

2 学芸員課程【学部】
　学ܳ員とはɼതؗ（動২Ԃ・ਫ族ؗ・科学ؗ・ඒ術ؗ・ࢿྉؗ等を含む）においてɼࢿྉのऩ集・管理ɼௐࠪ研究ɼల示ɼී及教育な
どの専的事߲を担するためにɼതؗにஔくことがٛ務けられている専職のࢿ格です。
　本学においてɼ学ܳ員ࢿ格をऔ得できる学෦・学科はɼ次のとおりです。

学　　部 学　　科
๏ 学 ෦ ๏学科
ܦ Ӧ 学 ෦ Ӧ学科ܦ際ࠃӦ学科ɼܦ
ܦ ࡁ 学 ෦ 業社会学科࢈学科ɼࡁܦ

理  学 ෦
学科ɼ電気電ࢠ学科ɼࡐྉػ能学科ɼ応用化学科ɼػց学科ɼ
ަ௨ػց学科ɼメカトϩχクス学科ɼ
社会基盤デβイン学科ɼ環境学科ɼݐங学科

 学 ෦ 生ݯࢿ学科ɼ応用生化学科ɼ生環境科学科
 ࢢ 情 報 学 ෦ ࢢ情報学科
人 間 学 ෦ 人間学科
外 ࠃ ޠ 学 ෦ 学科ޠ際ӳࠃ
情 報  学 ෦ 情報学科

　この学ܳ員ࢿ格を得るためにはɼതؗ๏に基ͮきɼ学ܳ員課ఔで։ߨする「തؗに関する科目（必修科目）」を履修しɼ必要な୯位を修
得しなければなりません。
　学ܳ員課ఔに関する履修方๏およびそのొ録手続き等のৄࡉはɼ学ܳ員課ఔのΦϦΤンςーシϣンにて説明します。
　˞学ܳ員課ఔの৽規ొ録時に履修අをೲೖしなければなりません。　
学芸員履修費：30,000 円
　なおɼその他にതؗ実習අが必要になる場合があります。
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ᶛɽՊཤमੜɾڀݚੜɾ୯Ґޓཤमੜ
1  制度の種類
2  各種制度の概要
（1）科目等履修生について
（2）研究生について
（3）単位互換履修生について

※在学中は単位互換履修生以外の制度を利用することができません。
卒業後または大学院進学時の参考としてください。
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Պཤमੜɾڀݚੜɾ୯Ґޓཤमੜᶛ
1 制度の種類

ï１）科目等履修生ʜਖ਼規の学生以外として特定のत業科目について履修することができる੍度です。
ï２）研　　究　　生ʜ研究生とはɼ学෦や研究科で指導教員のもとɼ特定の専事߲について研究に従事する੍度です。

研究生の੍度で本学より学位や୯位が与えられることはありません。
ï３）୯位互履修生ʜ名城大学に在੶しながらѪ知ݝ内のࢲ・ެ・ࠃ立の他大学で։ߨされるत業を受けることができる੍度です。この੍

度はɼѪ知学࠙話会によるӡӦに基ͮいて行われɼ本学においては ２ 生以上の在学者が申込Έできます。ただしɼ
履修にはさま͟まな条件がありɼまたɼ履修することで本学でのत業やਐڃ・ଔ業に影響がग़るڪれがあります。受
。して申し込む必要があります౼ݕ望する場合はɼ慎重にرをߨ

2 各種制度の概要
（1）科目等履修生について
ʻग़ئのࢿ格ʼ
１）学෦։ߨ科目については特にࢿ格の੍限はありません。
　２）研究科։ߨ科目については修業限 ４ 以上の大学をଔ業した者ɼまたは本学大学Ӄにおいてそれと同等以上の学力があると認められた

者に限ります。
　３）教育職員໔許๏に基ͮく教育職員໔許ঢ়のऔ得を目的とする者または学ܳ員課ఔその他ࠃ家ݧࢼ等のࢿ格औ得を目的とする者はɼそのた

めに必要な基ૅࢿ格をඋえたɼ本学ଔ業生のΈとします。
４）外ࠃ੶の方がग़ئする場合はɼ在ཹࢿ格をऔ得・ҡ持できる方とします。

ʻग़ئ上の意事߲などʼ
１）科目等履修生がɼ１ 間（度内）に履修できる୯位はɼ学෦は ３0 ୯位以内ɼ研究科は １２ ୯位以内です。
　２）科目等履修生の履修ظ間はɼೖ学を許可されたからその度のまでとします。
　３）科目等履修生にはɼ身分証をަします。
４）科目等履修生にはɼ本人の求めによりɼ履修ظ間ऴྃޙに「୯位修得証明書」等（有ྉ）の発行が可能です。
　５）科目等履修生にはɼ学割ɼ௨学証明書は適用されません。
ý）科目等履修生はɼग़ޙئɼ定員等の関係でɼ受੍ߨ限および受ೖれができないत業科目がग़ることがあります。またɼਖ਼規生の履修者
等によってはɼ։ߨしない場合もありますのでɼごྃঝください。

（2）研究生について
ʻग़ئのࢿ格ʼ
　専事߲について研究をر望する者でɼ次のいずれかに֘する者に限ります。
　➳�修業限 ４ 以上の大学をଔ業した者（大学Ӄ研究生においては修業限 ２ 以上の大学Ӄを修ྃした者）。
　➴�本学においてɼ修業限 ４ 以上の大学をଔ業した者（大学Ӄ研究生においては修業限 ２ 以上の大学Ӄを修ྃした者）と同等の学力

があると認められた者。

ʻग़ئ上の意事߲などʼ
　➳�研究生についてはɼ本学にࢧোがない場合に限りɼ受ೖれを許可することになっておりますがɼग़ئલにあらかじめ指導をر望する教員

のঝを得ておく必要があります。
なおɼग़ئલに༧උ৹ࠪを行う場合がありますのでɼఱനキャンパスは学務センターʲ教務 ɼrീ事キャンパス・φΰϠドーϜલキャン
パスは֤事務ࣨで֬認してください。

　➴�研究生の研究ظ間はɼݪଇとして １ です。ただしɼظޙೖ学者についてはɼظޙのظ間（Ā݄ １４ ʙ ３݄ ３１ ）のΈも可能です。なおɼ
Ҿき続き研究の必要がある場合に限りɼߋに １ 以内を限度として研究ظ間をԆすることができます。

　➵�研究生にはɼ身分証をަします。
　➶�研究生はɼ研究ظ間のऴྃに際してɼ｢研究報ࠂ書｣ のఏग़がٛ務けられています。
　➷�研究生はɼ｢研究内容証明書｣ 等（有ྉ）を求めることができます。
　➸�研究生にはɼ学割ɼ௨学証明書は適用されません。
　➹�その他ɼৄしくはఱനキャンパスは学務センターʲ教務 ɼrീ事キャンパス・φΰϠドーϜલキャンパスは֤事務ࣨで相談してください。

（3）単位互換履修生について
ʻग़ئのࢿ格ʼ
　本学がڠ定するѪ知ݝ内のࢲ・ެ・ࠃ立の他大学の在学生に限ります。

ʻೖ学ݕ定ྉ・履修ྉʼ
　୯位互履修生のೖ学ݕ定ྉ・履修ྉはऩしません。ただしɼ教ࡐඅ等実අが必要となります。
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ᶜɽֶγεςϜɼ
のऔΓѻ͍ɼ֤छ੍ɼϚφʔࣄ

 1  学務システム
 2  事務内容（学生関係の主要事務）
（1）学務センター・薬学部事務室・ナゴヤドーム前キャンパス事務室
（2）保健センター・学生相談室
（3）障がい学生支援センター
（4）キャリアセンター
（5）国際化推進センター
（6）附属図書館
（7）グローバルプラザ
（8）ラーニングコモンズ

 3  学生への連絡など
（1）掲示（掲示板，学生ポータル，学務システム）
（2）メール
（3）電話，郵便物

4  各種証明書の発行等について
（1）各種証明書の交付要領
（2）学生証再発行
（3）卒業後の各種証明書発行について
（4）通学証明書（通学定期券）
（5）学校学生生徒旅客運賃割引証（学割証）
（6）学生団体旅行証明書

5  奨学金制度
（1）名城大学　学内奨学生
（2）日本学生支援機構（JASSO）給付奨学金，貸与奨学金
（3）高等教育の修学支援新制度における授業料等減免制度
（4）都道府県・市町村・民間奨学団体奨学生

6  定期健康診断の実施について
 7  学生教育研究災害傷害保険・医療費補助
（1）学生教育研究災害傷害保険
（2）医療費補助

 8  学内で守るべきマナーについて
（1）キャンパス内で守ること
（2）授業に際して教室で守ること

9  自動車通学の全面禁止について
10 自転車通学（ナゴヤドーム前キャンパス）について
11 バイクや自転車の自己管理について
12 貴重品の盗難防止について
13 ソーシャル・ネットワーキングサービスへの投稿について
14 学内全面禁煙について
15 名城大学の環境保全に関わる取り組みについて
（1）本学の環境対策
（2）名城大学環境方針
（3）取り組み目的・目標および行動
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ֶγεςϜɼࣄのऔΓѻ͍ɼ֤छ੍ɼϚφʔᶜ

(1) 学務システムとは
　名城大学ではɼ学生がよりྑいキャンパスライフを送るためのαϙートとしてɼ༷々な情報をパιίンやܞଳ電話を利用して受信するシス

ςϜを導ೖしています。ػ能や利用方๏などを理ղしɼ有ޮに利用してください。

学務シスςϜ（݄ʙɼþā00 ʙ ２２ā３0）ではɼ次のようなػ能が利用できます。

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

①メッセージ受信一ཡɼメッセージస送ઃ定ɼキャϏωット一ཡ

②教務掲示一ཡɼ.Z時間割

③履修ొ録ɼ1%'ダウンϩード（履修ొ録֬認表ɼݧࢼ成一ཡ表のダウンϩード）

④健߁அ݁果照会

ᶇアンέートճɼ৽規申ɼ申ঢ়گ照会等

ᶈग़੮֬認

ᶉシラバスࡧݕɼ教員からࡧݕɼカϦキュラϜからࡧݕɼキーワードࡧݕ

ᶊスέジュールొ録ɼ名城大学カϨンダー

࠵Ҋ内等ɼ個人の履修ొ録ɼ就職の手Ҿきなどの情報や就職ガイダンスの։ߨิ・ߨٳにおける連絡事߲やٛߨ担者からの次ճٛߨ˞　

　　௨知やݧࢼ時間割表・࠲ݧࢼ੮表発表などの掲示൘がわりのػ能があります。

(2) ログイン方法
。についてはɼ履修ొ録ガイドをご֬認くださいࡉৄ　

1 学務システム
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　大学はɼ学生のօさんが充実した学生生活等を送ることができる環境をえています。このためఱനキャンパスは学務センターɼീ事キャ

ンパス・φΰϠドーϜલキャンパスは֤事務ࣨをઃけɼ常的にࢧえるだけでなくɼキャϦアセンターなど多くの෦ہで学生生活をࢧえるため

に業務を行っています。

各窓口取り扱いに関する共通の注意事項
１ɽ༵ɼࠃຽのॕに関する๏によるٳ（त業が実ࢪされるをআく）ɼおよびೖظࢼ間はɼ૭ޱ事務औ扱いは行いません。
２ɽՆق・ٳ࢝業ظ間தにはɼ一੪ٳ業がありますので掲示に意してください。
３ɽఱനキャンパスは学務センターɼീ事キャンパス・φΰϠドーϜલキャンパスは֤事務ࣨおよびその他の෦ہへの電話による問い
合わせなどにはɼ一切応対しません。ٙٛが生じた場合はɼ自身がग़向いて֬認してください。

４ɽ学生のカウンター内への立ೖりはɼ許可された場合をআきې止していますのでɼ用件はɼ全てカウンター૭ޱを利用してください。

（1）学務センター・薬学部事務室・ナゴヤドーム前キャンパス事務室

開室時間（行事等によりɼมߋになる場合があります。）
キャンパス 建物 階 部署 窓口 曜日 時間

ఱന タワーþ５
３

学務センター
֤学෦・研究科 ݄ʙۚ ８:５0ʙ１þ:２0

教務 ݄ʙۚ ８:５0ʙ１þ:２0
証明書 ݄ʙۚ ８:５0ʙ１８:３0 ˞１

教職センター 教職・学ܳ員 ݄ʙۚ ８:５0ʙ１８:３0 ˞２

４ 学務センター
学生活動・生活ࢧԉ ݄ʙۚ ８:５0ʙ１８:３0 ˞２
૯合学術研究科 ݄ʙۚ ８:５0ʙ１þ:２0

ീ事 ৽ １ ߸ؗ １ ༀ学෦・研究科事務ࣨ ݄ʙۚ ８:５0ʙ１þ:２0

φΰϠドーϜલ ؗ １ 事務ࣨ ֤学෦・研究科 ݄ʙۚ ８:５0ʙ１þ:２0
学生ࢧԉ・キャンパスॸ務

˞１�時ظによってมߋする場合があります。
˞２�त業ɼ定ظݧࢼظ間以外は８:５0ʙ１þ:２0のऔ扱いになります。

2 事務内容 ( 学生関係の主要事務 )
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　ओな業務内容は次の௨りです。ఱനキャンパスでは学務センター（タワーþ５・３ ֊または ４ ֊）ɼീ事キャンパスでは事務ࣨで行います。
なお̡ 　ʳ内は学務センターの֤૭ޱを示します。

《 配 置 図（天 白）》

タワー 75・4 階
ʲ学生活動ʳ
①課外活動ɼ課外活動団体に関すること
②課外活動団体のԉ助に関すること
③スϙーπ用۩等のିग़しなどに関すること
④学生相談に関すること
ᶇ学生のर得ɼҨࣦに関すること
ᶈ学生の事ނɼࡂ害対ࡦ及び連絡に関すること
ᶉ学生のേに関すること
ᶊ学生のิ導に関すること
ᶋ学生教育研究ࡂ害傷害保険に関すること

ʲ生活ࢧԉʳ
①௨学証明に関すること
②学ۚに関すること
③ް生ࢪઃの利用に関すること
④学生のアルバイト・アパートなどのհに関すること

ʲڧ化クラϒʳ
①特別ڧ化・ڧ化・準ڧ化クラϒに関すること

ʲ૯務ʳ
等の管理及び学外ॾ団体へのିग़しに関することࣨٛߨ①
のࣨٛߨ② "7 に関することثػ

タワー 75・3 階
ʲ֤学෦ʳ
成に関すること・ݧࢼ①
②୯位認定・ਐڃ定・ଔ業定に関すること
③履修相談・ొ録に関すること
④त業（ߨิ・ߨٳ）に関すること
ᶇଔ業文に関すること
ᶈ学੶ҟ動（ٳ学・෮学・ୀ学・࠶ೖ学等）に関すること
ᶉ学අのԆೲ手続きに関すること
ᶊ学生ศཡに関すること
ᶋシラバスに関すること
ᶌ教ࡐҹに関すること
ᶍ教育課ఔ（カϦキュラϜ）に関すること
ᶎ時間割に関すること

ʲ֤研究科 （r૯合学術研究科のΈ ４ ֊）
①֤研究科に関すること

ʲ教職・学ܳ員ʳ
①教員໔許ঢ়औ得にかかる教職課ఔに関すること
②学ܳ員ࢿ格औ得にかかる学ܳ員課ఔに関すること
③教職課ఔ・学ܳ員課ఔの履修・ݧࢼ・୯位等に関すること

ʲ教務ʳ
①身分（ೖ学・ଔ業）に関すること
②学生証・身分証に関すること
③ॅ所・ࢯ名・本੶・保証人等に関すること
④Ծ受ݧථ発行に関すること
ᶇ科目等履修生・研究生に関すること

ʲ証明書ʳ
①証明書・学割証に関すること
② 50&*$� *1 ςストに関すること

3階配置図

○A 入口 ○B 入口 入口
入口○C 入口

4階配置図
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　φΰϠドーϜલキャンパス事務ࣨのओな業務内容は次の௨りです。なおɼ̡ 　ʳ内は֤૭ޱを示します。

窓口配置図

入口

カ
ウ
ン
タ
ー

学生支援・
キャンパス庶務 窓口

都市情報学部
都市情報学研究科 事務窓口

証明書
自動発行機

人間学部
人間学研究科 事務窓口

外国語学部 事務窓口

キャリアセンター
就職・進路支援窓口

社会連携センター

《 配 置 図（ナゴヤドーム前）》

ʲ社会連ܞセンターʳ
社会連ܞセンターは地Ҭのօ༷ɼ࢈業քのօ༷と大学とをつなぐ૭ޱです。気ܰにご相談・お問い合わせください。

ʲ学生ࢧԉʳ
①課外活動・課外活動団体に関すること
②体育ࢪઃに関すること
③֤種証明書・学割証に関すること
④学生のर得・Ҩࣦに関すること
ᶇ学生の事ࡂ・ނ害対ࡦ及び保険に関すること
ᶈ学内のインターωット *$5 環境（ίンϐュータ教ࣨ等）及び
αーϏスに関すること

ᶉ学生のേに関すること
ᶊ学ۚに関すること
ᶋ学生のアルバイトなどのհに関すること

ʲキャンパスॸ務ʳ
ઃିग़しに関することࢪ①
ઃӡ用管理に関することࢪ②
③その他ॸ務・ব外に関すること

ʲキャϦアセンターʳ
①就職・ਐ࿏に関すること
②インターンシップに関すること
③Τクスςンシϣン࠲ߨに関すること
④ .-$"1 に関すること

西館・1 階
ʲ֤学෦ʳ
成に関すること・ݧࢼ①
②୯位認定・ਐڃ定・ଔ業定に関すること
③履修相談・ొ録に関すること
④त業（ߨิ・ߨٳ）・時間割に関すること
ᶇଔ業文に関すること
ᶈ学੶ҟ動（ٳ学・෮学・ୀ学・࠶ೖ学等）に関すること
ᶉ学අのԆೲ手続きに関すること
ᶊ学生ศཡに関すること
ᶋシラバスに関すること
ᶌ教ࡐҹに関すること
ᶍ教育課ఔに関すること
ᶎ時間割に関すること
ᶏॅ所・ࢯ名・本੶・保証人等に関すること
ᶐ学生証・身分証に関すること
ᶑ科目等履修生・研究生に関すること

ʲ֤研究科ʳ
①֤研究科に関すること
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（2）保健センター・学生相談室
1）保健センター
保健センター（ఱനキャンパス）・保健ࣨ（ീ事キャンパス・φΰϠドーϜલキャンパス）はɼօさんが健全な学生生活を送るためのࢧԉをし

ています。

開室時間（行事等によりɼมߋとなる場合があります。）

場所 曜日 時間

ఱന 本෦౩
１֊

保健センター
݄ʙۚ ８:５0ʙ２１:00


８:５0ʙ１þ:２0
ീ事 ৽１߸ؗ 保健ࣨ

݄ʙۚ
φΰϠドーϜલ ౦ؗ 保健ࣨ ８:５0ʙ１８:00

①定ظ健߁அ　
毎年4月頃，全学生を対象に実施しています。自分の健߁ঢ়態を知るためにɼຖ必ず受しɼஅ݁果を֬認してください。

　ҟ常が認められた場合にはࠪݕ࠶を行いɼߍҩによる適切な指導・助言が受けられます。
　　˞定ظ健߁அは学ߍ保健安全๏でٛ務ͮけられています。
②健߁அ証明書の発行

ଔ業次生でɼ定ظ健߁அ受者はɼ４݄下०より証明書を自動発行ػでɼ発行することができます（有ྉ）。ただしɼ大学での定期健
康診断を毎年受診していない場合は，証明書の発行ができない場合があります。
③応急ॲஔ
　　体ௐを่したりɼέガなどしたときはɼࢣޢが対応します。気分が悪い時は保健センター・保健ࣨでٳཆできます。
ҩߍ④
。相談をແྉで行っています（༧約੍）߁ҩによる察・健ߍ　　

場所 曜日 時間
ఱന 本෦౩

１֊
保健センター ະ定 ि１ճ

ീ事 ৽１߸ؗ 保健ࣨ Ր １４:00ʙ１ý:00
φΰϠドーϜલ ౦ؗ 保健ࣨ ۚ １0:00ʙ１２:00

ᶇ健߁相談・ここΖの相談
　健߁上の心配事についてɼߍҩやࢣޢが相談にのります。その他ࠔっていることや悩んでいることを専の精神科ҩやカウンセラーに
相談をすることができます。（精神科ҩの察はఱന保健センターのΈです。時は問い合わせてください。༧約੍）

2）学生相談室
学生時にはɼ人間関係ɼক来のਐ࿏や目的ɼ自分の性格のことなどɼ学生生活における༷々な問題について悩んだり迷ったりすることが

あると思います。そんな時はɼ一人で悩まないでɼ気ܰに学生相談ࣨを利用してください。
　学生相談ࣨではɼカウンセラーがあなたの気持ちを大切にしɼ快適な学生生活が送れるようにお手いします。またɼ必要であれば学内で
精神科ҩによる相談が受けられます。
　学生相談はɼ༧約੍になっています。֤キャンパス保健センター・保健ࣨの૭ޱで༧約の手続きをしてください。

3）フレンドリーサロン
フϨンドϦーαϩンはɼϦラックスしたいときɼ一人で੩かに過ごしたいときの場所として։ઃされています。
　利用をごر望の方はɼ学生相談ࣨカウンセラーにおਘͶください。
　なおɼݱ在ɼフϨンドϦーαϩンが։ࣨされているのはɼドーϜલキャンパスのΈです。

（3）障がい学生支援センター
োがい学生ࢧԉセンターではɼো害者差別ղফ๏に基ͮいたαϙートを行っています。すべての人にɼ平等な学修ػ会と学修内容が保োされる

ためにはɼそれを͛る社会的োนをऔりআくこと（合理的配慮）が必要になることがあります。修学上でࠔっていることがありましたらɼお気
ܰにご相談ください。

開室時間
場所 曜日 時間

ఱന １２߸ؗ ２֊ োがい学生ࢧԉセンター ݄ʙۚ
（ॕをআく） Ā:00ʙ１þ:00（１１:２0ʙ１２:２0をআȕ）
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（4）キャリアセンター
1）就職支援グループ
就職ࢧԉάループではɼ１・２生からক来のਐ࿏を考えɼ目的意識をもってɼ充実した大学生活を過ごせるようɼਐ࿏ࢧԉを行っていま

す。３生からは就職ࢧԉ行事を実ࢪしɼօさんの就職やਐ࿏に関する相談・指導を行っています。ࢿྉίーφーにはɼਐ࿏や就職関連の֤種

書੶が常ઃしてありますのでɼ自由にӾཡできます。

　またɼインターωットで֤ا業等の情報がऩ集できるようにパιίンをઃஔしていますのでɼ活用してください。

開室時間（ॾ事情によりɼมߋとなる場合があります。）

場所 曜日 時間
ఱന タワーþ５ ４֊ キャϦアセンター

݄ʙۚ ８:５0ʙ１þ:２0
（相談受は１þ:00まで）

ീ事 ৽１߸ؗ
１֊

ༀ学෦事務ࣨ

φΰϠドーϜલ ؗ キャϦアセンター
（就職・ਐ࿏ࢧԉ૭ޱ）

①進路支援講座（１ŋ２生対象）
　自ݾ理ղをਂめɼ社会全体をいࢹで立体的にଊえることが就職活動には必要です。キャϦアセンターでは１ŋ２次から「キャϦアガイダ

ンス」をத心に自身のキャϦアを考えるػ会ɼキャϦアを切りく൚用的スキル向上のػ会などを多ఏڙしています。またɼૣظ化する就

職活動にඋえɼ２次には「プϨ就職ガイダンス」を実ࢪしɼ࠷৽の就職環境やબ考トϨンドなどを知ることを௨じてɼ自立的なキャϦアબ

をαϙートしています。

②インターンシップ
インターンシップとはɼ在学தにا業・ެ的ػ関等で実際の就業（事）を体ݧする੍度です。これはଔ業ޙのਐ࿏をܾ定するにあたりɼ

自分の適性を見極める有ޮな手ஈのひとつです。学෦・学科によっては２ճ（Նق・य़ق）ɼインターンシップ科目を։ߨしɼ୯位認定も

行っています。ৄࡉはシラバスで֬認してください。

③就職支援行事（３生・大学Ӄ修࢜（ത࢜લظ）課ఔ１生対象） ２0２４度実ࢪ行事ൈਮ

行　　事　　名 内　　　容
就職ガイダンス 就職活動の心得やਐめ方について۩体的に説明

就職ݧࢼ対࠲ߨࡦ
筆記ݧࢼ対࠲ߨࡦ
履歴書の௨信ఴ（自受ݧ）ɼ履歴書・ΤントϦーシートの書き方࠲ߨ

໘対࠲ߨࡦ 実ફ的な໘対ࡦ（8&#໘・録画໘のϙイントɼ体ݧάループ໘）
業ք研究セミφー 業քの表ا業からɼその業քの事内容を知る
6*+ターンガイダンス 6*+ターン就職のཹ意などについての説明ɼ情報ऩ集の方๏ɼ֤ݝ担者による情報ఏڙ
োがい学生キャϦアガイダンス োがい者ޏ用のݱঢ়や࠾用等に関する説明。ੵ極࠾用ا業をհ。
その他の࠲ߨ ϏジωスϚφー࠲ߨɼا業研究࠲ߨɼ外ࠃ人ཹ学生就職ガイダンス及びࢧԉίース　他

˞ॾ事情により行事をมߋ・த止する場合があります。
˞本学ウェϒαイト「就職・ࢿ格」においてৄࡉをӾཡできます。

④エアライン就職サポート【M-CAPʳ$"/(4/パイϩット/උ࢜/૯合職（１生ʙ４生）・大学Ӄ生対象
　全学෦・全研究科対象のʲ.-$"1ʳはΤアライン業քへνャϨンジしたい人のための就職αϙートです。学෦１生ʙ大学Ӄ生までいつから

でもαϙートがうけられます。２0２0３݄以߱のଔ業生はɼ"/"ɼ+"-ɼカタールۭߤなどのۭߤ会社で$"ɼ(4ɼඋ࢜として多活༂。ۭߤ

大学ߍへのਐ࿏ܾ定者も輩ग़しɼ２0２２度からは৽しいプϩάラϜ「パイϩットクラϒ」をスタート。ۭߤ会社の自社ཆ成パイϩットを目指すα

ϙートもしています。

　またɼ１ʙ３生対象の「+"-ϗスϐタϦςΟ࠲ߨ」は+"-のݱ役$"をࢣߨにܴえɼ理と実習をまじえて学ͿことでɼΤアラインはもちΖ

んɼϗςルɼ観ޫɼϒライダルなどϗスϐタϦςΟ業քを目指す方にも࠷適な࠲ߨです。この他にもۭߓ職場見学などɼ学や対象に合わせ

た多࠼なプϩάラϜをల։。ਵ時プϩάラϜの։ߨに合わせて説明会・ื集を行います。

ʲ.-$"1ʳ担（φΰϠドーϜલキャンパス）
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2）エクステンショングループ
Τクスςンシϣンάループではɼ本学の学生ࢧԉの一環としてɼެ務員ݧࢼ対࠲ߨࡦ・֤種ࢿ格࠲ߨを։ઃしています。

　大学キャンパス内で֤種࠲ߨを։ߨすることでɼօさんが専学ߍへ௨学する場合の時間とඅ用負担のܰݮを図るとڞにɼ充実したެ務

員・ࢿ格ݧࢼ対ࡦの学習ػ会をఏڙしています。

　˞本学ウェϒαイト「就職・ࢿ格」においてৄࡉをӾཡできます。

開室時間（ॾ事情によりɼมߋとなる場合があります。）

場所 曜日 時間

ఱന タワーþ５ ５֊ キャϦアセンター
（Τクスςンシϣン事務ࣨ）

݄ʙۚ Ā:３0ʙ１８:00

 Ā:00ʙ１þ:３0
（がある༵のΈ࠲ߨ）

φΰϠドーϜલ ؗ １֊ キャϦアセンター
（就職・ਐ࿏ࢧԉ૭ޱ） ݄ʙۚ ８:５0ʙ１þ:２0

˞ീ事キャンパスについてはɼ問い合わせɼ相談の内容によってはɼఱനキャンパスのΤクスςンシϣン事務ࣨへの
　औ次が必要な場合があります。

①開設講座（有料）
してはいかがでߨを։ઃしています。自身のক来ਐ࿏等を౿まえて受࠲ߨまでɼ多種多༷な࠲ߨから就職活動に役立つ࠲ߨ格ࢿ度なߴ

しょうか。

開設講座分野

ެ務員対ࡦ ๏ࢿܥ格 格ࢿܥܭӦ・会ܦ

情報ॲ理ࢿܥ格 格ࢿܥ学ޠ 技術ࢿܥ格

実務ࢿܥ格 その他のࢿ格 就職対ࡦ

。Ҋ内ʱパンフϨットで֬認してください࠲ߨはɼΤクスςンシϣンʰࡉ内容のৄ࠲ߨ

②エクステンション講座関連のガイダンス
ຖ４݄上०（༧定）（４݄以外にも࠲ߨの։ߨに合わせਵ時説明会実ࢪ）

　૯合ガイダンスɼެ務員ガイダンスおよび֤࠲ߨのガイダンスを行います。

　˞ৄしい時ɼ場所は本学ウェϒαイト等でҊ内します。

③受講手続方法
本学ウェϒαイト「就職・ࢿ格」ˠ「.eijoキャϦアφϏ」からొ録しɼ申込書をఏग़してください。ৄࡉはΤクスςンシϣン࠲ߨʰࢿ格・

ެ務員࠲ߨҊ内ʱパンフϨットで֬認してください。

④公務員受験相談コーナー（無料）
ఱന：不定ظでɼ専学ߍ担者による個別相談（要事લ༧約）を実ࢪ。電話༧約可（0５２ô８３８ô２0４１）。

　˞ৄしい時ɼ場所は.eijoキャϦアφϏでҊ内します。

（5）国際化推進センター

開室時間（行事等によりɼมߋとなる場合があります。）

場所 曜日 時間
ఱന タワーþ５ １３֊ 際化ਪਐセンターࠃ ݄ʙۚ ８:５0ʙ１þ:２0

˞φΰϠドーϜલキャンパスɼീ事キャンパスについては֤学෦事務ࣨにて対応もしくはࠃ際化ਪਐセンター
　へのऔ次が可能な場合がありますのでɼ相談してください。

　大学のࠃ際化に対応するためɼ外ࠃの教育・研究ػ関などと相互理ղとަྲྀを図りɼ本学の教育・研究活動の向上にࢿすることを目的とし

てઃஔされています。
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1）外国の教育・研究機関との学術交流協定等
　２0２４５݄ݱ在ɼ約１00のւ外の大学・研究ػ関とڠ定をక݁しています。

2）海外協定校等における留学研修
際ަྲྀ8&#4*5&及びཹ学ガイドにて֬認しࠃはɼࡉৄ。していますࢪ際化ਪਐセンターではɼ下記のւ外ཹ学・研修プϩάラϜ等を実ࠃ　

てください。

　8&#4*5&：https://www.meijo-u.ac.jp/international/

　ཹ学ガイド：https://www.meijo-u.ac.jp/stuEent@sta⒎/pEf/international@HuiEe.pEf

①交換留学
定大学へ間またはڠɼなどのࠃ学はɼ名城大学に在学しながらアメϦカɼΦーストラϦアɼノルウェーɼドイπɼؖཹަ １間

ཹ学できる੍度です（˞）。

　派遣ަཹ学生を対象とした学੍ۚ度がありɼ࠾用されるとアジアݍ ４ສԁɼアジアݍ以外 ýສԁの学ۚがڅࢧされます。

　˞学෦・学科によりɼカϦキュラϜの合上ɼަཹ学に参加することがしい場合があります。

②海外英語研修
　Ն８݄）ظʙ Ā݄）・य़２݄）ظʙ ３݄）のٳظՋにɼւ外のڠ定ߍ又は名城大学が認定する学ߍにおいて行うɼ２ि間ʙ ５ि間ఔ度のޠ学

研修プϩάラϜです。

　本プϩάラϜを対象とした学੍ۚ度がありɼ࠾用されると࠷大 ２0 ສԁの学ۚがڅࢧされます。

③海外ボランティア・インターンシップ
　ւ外においてɼि間ఔ度ɼϘランςΟアやインターンシップ等実ફ的な活動を行うプϩάラϜです。

˞内容は༧定でありɼมߋとなる場合があります。

3）海外留学の相談・情報提供
　ւ外ཹ学をر望する学生の相談に応じたりɼ情報ఏڙを行います。

4）外国人留学生の受入れおよび相談
　外ࠃ人ཹ学生ೖ学ݧࢼのग़ࢿئ格֬認ɼϏβߋ৽等の申औ次ɼガイダンスɼ学ۚɼཹ学生ྈのӡӦ管理などཹ学生の学生生活をࢧԉし

ます。

5）外国人留学生の諸行事の実施
　フΟールドトϦップや本文化研修等を։࠵します。

6）スチューデントアシスタント制度の運営
　スνューデントアシスタント（4"）はɼ一ൠ学生が名城大学に在੶する外ࠃ人ཹ学生の学業や学生生活などのࢧԉを行うことを目的として

発した団体です。本ޠ学習ࢧԉやɼ本文化体ݧを࢝めとするࠃ際ަྲྀイϕントのا画・ӡӦを௨じてɼ互いのަ友のྠを͛ながらɼ

ཹ学生が安心して充実した学生生活を送れるようαϙートします。4"として活動するためにはొ録が必要となります。ื集説明会はय़とळの

２ճ行います。ࠃ際化ਪਐセンターの掲示൘を֬認してください。

（6）附属図書館

開館時間
場所 曜日 時間

ఱന

ീ事

φΰϠドーϜલ

本ؗ

ༀ学෦分ؗ

φΰϠドーϜલ
キャンパス図書ؗ

݄ʙۚ・त業のあるॕ Ā:00ʙ２１:00

・त業のあるॕ Ā:00ʙ１８:00

˞Նق及びౙٳق業ظ間ɼظݧࢼ間ɼ行事等によりɼ։ؗや։ؗ時間がมߋとなる場合があります。
　事લに本学ウェϒαイトやؗ内掲示等でお知らせします。
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（7）グローバルプラザ

　άϩーバルプラβはɼʠいつでもӳޠに৮れられる環境ʡをඋすることを目的に։ઃされました。ޠ学学習に活用できる༷々な教ࡐやࢪઃが
උされている΄かɼӳ会話を行ったりɼޠ学学習に関するアドバイスを受けることができます。قઅに応じたイϕントや50&*$やプϨθン
ςーシϣンなど༷々なςーϚのワークシϣップも։࠵されɼ自由に参加することができます。άϩーバルプラβの利用はແྉです。

άϩーバルプラβウェϒαイト：https://www.meijo-u.ac.jp/HloCalpla[a/

開室時間
場所 曜日 時間

ఱന ֊౩地下１ٛߨ௨ڞ
݄ʙۚ・त業のあるॕ １0:00ʙ１８:00

φΰϠドーϜલ ؗ２֊

■グローバルプラザの機能と施設
　ιーシャルΤϦア　　　　　：ιフΝでϦラックスしながらӳޠを使ってίミュχέーシϣン力をߴめるΤϦアです
　アドバイジンά　　　　　　：アドバイβーがޠ学学習に関する課題に対してアドバイスやαϙートを行います�
　ϚルνパーパスルーϜ　　　：άループで利用できる多目的ࣨです。プϩジェクト学習やプϨθンςーシϣンの࿅習に࠷適です
　スϐーキンάϒース　　　　：発音࿅習やϦスχンάの࿅習に活用できるɼ１ʙ２名用の個ࣨです�
　　Τンターςインメントϒース：άϩーバルプラβでିग़しているө画やインターωット動画を見ながらָしく学習できるϒースです�
　多ಡ図書のିग़し　　　　　：１人５までआりることができます（ିग़しظ間は２ि間）
　　˞Φンラインを活用したӳ会話等֤種プϩάラϜもఏڙしています。

（8）ラーニングコモンズ

　ఱനキャンパスとφΰϠドーϜલキャンパスにはラーχンάίモンζがあります。ラーχンάίモンζはɼ自的な学習をࢧԉしɼ知識の
をଅすۭ間です。友人と会話しながら学習したりɼϗワイトϘードや電ࠇࢠ൘を自由に利用することができます。

■天白キャンパス・ラーニングコモンズ
　ఱനキャンパスのラーχンάίモンζはɼάϩーバルプラβのதにઃஔされていますがɼ本ޠで利用可能です。άϩーバルプラβウェ
ϒαイトからΦンライン༧約ができます（༧約にۭきがある場合は利用も可能です）。�

開室時間
場所 曜日 時間

ఱന ֊౩地下１ٛߨ௨ڞ
άϩーバルプラβ内 ݄ʙۚ・त業のあるॕ １0:00ʙ１８:00

■ナゴヤドーム前キャンパス・ラーニングコモンズ「wake」
　φΰϠドーϜલキャンパスのラーχンάίモンζ「wake」には֤スϖースの利用Ҋ内ɼ情報ثػ類のିग़しɼ༧約受等を行うαϙート
デスクがあります。
　プϨθンςーシϣンスϖースや情報ثػ類の利用申はこの「wake」αϙートデスクで受けけます。申し込Έは利用の１ϲ݄લより
可能です。

サポートデスク在席時間
場所 曜日 時間

φΰϠドーϜલ ؗ２֊「wake」カウンター
݄ʙۚ・त業のあるॕ Ā:00ʙ１Ā:00

（間ظٛߨ）

݄ʙۚ Ā:00ʙ１þ:00
（間外ظٛߨ）

「˞wake」はαϙートデスク在੮時間外でもؗの։ؗ時間内であれば利用できます（ただしɼ情報ثػ類の
　ିग़しや利用はできません）。
˞αϙートデスク在੮時間は行事等によりมߋとなる場合があります。その場合は掲示等でお知らせします。
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(1) 掲示（掲示板，学生ポータル，学務システム）
　大学からの連絡事߲はɼ掲示൘や学生ϙータルɼ学務シスςϜへのメッセージでえられます。

　常に掲示事߲には意をいɼその掲示内容を的֬にѲできるように心がけることが大切です。掲示内容にٙ問がある場合はɼ担෦

まで申しग़てٙ問をղܾしてください。掲示を見མとしたりɼٙ問をղܾしておかなかったことにより不利益を被ることがないようہ

意してください。

　また，一定期間掲示されたものは，学生に周知したものとみなしますので，掲示を見なかったという理由をもって，事後に異議などを申し立

てることはできません。

　掲示の内容にはɼओに次のようなものがあります。

１）学生全員に関する事߲

ઃɼ保健Ӵ生などに関する事߲ࢪ示ɼ௨ୡɼ行事ఔɼࠂ　

２）त業に関する事߲

　त業時間割ɼߨٳɼิߨɼมߋɼ集தٛߨɼࣨٛߨの指示ɼݧࢼ時間割ɼその他त業等に関する事߲

３）その他の連絡事߲

①　一ൠ的連絡事߲

②　学生のݺびग़し事߲

③　֤種学生のื集および௨知事߲

④　就職のあっせんおよびアルバイトのհに関する事߲

(2)メール
　ೖ学時に大学から与するメールアドϨス（学੶൪߸@ccmailH.meijo-u.ac.jp）を用いて連絡する場合があります。履修ొ録ガイドに

自分のスϚートフΥン等へのస送ઃ定について説明をしています。他のメールアドϨスを利用する場合はɼ必ずస送ઃ定を行ってください。

(3) 電話，郵便物
　学内外からの学生個人に対するࢲ用電話のݺびग़しはɼ緊急連絡の場合以外はऔり扱いませんのでɼそのࢫをご家族などに周知しておい

てください。

　˞学生個人のプライバシーに関する事 。についての問い合わせにはɼ一切応じません（名・ॅ所・電話൪߸・生݄・家族構成などࢯ߲）

　課外活動団体に対する༣ศはɼఱന ８ ߸ؗクラϒハウス ４ ֊学生ラウンジにઃஔされた所定の学生団体専用メールϘックスに配・保管（ീ

事キャンパス：学生係または警උ員ࣨɼφΰϠドーϜલキャンパス：事務ࣨ内メールϘックスで保管）しますがɼ学生個人あてのࢲ的༣ศ

についてはऔり扱いません。

3 学生への連絡など
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(1) 各種証明書の交付要領
　証明書にはɼ用్に応じて༷々な種類があります。֤種証明書のަはɼ事લに専用ウェϒαイトにて申することでɼίンϏχΤンスス
トアまたは学内発行ػにて証明書を発行することができます。発行先によって発行可能な証明書がҟなりますのでご意ください。なおɼ本
大学以外の指定༷ࣜでの発行および下記以外の証明書の発行についてはɼఱനキャンパスは学務センター̡ 証明書 ɼrീ事キャンパス・φΰϠドー
Ϝલキャンパスは֤事務ࣨで相談してください。発行方๏についてɼ۩体的な方๏はɼ֤種証明書ϖージ（https://www.meijo-u.ac.jp/

campus/application/certipcate.html）に掲ࡌしています。

　証明書ަޙはɼ理由のԿを問わずɼ証明書発行ྉや手ྉのฦؐはいたしませんので意してください。
1) 和文 ( 日本文 )

種　　　　類 証明書料 交　付　方　法 対象コンビニエンスストア 学内発行機設置場所 発行日数

成（୯位修得）証明書 ２00ԁ

・ίンϏχΤンス
ストア

・学内発行ػ

セϒンʕイϨϒン
フΝミϦーϚート
ϩーιン ・タワーþ５　３֊（ఱന）

౩ೆ３֊（ఱന）ٛߨ௨ڞ・
・ༀ学෦事務ࣨ（ീ事）
・φΰϠドーϜલキャンパス事務ࣨ
（φΰϠドーϜલ）

ʲ証明書ަ૭ޱʳ�
・学務センター証明書૭ޱ（ఱന）
・ༀ学෦事務ࣨ（ീ事）
・φΰϠドーϜલキャンパス事務ࣨ
（φΰϠドーϜલ）

ଈ
˞申ޙɼ発行可
能ظ間はþ間
となります。

ଔ業見込証明書
˞ଔ業次生のΈ発行可能 １00ԁ

在学（在੶）証明書 １00ԁ

健߁அ証明書
˞ଔ業次生のΈ発行可能 ５00ԁ

教育職員໔許ঢ়औ得見込証明書
˞ଔ業次生のΈ発行可能 １00ԁ

学生ཱྀ٬ӡ割Ҿ証
˞度ごと１５ຕまで ແྉ ・学内発行ػ

格औ得見込証明書（学ܳ員）ࢿ
˞ଔ業次生のΈ発行可能 １00ԁ

学内発行ػより申
書ߪೖのうえɼ
૭ޱに申し込んで
ください。

ࡶ証明書
間ೖり在学証明書（ۚ手ظ˞
続に必要なೖ学݄ೖりの
証明書）等

２00ԁ

学力に関する証明書 ２00ԁ ２ि間

2) 英文 ( 外国文 )

種　　　　類 証明書料 交　付　方　法 対象コンビニエンスストア 学内発行機設置場所 発行日数

成（୯位修得）証明書 ５00ԁ

・ίンϏχΤンス
ストア

・学内発行ػ

セϒンʕイϨϒン
フΝミϦーϚート
ϩーιン

・タワーþ５　３֊（ఱന）
౩ೆ３֊（ఱന）ٛߨ௨ڞ・
・ༀ学෦事務ࣨ（ീ事）
・φΰϠドーϜલキャンパス事務ࣨ
（φΰϠドーϜલ）

ʲ証明書ަ૭ޱʳ�
・学務センター証明書૭ޱ（ఱന）
・ༀ学෦事務ࣨ（ീ事）
・φΰϠドーϜલキャンパス事務ࣨ
（φΰϠドーϜલ）

ଈ
˞申ޙɼ発行可
能ظ間はþ間
となります。

ଔ業見込証明書
˞ଔ業次生のΈ発行可能 ３00ԁ

在学（在੶）証明書 ３00ԁ

証明書ࡶ ５00ԁ

学内発行ػより申
書ߪೖのうえɼ
૭ޱに申し込んで
ください。

ʙ
１ि間

3) 注意事項
ï１ð 証明書の発行にはɼ在学生ϩάインαイトにてొ録したメールに送られるҹ༧約൪߸が必要になります。
ï２ð 電話・'"9・& メールでの申込はできません。
（3）上記以外の就職に関する証明書等の発行については，キャリアセンターで相談してください。
ï４ð ίンϏχΤンスストアでの発行にはɼ別్シスςϜ手ྉ １５0 ԁ（ྩ þ  ４ 在）とフルカラーҹݱ݄ ý0 ԁ（ྩ þ  ４ ݄
在）ʗݱ １ ຕも必要。

4 各種証明書の発行等について
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(2) 学生証再発行
　学生証をฆࣦした場合または౪にあった場合はɼちにد࠷りの警察へಧけग़るとともにɼఱനキャンパスは学務センターʲ教務 ɼrീ
事キャンパス・φΰϠドーϜલキャンパスは֤事務ࣨで࠶発行の手続をしてください。
。はɼ理由のԿを問わずɼ手ྉのฦؐはいたしませんので意してください（ޙೖߪ申書）ޙ発行手続き࠶　

種　　　　類 手数料 交　付　方　法 学内発行機設置場所 発行日数

学生証ަ࠶ئ ２ó５00ԁ

・学内発行ػ
ೖのうえɼ૭ߪをئަ࠶˞
。に申し込んでくださいޱ
ཪ໘シールとともにަさ
れます。

・タワーþ５　３֊（ఱന）
౩ೆ３֊（ఱന）ٛߨ௨ڞ・
・ༀ学෦事務 （ࣨീ事）
・φΰϠドーϜલキャンパス事務 （ࣨφΰϠドーϜલ）
ʲ学生証ަ૭ޱʳ
・学務センターᶊ൪教務૭ޱ（ఱന）
・ༀ学෦事務 （ࣨീ事）
・φΰϠドーϜલキャンパス事務 （ࣨφΰϠドーϜલ）

ॕ・（・ٳ ）をআ
きɼ２ʙ４ఔ度

(3) 卒業後の各種証明書発行について
　本学ウェϒαイトで֬認してください。

　本学ウェϒαイトトップϖージˠ学生生活ˠ֤種申・図書ؗ利用ˠ証明書発行（ଔ業生）

(4) 通学証明書 ( 通学定期券 )
　௨学定݊ظはɼॅݱ所（学生証に記ࡌしたॅ所）のد࠷Ӻから大学のد࠷Ӻまでの۠間でɼ࠷もࡁܦ的なίースで௨学する場合に限りߪ

ೖすることができます。アルバイトなど௨学以外の目的ではߪೖできません。

　˞名ݹަࢢ௨ہの地下మ・バスについてはɼ௨学ܦ࿏に限らずر望の۠間・ܦ࿏でߪೖできます。

●通学定期券の購入
　学生証（ཪ໘）の「௨学۠間ཝ」に߱Ӻを記ೖしɼ「定ߪ݊ظೖ

申込書」に必要事߲を記ࡌしɼ֤定݊ظ発ച所で学生証をఏ示しߪ

ೖしてください。なおɼ学生証有ޮظ限内は継続してߪೖすること

ができます。

˞実習等で「定ߪ݊ظೖ申込書」に学ߍ表者の証明が必要な場

合はɼఱനキャンパスは学務センター̡ 生活ࢧԉ ɼrീ事キャン

パス・φΰϠドーϜલキャンパスはɼ֤事務ࣨにご相談ください。

　˞సډなどによってं۠間がมߋとなる場合ɼ௨学定ظ発行߇

ཝに༨നがなくなった場合はɼఱനキャンパスは学務センター̡ 教

務 ɼrീ事キャンパス・φΰϠドーϜલキャンパスは֤事務ࣨに

৽֬認シールをషりかえɼ必要事߲を記ೖしてくߋいग़てɼئ

ださい。

(5) 学校学生生徒旅客運賃割引証 (学割証 )
̧̟֤社および一෦のࢲమ等を利用しɼंધ۠間が片道100㎞を超えてཱྀ行するときはɼཱྀ٬ӡの割Ҿき（2割）を受けることができます。

　この割Ҿ੍度はɼ修学上のࡁܦ的負担をܰݮすることを目的としていますのでɼ本学ではɼ使用できるཱྀ行目的の範囲・申ຕ（１ 人

度ごと１５ ຕ）などの੍限があります。ただしɼਖ਼な理由がありɼ割ຕを超えて発行をر望する場合はɼఱനキャンパスは学務センター

ʲ証明書 ɼrീ事キャンパス・φΰϠドーϜલキャンパスは֤事務ࣨに相談してください。

　学ߍ学生生ెཱྀ٬ӡ割Ҿ証（ແྉ）は在学生ϩάインαイト上で申手続きޙɼ学内発行ػによりަされます。

　学割証の有ޮظ限は３か 。です（ऴ次はଔ業のまで࠷݄）

　なおɼ学割証 １ ຕでԟ෮切ූをߪೖすることができますがɼ次の事߲を֬認の上ɼ使用してください。

・同一ܦ࿏にてԟ෮する場合であること

・Ӧ業キϩによって切ූの有ޮظ限がҟなること

(6) 学生団体旅行証明書
　+3 ֤社を利用しɼθミཱྀ行・合॓・ԕ等でɼ学生 ８ 人以上が教職員にҾされて同じܦ࿏によりཱྀ行するときはɼ次のཱྀ٬ӡ（ं

݊のΈ）の割Ҿきを受けることができます。

　　学生……5 割引　教職員……3 割引
　　『団体（グループ）旅行申込書』（ཱྀ֤行会社ɼ+3 ֤Ӻඋけ）をఱനキャンパスは学務センター̡ 生活ࢧԉ ɼrീ事キャンパス・φΰϠドー

Ϝલキャンパスは֤事務ࣨにఏग़しɼ大学の証明を受けてɼ発ച所でߪೖしてください。

20XX年３月３１日卒業予定

学生証（ཪ໘）
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　学੍ۚ度にはɼ学業成や体育技術が優लな学生に対して人ࡐの育成を目的にするものやɼࡁܦ的理由により修学がࠔな学生に対し

て学අۚࢿの一෦をڅまたはି与することでɼ安心して学生生活が送れるようࢧԉすることを目的とするものがあります。

　それͧれの学ۚには学力や家ܭのࡁܦঢ়گなどのग़ࢿئ格やબ考基準ɼग़ظئ間がありますのでɼ౷合ϙータルαイト掲示等で֬認し

てください。

（1）名城大学　学内奨学生（奨学生規程参照 3 － 10）
　本学の学生に対しɼ学ۚをڅすることで修学意ཉのߴ༲を図ることを目的としています。学生ީิ者にબग़されるものとɼر望者が

自らग़ئできるものとがあります。

。は巻の「学生規ఔ（ൈਮ）」を֬認してくださいࡉৄ　

※なお，今後事情により変更する場合があります。

　➳�学業優ल学生：学業・人ともに優लな学生対象。

　　�種類）学業優लྭ੍度ɼ学業優ल学生

　➴�修学ԉ助学生：修学意ཉがあるにもかかわらずɼࡁܦ的理由によりɼ学業の継続がࠔと認められる学生対象。

　　�種類）修学ԉ助#学生ɼ利څิࢠ学生ɼ大規自વࡂ害ࢧࡁܦԉ学生

　➵�その他特別学生

　�　種類）社会人学生学生ɼࢲඅ外ࠃ人ཹ学生̖学生ɼ派遣ަཹ学学生ɼւ外研修学生ɼւ外ӳޠ研修派遣ࢧԉ（̖・̗）学生ɼ

本学ଔ業等ิ助学生ɼߍ友会学生ɼ大学ਪનによるࠃඅ外ࠃ人ཹ学生学生ɼڧ化クラϒ等学生

（2）日本学生支援機構（JASSO）給付奨学金，貸与奨学金
　ຖ ４݄と Ā݄にื集。優れた学生であってɼࡁܦ的理由により修学がࠔな場合にɼ在学தڅ・ି与されます。ି与学ۚはଔ業ޙに

ฦؐしなければなりません。

　なおɼୡ事߲は基本的に౷合ϙータルαイトで行いますのでɼ必ず֬認してください。

（3）高等教育の修学支援新制度における授業料等減免制度
　修学ࢧԉ৽੍度によるत業ྉ等のݮ໔を受けるためにはɼݪଇとしてɼ上記（２）の本学生ࢧԉػ構（+"440）のڅ学生に࠾用され

る必要があります。

。໔対象ֹをؐしますݮにޙ໔対象となるೖ学ۚ・त業ྉを含めたೖ学手続ۚ全ֹをೲೖいただきɼ所定の手続きݮ˞　

（4）都道府県・市町村・民間奨学団体奨学生
　֤団体から本学にื集があり次ୈ掲示をします。ओに ４ ʙ ５ ݄にื集があります。大学を௨さずにɼื集している場合もあります。

家ܭが急มした場合にはʜ
　家ܭをࢧえている者（生ܭҡ持者）がɼࣦ職（自ݾ合আく）・ഁ࢈・会社の࢈・ප気・ࢮ等又はՐࡂ・෩ਫ害による被ࡂ等により
家ܭが急มした場合に申し込むことができる学ۚがあります。その΄かのग़ࢿئ格ɼબ考基準等がありますのでૣめにご相談ください。

奨学金窓口
場所

ఱന タワーþ５　４֊ 学務センター　生活ࢧԉ

ീ事 事務ࣨ 学生担

φΰϠドーϜલ 事務ࣨ 学生ࢧԉ・キャンパスॸ務

5 奨学金制度

　定ظ健߁அはɼ学ߍ保健安全๏に基ͮきຖ ４ ݄上०に実ࢪしています。健߁அのओな目的はɼ健߁ঢ়態のѲと管理ɼおよび集団

生活におけるછ性࣬ױのૣظ発見と༧などにあります。学生のօさんはɼ １ ճ健߁அを受ける権利とٛ務を有します。࠷近ではɼ

大学生でも多くの生活習慣ප༧උ܉がいるといわれています。健߁な身体で学生生活を送るためにɼ必ずຖ健߁அを受してください。

　時ɼ場所等についてはɼΦϦΤンςーシϣン・ガイダンスならびにウェϒαイトなどの掲ࡌで連絡します。

※受診しなかった場合には，教育実習・介護等体験・病院実習・就職活動・奨学金などに必要な健康診断証明書を発行できません。やむを

得ない理由により健߁அظ間தに受できない場合または受できなかった場合はɼ必ず保健センター（ఱനキャンパス）ɼ保健 （ࣨീ

事・φΰϠドーϜલキャンパス）で相談してください。

6 定期健康診断の実施について
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（1）学生教育研究災害傷害保険
教育研究活動தに被ったࡂ害に対して必要なڅを行うิঈ੍度です。保険ྉは本学が負担しɼ֘保険੍度に全員が加ೖするાஔをߨじ

ています。対象となる事ނの範囲はɼ下記のとおりです。

　ৄしくはɼೖ学時に配したʰ学生教育研究ࡂ害傷害保険のしおりʱで֬認してください。

　˞事ނが発生したらɼ事故発生報告書をఱനキャンパスは学務センターʲ学生活動 ɼrീ事キャンパス・φΰϠドーϜલキャンパスは֤事務
ࣨへやかにఏग़してください。

対象となる事ނの範囲

　学生教育研究ࡂ害傷害保険ී௨保険

　①ਖ਼課த

　②学ߍ行事த

　③キャンパス内にいる間

　④課外活動த

　௨学த等傷害危険担保特約

　①௨学த

　②学ࢪߍઃ等相互間のҠ動த

（2）医療費補助
上記の学生教育研究ࡂ害傷害保険でྍ࣏不等により保険ۚがࢧわれない場合ɼྍ࣏අの一෦を大学が負担します。ҩྍඅิ助ֹۚ

はɼ学務センターʲ学生活動ʳにて֬認してください。

　˞事ނが発生したらɼ事故発生報告書をఱനキャンパスは学務センターʲ学生活動 ɼrീ事キャンパス・φΰϠドーϜલキャンパスは֤事務
ࣨへやかにఏग़してください。

7 学生教育研究災害傷害保険 ･ 医療費補助

われる保険ۚࢧ

担　保　範　囲 死亡保険金 後遺傷害保険金 医療保険金 入院加算金
180日を限度

ਖ਼課தɼ学ߍ行事த １２00ສԁ þ２ສԁʙ１８00ສԁ
実ྍ࣏１以上が対象

３ઍԁʙ３0ສԁ
１につき
４000ԁ

௨学த・学ࢪߍઃ等相互間の
Ҡ動த・学ࢪߍઃ内にいる間 ý00ສԁ ３ýສԁʙĀ00ສԁ

実ྍ࣏４以上が対象
ýઍԁʙ３0ສԁ

１につき
４000ԁ

学ࢪߍઃ内・外を問わず大学
にಧけग़た課外活動を行って
いる間

ý00ສԁ ３ýສԁʙĀ00ສԁ
実ྍ࣏１４以上が対象

３ສԁʙ３0ສԁ
１につき
４000ԁ

趣 旨
　大学生活を快適に過ごすことができɼまたɼ勉学する上で࠷適な環境をҡ持するため全学生に対して࠷限度のकるべき「常識事߲」を定

めています。

自動ं௨学はې止です。ീ事・φΰϠドーϜલキャンパスはバイク（ݪ動ػ自సं含む）௨学もې止です。

　大学周ลの不๏・迷றंに対してはɼ学ଇに基ͮきఀ学ॲ分等厳しく対ॲしますので十分に意してください。

φΰϠドーϜલキャンパスへ自సं௨学をする場合はɼ大学の許可が必要です。

自సं௨学をر望する場合はɼφΰϠドーϜલキャンパス事務ࣨへ必ず申してください。

˞申には安全ӡసߨ習の受ߨと൜ొ録൪߸ɼ自సं損害ഛঈ保険等への加ೖが必要です。申方๏等はɼ事લに֬認してください。

8 学内で守るべきマナーについて

9 自動車通学の全面禁止について

10 自転車通学（ナゴヤドーム前キャンパス）について

（2）授業に際して教室で守ること
１）त業్தのೖୀࣨはݪଇとしてしないこと。

。は慎むことޠࢲ（２

。ଳ電話等の音が໐らないようにすることܞ（３

。（はআくڅ適度なਫ分ิ）ଇɼҿ৯はしないことݪ（４

５）त業ऴྃޙのઅ電（ࣨ内౮ɼྫྷஆスイッνの̛̛̤）にめ

ること。

（1）キャンパス内で守ること
１）ѫࡰをすること。

２）ごΈは分別してɼごΈശにࣺてること。

３）ԣ並びาきや࠲り込Έ等により他人に迷をかけないこと。

４）࿓下は੩かにาくこと。
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・ ఱനキャンパスでバイクや自సंはɼ指定のறྠ場にஔいてください。ീ事キャンパス・φΰϠドーϜલキャンパスはバイク（ݪ動ػ
自సं含む）��　௨学ې止のためɼバイクおよびݪ動ػ自సंの指定றྠ場はありません。
・౪止対ࡦはɼ֤自でをもって管理してください。
・ظ（約 １ϲ݄）にわたり์ஔされているバイク・自సंはɼഇغॲ分をしますので意してください。

　次のことを心がけてください。
　・所持は自分ので管理する。
。重はഽ身さず所持するو・　
　・カバンなどஔいたままその場をれない。
　・ૂわれるちょっとした「ܺ」をつくらない。
　・θミࣨ・実ࣨݧ等のϩッカーには必ずݤをかける。

11 バイクや自転車の自己管理について

12 貴重品の盗難防止について

چ）9　 5witter）や 'aceCook などにಗ名でɼແな発言や反社会的な意見をߘする事はɼ厳に慎んでください。ともすれば名
લが明しɼ記録として残るばかりでなくɼத傷やᨱを受ける事にもなりかͶません。ا業の࠾用担者が名લをࡧݕする場合もあ
ります。就職活動などɼօさんのক来の為にもɼくれぐれもܰはずΈなߘは自ॗする༷に心がけてください。௨報等によりɼ不適切
なߘが発֮した場合ɼॲേの対象となります。

　本学ではɼ本学構成員・近ྡॅຽの健૿߁ਐときれいなキャンパス・֗作りを目的として「名城大学ېԎએ言」を࠾しɼ全キャン
パスෑ地内での学内全໘ېԎに加えɼ学外においてもېԎ活動を実ࢪしています。大学にはະ成者や非٤Ԏ者も௨学しておりɼキャ
ンパス内はもちΖんのことɼ௨学࿏などのެڞの場もݪଇとして全໘ېԎであるべきです。学内で٤Ԏをするとॲ分の対象になります。
一度ɼ٤Ԏの習慣にછまるとɼൈけग़すことはࠔを極めます。タバίに含まれる有害࣭や෭ྲྀԎがɼ自身や友人・近ྡॅຽの健߁
にྑくないことは明നです。৽ೖ生のօさんはɼ「ٵわない」姿勢を固めɼこれからの学生生活をスタートしましょう。

名城大学禁煙宣言
　٤Ԏは、٤Ԏ者自身のΈならず、受動٤Ԏ等により非٤Ԏ者の健߁をも害するものです。
　٤Ԏは֤自の自ݾにおいて認められています。しかしながら、本人の意思に反した٤Ԏ、すなわち受動٤Ԏや、าきタバί・ٵい
֪のϙイࣺて等、٤Ԏ者が社会に迷をかけることは厳に慎まͶばなりません。名城大学は、健૿߁ਐ๏にؑΈ、そしてԿよりも、本学
構成員（学生および教職員）が٤ԎϚφーを९कし、大学が地Ҭにࠜ差した教育ػ関であることをڧく意識するために、全キャンパスෑ
地内における本学構成員の٤Ԏをې止するとともに、学外においてもېԎのਪਐ・受動٤Ԏの止・٤ԎϚφーの向上にめます。
　զ々は、く学内外の関係者の健૿߁ਐを図り、大学人としての自֮を育むべく、ここに大学内における全໘ېԎおよび学外でのېԎ
活動・٤ԎϚφー向上活動の実ࢪをએ言します。

名城大学

13 ソーシャル・ネットワーキングサービスへの投稿について

14 学内全面禁煙について

（1）本学の環境対策
　本学ではɼഇغを「ごΈ」ではなく「ݯࢿ」としてଊえɼྔݮɼ࠶使用ɼ࠶生利用を基本にしたഇغのθϩ化を目指しています。またɼ
লΤωɼলݯࢿ活動のਪਐɼ૽音・ৼ動の発生੍ɼ大気Ԛછɼਫ࣭Ԛの๏ྩのॱकなど環境全ൠにわたるऔΈを実ࢪするとともにɼ
快適な教育環境を保োしɼ地Ҭとのڞ生を目指したキャンパスӡӦにもऔりんでいます。

15 名城大学の環境保全に関わる取り組みについて
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（2）名城大学環境方針

環境理念
　名城大学及び名城大学ෟଐߴ等学ߍはɼ環境基本๏を࢝めとする環境๏ྩを९कしɼ社会から要される「持続的に発ల可能な社会
の形成」に応えられる人ࡐの育成と研究にめます。

環境方針
１.　地ٿ環境の保全とҡ持向上に係る教育研究活動を充実しɼ環境をࢹにೖれた人ࡐを育成します。
２.　環境に係るެ։࠲ߨなどの։࠵や研究成果のެ։をਪਐしɼ環境保全にݙߩします。
３.　লݯࢿɼলΤωルΪーɼάϦーンߪೖのਪਐ及びഇغのྔݮと適ਖ਼管理にめɼ環境負ՙのݮにऔりΈます。
４.　教育研究をはじめɼ૯ての活動においてɼ環境関連๏規੍ɼڠ定等を९कしɼԚછの༧にめます。
５.　環境方をୡ成するためɼ名城大学がಠ自にࡦ定した環境ϚωジメントシスςϜ（.eijo-&.4）を構ங・ӡ用します。
ý.　内෦環境監ࠪを実ࢪしɼ環境ϚωジメントシスςϜを含む環境保全活動の継続的なվળを図ります。
þ.　環境方はϗーϜϖージでެ։します。

　　　　　
名城大学学　ޫ�ޱએ

（3）取り組み目的・目標および行動
　環境方を۩体化するための目的ɼ目ඪ及びօさんに実ࢪしていただく行動が次の事߲です。

目　　　的 目　　　　　　標 皆さんに実施していただく具体的な行動

লݯࢿ活動のਪਐ

ίϐー用ߪࢴೖྔのݮ ・྆໘ίϐーɼ྆໘ҹやミスίϐー用ࢴのཪ໘利用に心ֻける。

ਫ使用ྔのݮ
・実ݧに使用するਫや手ચいਫのઅ約にめる。

・࿙ਫを発見したらちに事務ࣨに連絡する。

লΤω活動のਪਐ

電気使用ྔのݮ ɼクラϒハウスɼトイϨ等からୀग़するときはɼࣨݧに教ࣨɼ実ޙ࠷・
ফ౮する。

ྫྷஆ用೩ྉの使用ྔݮ
・ஆɼྫྷ 使用時はɼ教ࣨɼ実ࣨݧɼクラϒハウス等の൶ɼ૭をดめる。

ɼクラϒハウス等からୀग़する時はɼΤアίンスࣨݧに教ࣨɼ実ޙ࠷・
イッνを切る。

一ൠഇغの適ਖ਼管理
とྔݮ ഇغのݮ

・ഇغはɼ分別۠分を֬認してഇغする。

。専用Ϙックスにೖれるࢴ類はɼࢴ・

・自等から学内に持ち込んだごΈはɼ持ちؼる。

の適ਖ਼管理غ業ഇ࢈
とྔݮ

環境・安全Ϛχュアルの見し

・実ݧഇӷはɼ定められた容ثに保管する。

・実ݧで発生したがれき類ɼۚଐくずɼガラスくず等はɼ指定された容
。場所に保管するث

・ۭのༀϏンはɼ指定された場所に保管。指定された方๏でഇغする。

・クラϒ活動で発生したഇغはɼクラϒハウス内で保管しɼճऩに
指定された場所にग़す。

保有ༀϦストの作成 ・Ϧストにࡌっているༀを重ෳしてߪೖしない。

環境に係る教育活動の
ਪਐ

環境関連科目の։ߨ ・環境関連科目をੵ極的に受ߨする。

環境意識ௐࠪの実ࢪ ・意識ௐࠪのアンέートにڠ力する。

実ݧ実習科目での環境保全指導のపఈ ・実ݧ実習ではɼ指導事߲をॱकする。

環境関連ࢿ格࠲ߨの։ߨ ・։ߨされたࢿ格࠲ߨをੵ極的に受ߨする。

学生による環境行事へのࢧԉ ・クϦーンアップ大作ઓ等のਗ਼活動にੵ極的に参加する。

大学ࡇでのഇغॲ理の助言 ・大学ࡇで発生するഇغをݮしɼഇغの分別をਪਐする。

環境に係る研究活動の
ਪਐ及び研究成果のެ
։

ެ։ߨԋ会などのੵ極的な։࠵
・環境関連のެ։ߨԋ会にはɼੵ極的に参加する。学外ެ։ߨԋ会ɼग़લࢣߨٛߨ派遣

ঢ়گの記録
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ù
学　　部　　事　　項

本項は，全学共通事項に定められた事項を
補足し，薬学部にかかわる取扱細目を定め
たものです。
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学位授与方針
Diploma Policy

ༀ学෦ༀ学科は、本学立学の精神と、本学科人ࡐཆ成目的「ༀ学の֬かな知識、技能とともに生໋の尊さを知り๛かな人間性とྙ
理観をもち、人々の健߁とࢱの向上にݙߩできる人ࡐのཆ成」に基ͮき、次の࣭ࢿ・能力を身につけた学生に学࢜（ༀ学）の学
位をत与します。

　①ҩྍ人として෯い教ཆとίミュχέーシϣン力を身につけ、生໋の尊厳についてਂい認識を持ち、ༀࢣࡎとしての社
会的と使໋を自֮して、いࢹに立って事のެਖ਼なஅができる。

　②ༀࢣࡎに求められる෯いༀ学の知識と技能を修得し、健߁・ҩྍにおけるॾ問題のղܾのために活用し、社会にݙߩ
できる。

者த心のҩྍを実ફし、「くすりのプϩフェッシϣφױ力してڠとして他のҩྍ職とࢣࡎ度な専知識とྟচ技能を有するༀߴ③　
ル」としてҩྍの࣭の向上にݙߩできる。

　④ҩྍ人としての理的思考力と科学的ࢹを有し、୳究心と力を育Έ、ༀ学および生໋科学研究をਪਐすることができる。
　ᶇҩྍのม化に対応し、社会にݙߩするために、生֔にわたってओ体的に学び続け、学んだことを自らৼりฦるとڞに、ༀࢣࡎ

の৽しい職能の։、ޙਐの育成にݙߩできる。

教育課程編成方針
Curriculum Policy

ༀ学෦ༀ学科は、本学科人ࡐཆ成目的「ༀ学の֬かな知識、技能とともに、生໋の尊さを知り、๛かな人間性とྙ理観をもち、人々の
健߁とࢱの向上にݙߩできる人ࡐのཆ成」に基ͮいた学位त与方に示す࣭ࢿ・能力を身につけさせるため、次のような教育課
ఔをฤ成し、実ࢪします。

　①෯い教ཆとίミュχέーシϣン能力を醸成するため、人文・社会・自વ科学からなる教ཆ教育課ఔを体ܥ的にฤ成する。ҩ
ྍ人の࣭ࢿの基ૅとなるプϩフェッシϣφϦζϜを醸成するために、体ݧやデΟスカッシϣンを含めた多༷な学修形態を用い
た学修を ýにって継続して実ࢪすることにより、いࢹに立ってҩྍの目的とༀࢣࡎとしての社会的使໋を理ղし実ફ
できるようにする。

　②科学としてༀ学を理ղするための基ૅ科目、ҩༀの生と適ਖ਼使用につながる知識と技能を修得するための専科目をॱ次
性をもってฤ成し、実ࢪすることにより、人々の健߁の૿ਐとҩྍの発లを௨して社会にݙߩできるようにする。

　③ༀࢣࡎとしての職能をߴめ、ױ者த心のҩྍを実ફする知識と技能を修得するために、౷合型科目を含む多༷なྟচༀ学科目
をฤ成し、ҩྍの࣭の向上にݙߩできるようにする。

　④能動的学習をऔりೖれたॳ次教育やԋ習・実習・ༀ学ଔ業研究を௨して、理的思考力や力をഓうとともに、生֔にわたっ
てओ体的に研ᮎを続け、他者との相互理ղやޙਐを育成する意ཉと態度を保つことができるようにする。

　ᶇ多໘的かつ適切なධՁ方๏により学修成果に対する厳格な成ධՁと୯位認定を行うとともに、学修行動ௐࠪ、(1"、修得୯
位にもとͮく個別指導を行うことにより、個々のୡ成度とক来ܭ画に応じた学修をਐめることができるようにする。

入学者受入れ方針
Admission Policy

ༀ学෦ༀ学科は、学科の教育目ඪ・人ࡐཆ成目的を理ղし、ߴ等学ߍ等における学習を௨して、次のような࣭ࢿ・能力を身につけ
ている人を受けೖれます。

　①ༀ学෦ༀ学科における範かつ専的な学問ྖҬに対応できるߴい基ૅ学力をߴ等学ߍ等で修得している。
　②ༀ学෦ༀ学科֤教科の学修成果をༀ学ྖҬの発లにਚくす目的意識を持っている。
　③生֔にわたる学修姿勢と理的思考を有し、৽しい課題・問題に対応できる性や行動力を持ってओ体的に社会にݙߩする

意ࢤがある。
　④๛かな人間性とڠௐ性を有し、ࠃ際性とίミュχέーシϣン能力をഓい、ক来ҩྍ人として活༂する意ཉがある。

薬学部の人材養成目的
その他教育研究上の目的

薬学部は、薬学の確かな知識、技能とともに生命の尊さを知り、豊かな人間性と
倫理観をもち、人々の健康と福祉の向上に貢献できる人材の養成を目的とする。

01

02

03
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Ⅰ  教育課程について
ༀ学෦においてはɼҩྍ人としてױ者に対する適ਖ਼なༀྍ࣏にݙߩできるༀࢣࡎɼױ者・家族の痛Έや心がわかるༀࢣࡎのཆ成を目指しɼ

本学෦が掲͛る教育目ඪの実ݱのためɼ教ཆ科目と専科目を有ػ的・૯合的にଊえた ý間の一؏教育課ఔをฤ成しています。

教ཆ教育෦の科目ではɼ「これからの時に必要となる生きる力を育む」ことを目的としɼ「൚な教ཆ」と「๛かな人間性」をཆうためɼ

֤学෦で։ߨ目ඪ・Ͷらいを体ͮܥけて։ߨしています。またɼデータαイΤンス・"* はɼ全学ڞ௨の科目としてΦンライン։ߨしています。

ༀ学෦ではଔ業に必要な １８ý ୯位のうち教ཆ教育科目を ３２ ୯位以上修得することになっています。

ༀ学෦における専科目についてはɼༀ学教育モデル・ίア・カϦキュラϜを基本として෯い知識を身にける必要性があることからɼ１

୯位のٛߨ時間を １ý 時間としました。

またɼྩ ４度にվగされたༀ学教育モデル・ίア・カϦキュラϜに基ͮきɼ৽たにઃ定されたɼҩࣃ・ࢣ科ҩࢣ・ༀڞ（ࢣࡾ）ࢣࡎ௨

の࣭ࢿとなるプϩフェッシϣφϦζϜを ý間かけて醸成する౷合型ༀ学教育プϩάラϜをઃけています。プϩフェッシϣφϦζϜの構成要

ૉとしての使໋感や感ɼྙ理観ɼ生֔にわたって学Ϳ姿勢ɼさらにはίミュχέーシϣン能力などを修得することを目的としています。１

ʙ ３次の「プϩフェッシϣφϦζϜᶗ」ɼ４ʙ ý次の「プϩフェッシϣφϦζϜᶘ」から構成されɼ۩体的にはɼༀ学֓・ૣ ίミュ・ݧ体ظ

χέーシϣン・Ϧーダーシップ・アントϨプϨφーシップ・キャϦア形成・ྙ理・ϘランςΟアなどɼ体ݧをަえて学Ϳ౷合型ɼ学ॎஅ型

のプϩάラϜです。

専教育としてはɼ導ೖとして １次にはɼߍߴから大学での学習へスϜーζにҠ行できるようにɼ化学・生学・理学の基ૅ科目を配

ஔしています。１次ظޙから ４次ではɼ専ༀ学科目の修得がத心になります。これらの科目はいずれもༀࢣࡎとしてɼ࠷限身にけて

おかなければならない重要な科目でありɼ΄とんどが必修科目となっています。

ༀ学෦ ý੍教育カϦキュラϜではɼༀ学教育モデル・ίア・カϦキュラϜの精神に従いɼこれまでのԿ々学といったॎ割りの科目だけでなくɼ

基ૅから応用にࢸる科目ԣஅ的な౷合型ༀ学教育෦をઃけたことが大きな特です。特に ４次લظの౷合型科目「ༀྍ࣏Ϛωジメント」

ではɼそれまでに学んだༀ学の専知識を౷合しɼそれらを実際のױ者のༀྍ࣏にどのように活かすかをɼ学生同࢜が意見をग़し合うάルー

プデΟスカッシϣンを行いながら学びます。そのため学から1#-（1roClem-#aseE�-earninH）教育を導ೖしɼʠ自らௐべて学びɼその

成果を発表するʡ学習スタイルをഓっています。

４次લظにはɼر望ௐࠪと学業成に基ͮいた配ଐ方๏により研究ࣨへの配ଐが行われɼଔ業までの以ޙ ２はओとして配ଐ研究ࣨを基

盤としたカϦキュラϜが実ࢪされます。４次ظޙにはɼý੍ༀ学教育の特的な教育内容である「実務実習」関連科目の「実務実習事લߨ ・ٛ

ԋ習」がઃけられɼҩྍݱ場で求められる専知識・技能・態度について学びます。ここではٛߨ形ࣜのत業のΈならずɼௐࡎ技術や۰Ϛφー

などɼ実技についても教तします。同じく ４次ظޙにはɼこれまで学んだ基ૅܥ科目の૯෮習となる「基ૅༀ学૯」を履修しɼ知識の定

ண化を図ります。またɼଔ業研究の導ೖとしてɼ「ༀ学ଔ業研究基ૅ」を履修します。

５次にはɼ４クールに分かれてɼපӃༀࡎ෦および保険ༀہそれͧれ １１ ि間（合ܭ ２２ ि間）の「実務実習」を履修します。「実務実習」

ではこれらのҩྍݱ場においてɼ指導ༀࢣࡎのもとɼ実際にױ者や他のҩྍスタッフとすることによりɼこれまでに学෦教育で習得した知識・

技能をɼҩྍに必要な生きた知識と実ફ的な技能へとঢ՚させます。また「実務実習」ऴྃޙや「実務実習」が実ࢪされないظ間தはɼ配ଐ

研究ࣨにおいて「ༀ学ଔ業研究ᶗ」にऔりΈます。

ý次લظにはɼ配ଐ研究ࣨにおいて「ༀ学ଔ業研究ᶘ」でଔ業研究を本格化しɼଔ業文発表会をܦてଔ業文をఏग़します。ý次ظޙ

にはɼༀ学෦ ý間で習得した知識・技能を૯合的に෮習する「ༀ学特別ٛߨ」を履修するとともにɼༀࠃࢣࡎ家ݧࢼにඋえます。

薬学共用試験（CBTおよびOSCE）
「実務実習」の։࢝に先立ってɼༀࢿࢣࡎ格をもたないༀ学生がҩྍݱ場で実際に実習を行うために学生の知識・技能・態度が一定のϨϕル

に౸ୡしていることを保証する必要があります。そのためにɼ４次ऴྃલに全ࠃの大学で౷一のༀ学ڞ用ݧࢼが実ࢪされます。ༀ学ڞ用ݧࢼ

はɼίンϐューターによる学力（5#$）ݧࢼと٬観的ྟচ能力（&$04）ݧࢼからなりɼલ者にてༀ学知識をɼޙ者にてༀࢣࡎのもつべき技能・

態度をධՁします。ྟচݱ場で「実務実習」を行うためにはɼ྆方のݧࢼに合格することが必ਢです。

「薬学卒業研究」，「薬学卒業演習」，「薬学卒業応用演習」
間ɼظや「実務実習」が行われないޙと考察力をཆうことを目的としてɼ５次の「実務実習」ऴྃࢹに求められる科学者としてのࢣࡎのༀޙࠓ

ý次લظに「ༀ学ଔ業研究」および「ༀ学ଔ業ԋ習」または「ༀ学ଔ業応用ԋ習」を履修します。「ༀ学ଔ業研究」ではɼ実ݧ研究あるいは

ௐࠪ研究をબしɼଔ業研究内容の発表およびଔ業文の作成を行います。「ༀ学ଔ業ԋ習」または「ༀ学ଔ業応用ԋ習」ではɼ学生個々のر

望や学業成に基ͮいて基ૅ知識から研究に関連する専分の知識の֬認ɼ文ݙঞಡなどを行います。またɼ「ༀ学ଔ業研究」の特別ίース

としてɼ５次の「実務実習」からҾき続いてҩྍݱ場での研修を行いɼଔ業文を作成するアドバンスト実習ίースをઃけています。

ཤमཁ߲ø
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教育課程一覧表

෦ ܈ त 業 科 目 必修 બ
１　 ２　 ３　 ４　 ５　 ý　

લ ޙ લ ޙ લ ޙ લ ޙ લ ޙ લ ޙ

教
ཆ
教
育
部
門

基軸科目 人 間 と 環 境 ２ ２

教
ཆ
教
育
科
目

ί ン ϐ ュ ー タ Ϧ ς ラ シ ー ２ ２
情 報 活 用 Ϧ ς ラ シ ー ２ ２
デ ー タ α イ Τ ン ス ・ " * ೖ  ２ ２
健 ߁ ・ ҩ ྍ 心 理 学 ２ ２
ܦ Ӧ と 社 会 ２ ２
๏ と 社 会 ２ ２
 と  理 ２ ２
教 育 方 ๏ ・ 技 術  ２ ２
ジ ェ ン ダ ー と 社 会 ２ ２
教 ཆ ԋ 習（ༀ学生のスタデΟスキル） ２ ２

薬
学
४
උ

教
育
科
目

基 ૅ  理 学 ２ ２
基 ૅ 化 学 ２ ２
基 ૅ 生  学 ２ ２
ೖ  実 ݧ � �

ޠ
学
科
目

ӳޠॳڃᶗ-ᶗ（ Ϧ ー デ Ο ン ά ） １ �
ӳޠॳڃᶗ-ᶗ（ ί ミ ュ χ έ ー シ ϣ ン ） １ １
ӳޠॳڃᶗ-ᶘ（ Ϧ ー デ Ο ン ά ） １ �
ӳޠॳڃᶗ-ᶘ（ ί ミ ュ χ έ ー シ ϣ ン ） １ １
ӳޠॳڃᶘ-ᶗ（ Ϧ ー デ Ο ン ά ） １ �
ӳޠॳڃᶘ-ᶗ（ ί ミ ュ χ έ ー シ ϣ ン ） １ １
ӳޠॳڃᶘ-ᶘ（ Ϧ ー デ Ο ン ά ） １ �
ӳޠॳڃᶘ-ᶘ（ ί ミ ュ χ έ ー シ ϣ ン ） １ １
ӳ ޠ த ڃ ᶗ（ Ϧ ー デ Ο ン ά ） １ �
ӳ ޠ த ڃ ᶗ（ ί ミ ュ χ έ ー シ ϣ ン ） � １
ӳ ޠ த ڃ ᶘ（ Ϧ ー デ Ο ン ά ） � �
ӳ ޠ த ڃ ᶘ（ ί ミ ュ χ έ ー シ ϣ ン ） � �

݈
߁
・
ス
ϙ
ー
π

科
学
科
目

健 ߁ ・ ス ϙ ー π 科 学 ᶗ １ １
健 ߁ ・ ス ϙ ー π 科 学 ᶘ １ １
健 ߁ ・ ス ϙ ー π 科 学 ᶙ � �
健 ߁ ・ ス ϙ ー π 科 学 ᶚ � �
健 ߁ ・ ス ϙ ー π 科 学 理  ２ ２

ઐ
門
薬
学
教
育
部
門

基
װ
科
目

ༀ 学 ӳ ޠ ᶗ １õ５ １õ５
ༀ 学 ӳ ޠ ᶘ １õ５ １õ５
ༀ 学 ӳ ޠ ᶙ １õ５ １õ５
 理 化 学 ᶗ １õ５ １õ５
 理 化 学 ᶘ １õ５ １õ５
分 ੳ 化 学 ᶗ １õ５ １õ５
分 ੳ 化 学 ᶘ １õ５ １õ５
基 ૅ 有 ػ 化 学 １õ５ １õ５
有 ػ ༀ 化 学 ᶗ １õ５ １õ５
有 ػ ༀ 化 学 ᶘ ・ 構  ղ ੳ 学 １õ５ １õ５
有 ػ ༀ 化 学 ᶙ １õ５ １õ５
生  有 ػ 化 学 １õ５ １õ５
ༀ 用 ২  と 生 ༀ １õ５ １õ５
ҩ ༀ ࢿ ݯ 化 学 １õ５ １õ５
ػ 能 形 態 学 ᶗ １õ５ １õ５
ػ 能 形 態 学 ᶘ １õ５ １õ５
生 化 学 ᶗ １õ５ １õ５
生 化 学 ᶘ １õ５ １õ５
生 化 学 ᶙ １õ５ １õ５
分 ࢠ 生  学 ᶗ １õ５ １õ５
分 ࢠ 生  学 ᶘ １õ５ １õ５
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෦ ܈ त 業 科 目 必修 બ
１　 ２　 ３　 ４　 ５　 ý　

લ ޙ લ ޙ લ ޙ લ ޙ લ ޙ લ ޙ

ઐ
門
薬
学
教
育
部
門

基
װ
科
目

ඍ 生  学 １õ５ １õ５
໔ Ӹ 学 １õ５ １õ５
࣬ ප に よ る 身 体 ม 化 の メ カ χ ζ Ϝ １õ５ １õ５
ༀ 理 ・ ප 態 基 ૅ １õ５ １õ５
ༀ 理 ・ ප 態 ᶗ １õ５ １õ５
ༀ 理 ・ ප 態 ᶘ １õ５ １õ５
ༀ 理 ・ ප 態 ᶙ １õ５ １õ５
ༀ 理 ・ ප 態 ᶚ １õ５ １õ５
ༀ 理 ・ ප 態 ᶛ １õ５ １õ５
ༀ 理 ・ ප 態 ᶜ １õ５ １õ５
ༀ 理 ・ ප 態 ᶝ １õ５ １õ５
  ҩ ༀ 学 １õ５ １õ５
セルフメデΟέーシϣン・ྟচӫཆྍ๏ １õ５ １õ５
ҩ ༀ  情 報 学 １õ５ １õ５
ҩ ྍ デ ー タ α イ Τ ン ス ・ ༀ ࡎ Ӹ 学 １õ５ １õ５
ༀ  動 態 学 ᶗ １õ５ １õ５
ༀ  動 態 学 ᶘ １õ５ １õ５
ௐ ࡎ 学 １õ５ １õ５
ༀ   与 ઃ ܭ １õ５ １õ５
 ࡎ 学 ᶗ １õ５ １õ５
 ࡎ 学 ᶘ １õ５ １õ５
 ࡎ ઃ ܭ 学 １õ５ １õ５
環 境 科 学 １õ５ １õ５
Ӵ 生 化 学 ᶗ １õ５ １õ５
Ӵ 生 化 学 ᶘ １õ５ １õ５
ެ ऺ Ӵ 生 学 １õ５ １õ５
感 છ ༧  学 １õ５ １õ５
ҩ ྍ ๏ 規 １õ５ １õ５
地 Ҭ ҩ ྍ ・ ҩ ྍ ܦ ࡁ １õ５ １õ５

࣮
श
科
目

 理 ܥ 実 習 ᶗ 0õ５ 0õ５
 理 ܥ 実 習 ᶘ 0õ５ 0õ５
 理 ܥ 実 習 ᶙ 0õ５ 0õ５
 理 ܥ 実 習 ᶚ 0õ５ 0õ５
化 学 ܥ 実 習 ᶗ 0õ５ 0õ５
化 学 ܥ 実 習 ᶘ 0õ５ 0õ５
化 学 ܥ 実 習 ᶙ 0õ５ 0õ５
化 学 ܥ 実 習 ᶚ 0õ５ 0õ５
生  ・ Ӵ 生 ܥ 実 習 ᶗ 0õ５ 0õ５
生  ・ Ӵ 生 ܥ 実 習 ᶘ 0õ５ 0õ５
生  ・ Ӵ 生 ܥ 実 習 ᶙ 0õ５ 0õ５
生  ・ Ӵ 生 ܥ 実 習 ᶚ 0õ５ 0õ５
ༀ 理 ܥ 実 習 ᶗ 0õ５ 0õ５
ༀ 理 ܥ 実 習 ᶘ 0õ５ 0õ５
ༀ 理 ܥ 実 習 ᶙ 0õ５ 0õ５
ༀ 理 ܥ 実 習 ᶚ 0õ５ 0õ５
ප Ӄ 実 務 実 習 １0 １0
ༀ ہ 実 務 実 習 １0 １0

౷
߹
ܕ

薬
学
教
育
部
門

プ ϩ フ ェ ッ シ ϣ φ Ϧ ζ Ϝ ᶗ １0 １0
プ ϩ フ ェ ッ シ ϣ φ Ϧ ζ Ϝ ᶘ ５ ５
ༀ  ࣏ ྍ Ϛ ω ジ メ ン ト １0 １0
基 ૅ ༀ 学 ૯  ３ ３
実 務 実 習 事 લ ߨ ٛ・ ԋ 習 ４ ４
ༀ 学 特 別 ߨ ٛ ４ ４
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෦ ܈ त 業 科 目 必修 બ
１　 ２　 ３　 ４　 ５　 ý　

લ ޙ લ ޙ લ ޙ લ ޙ લ ޙ લ ޙ

薬
学
ア
ド
バ
ン
ス
ト

教
育
部
門

薬
学
研
究
科
目

ༀ 学 ଔ 業 研 究 基 ૅ ３ ３
ༀ 学 ଔ 業 研 究 ᶗ ５ ５
ༀ 学 ଔ 業 研 究 ᶘ ５ ５
ༀ 学 ଔ 業 ԋ 習 ᶗ � �
ༀ 学 ଔ 業 応 用 ԋ 習 ᶗ � １
ༀ 学 ଔ 業 ԋ 習 ᶘ � １
ༀ 学 ଔ 業 応 用 ԋ 習 ᶘ � １

合　　　　ܭ １ý１ ４２

෦ ܈ त 業 科 目 必修 બ
１　 ２　 ３　 ４　 ５　 ý　
લ ޙ લ ޙ લ ޙ લ ޙ લ ޙ લ ޙ
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デ ー タ α イ Τ ン ス ・ " * 応 用 基 ૅ ᶘ ２ ２
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Ⅱ．教務関係
1．フローチャート
（履修ొ録から成発表までのྲྀれ）

2．履修について
（１）履修ొ録
（２）履修ొ録上の意
（３）履修ొ録の֬認
（４）୯位ະ修得科目の࠶履修

3．講義出席の取り扱いについて
格についてࢿݧग़੮と受ٛߨ（１）
（２）ग़੮ௐࠪについて
（３）ܽ੮の扱いについて

4．試験制度と成績について
度੍ݧࢼ（１）
に関する手続ݧࢼ（２）
についての意ݧࢼ（３）
（４）成のධՁ
（５）不ਖ਼行為とそのॲ分
（ý）成発表と成表
（þ）その他

5．進級判定について
　　ਐڃ要件

6．卒業に必要な単位について
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成 績 表 交 付

Ⅱ  教務関係
1．フローチャート（履修ొ録から成発表までのྲྀれ）

履 修 登 録

講 義 受 講

卒 業 判 定 2 月上旬

進 級 判 定 年度末　3 月中旬

前期 7 月下旬

後期　1 月下旬（ 1 ～ 3 年）

合 格 学生ポータルサイト発表

出 席 不 足
（ 欠 　 格 ）

科 目 再 履 修
（ 対 　 面 ）

不 合 格

再 試 験

出 席 充 足
（受験有資格）

科 目 再 履 修
（対面または遠隔）

単 位 修 得

基準単位数充足

未 修 得 科 目

定 期 試 験

留 年

不 合 格

単 位 未 修 得

基準単位数不足

進 級卒 業
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2．履修について
（１）履修ొ録
　「本ศཡ」および「シラバス」をख़ಡの上ɼ履修ܭ画を立てɼत業時間割表のதから履修をر望するत業科目をબしɼ履修ొ録を行わ
なければなりません。
　履修ొ録は̴̬̱で行います。

（２）履修ొ録上の意
①　履修ొ録はɼ定められたظ限までに必ず行ってください。ظ限ޙはɼݪଇとして受理しません。なおɼظޙからの։ߨ科目および集
தٛߨ科目についてもɼこのظ間தにొ録してください。

　　またɼ履修ొ録をしていないत業科目は履修できませんのでɼొ録にあたっては特にొ録࿙れ・ొޡ録がないかを֬認してください。
②　上ڃ次で։ߨされているत業科目はɼొ録することができません。
③　同一༵・時限に ２ 科目以上ొ録（重ෳొ録）することはできません。
　　重ෳొ録した場合はいずれのत業科目もແޮとします。
④　֘度においてɼܽ 格科目または履修し不合格となったत業科目をもってਐڃしɼそのत業科目を次度以߱に࠶び履修する場合はɼ
。履修ొ録が必要となります࠶

ᶇ　間 ４Ā.５ ୯位が履修の上限でありɼそれを超えての履修ొ録はできません。ただしɼલ度の(1"が ３.５ 以上の場合ɼ定められた
୯位に加えて間 ４୯位多くొ録することができます。

（３）履修ొ録の֬認
　履修ొ録の内容はɼϙータルαイトの学生情報のʰ履修ొ録科目֬認௨知書ʱで必ず֬認してください。ग़力したొ録内容がɼ履修ಧ
に記ࡌした内容とҟなる場合やɼొ録࿙れがある場合にはɼగਖ਼・加ظ間内にʰ履修ొ録科目֬認௨知書ʱを持参の上ɼ教務係まで申
しग़てください。ظ間ޙの申しग़には一切応じません。なおɼॅ所をมߋした場合はɼ履修の֬認がれɼ記ࡌ࿙れのݪҼにもなります
のでɼやかにༀ学෦事務ࣨにあるॅ所มߋಧをఏग़してください。

（４）୯位ະ修得科目の࠶履修
　୯位ະ修得科目はɼݪଇ対໘ٛߨで࠶履修する必要があります。ਐڃしɼ୯位ະ修得科目とਐڃした学の科目のٛߨ時間が重ෳする
場合に限りɼະ修得科目をԕִٛߨにて࠶履修することができます。

3．講義出席の取り扱いについて
格についてࢿݧग़੮と受ٛߨ（１）
　୯位認定に関わる֤種ݧࢼの受ࢿݧ格はɼ֤受ݧ科目のٛߨに実ٛߨճの ２ ʗ ３ 以上のग़੮を要件とします。
　上記の要件をຬたした者を有ࢿ格者とশしɼ୯位修得に関わる֤種ݧࢼの受ݧが認められます。ຬたさない者はܽ格者とশしɼ୯位修
得に関わる֤種ݧࢼの受ݧは一切認められません。なおɼܽ格になった科目はɼݪଇとして次度以߱にてɼ࠶履修をしてܽ格をղফし
なければ受ࢿݧ格を得ることができません。
　またɼཹした場合はɼલ度の不合格科目のग़੮は全てແޮになりɼ࠶度受ࢿݧ格を得なければなりません。

（２）ग़੮ௐࠪについて
。にઃஔしてあるग़੮ಡΈऔりϦーダーへの学生証タッν等により行いますࣨٛߨするߨ時限ごとに受֤・ٛߨ֤　

（３）ܽ੮の扱いについて
１ ）次の֤事߲の事由によってत業をܽ੮した場合はܽ੮ճに含めません。

Ҿ（�３س　① 等以内の݂族・ҽ族に限る）
②　ެܽ（学生ҕ員会で認められたެ認ࢼ合）
③　就職ݧࢼ
④　学ߍ保健安全๏に定められた学ߍ感છ（その他のප気・ոզをআきます）
ᶇ　その他ɼ上記事߲でஅできない事߲や教育的配慮を必要とする事߲が生じた場合はɼ教務ҕ員会で৹ٞの上ɼ考慮する場合が
あります。

２ ）લ߲֤߸事由の場合ɼܽ੮ಧに次の֤書類のఴが必要となります。
①　会のྱঢ়等その事実を明らかにするもの
②　ެܽ証明書
③　就職ݧࢼの௨知等事実を明らかにするもの
④　ҩྍػ関のஅ書・ೖӃ証明書（ྍ࣏・ྍཆظ間の記ࡌがあること）

３ ）ܽ੮ಧの手続き
①　教務係でܽ੮ಧを受けऔりɼ必要事߲を記ೖしてください。
②　大学にग़てこられるようになってから １ ि間以内にɼ指導教員にܽ੮ಧと「ܽ੮理由を証明する書類」をఴしてঝ認を得てく
ださい。

③　就職ݧࢼの場合はさらに就職ҕ員にܽ੮ಧと「ܽ੮理由を証明する書類」をఴしてঝ認を得てください。
④　②及び③の手続がऴྃޙɼ教務係へܽ੮ಧと「ܽ੮理由を証明する書類」をఏग़しɼܽ੮証明書にঝ認ҹを得てください。
ᶇ　֤त業科目担者にܽ੮証明書をఏग़してɼྃղを得てください。
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4．試験制度と成績について
度੍ݧࢼ（１）
①　定ݧࢼظ
　定ݧࢼظはɼલظとظޙの֤ظに一定の時間割表により行います。ظݧࢼ間内に行わない科目はɼ個別にҊ内します。

②　ݧࢼ及びݧࢼ࠶（ݧࢼ࠶）
　ݧࢼはɼප気その他やむを得ない理由により定ݧࢼظを受ݧできなかった人のうちɼ定められた受ݧ手続（ޙड़）を行った人につ
いて行います。
。の݁果ɼ不合格になった人について行いますݧࢼظはɼ定ݧࢼ࠶　
の成がݧࢼظ格はɼ定ࢿݧの受ݧࢼ࠶　 ３0 以上であることです。
　ݧࢼ࠶はɼ定ݧࢼظऴྃޙɼ適な時をおいて一定の時間割表により行います。
˞定ݧࢼظもݧࢼもܽ੮した場合はɼ֘科目は次度に࠶履修となります。

③　実習ݧࢼなど
　実習や実技をう科目についてのݧࢼはɼ科目担者が適な時をܾめて行います。

。ड़によるものとしますޱの方๏はɼ筆記またはݧࢼ　④
　ただしɼ文その他の方๏によってこれにえることがあります。

に関する手続ݧࢼ（２）
①　定ݧࢼظの受ݧ手続
　定ݧࢼظの受ݧの手続はɼ特に必要ありません。

②　ݧࢼの受ݧ手続
　ݧࢼの受ࢿݧ格はɼ受ݧできなかったから １ ि間以内に所定のܽݧࢼ੮ಧにその理由を証明する書類（ҩྍػ関のஅ書など）
をఴえてɼ指導教員の認ҹをもらいɼ教務係へܽݧࢼ੮ಧをఏग़しなければなりません。
　ݧࢼ申込手続はɼ証明書発行ػ˞に受ݧྉをい込むことでɼ科目に対応するݧࢼ申込書が発行されます。ݧࢼ申込書と
ථをަしまݧ受ݧࢼ科目と担教員名を記ೖし教務係にఏग़してください。教務係においてܽ੮ಧと照合の上ɼݧථに受ݧ受ݧࢼ
す。なおɼ受ݧථは受ݧ時にճऩします。
　受ݧྉは １ 科目につき ５00 ԁです。

手続ݧの受ݧࢼ࠶　③
࠶申込書とݧࢼ࠶。申込書が発行されますݧࢼ࠶ྉをい込むことでɼ科目に対応するݧに受˞ػ申込手続はɼ証明書発行ݧࢼ࠶　
ථはݧථをަします。なおɼ受ݧ受ݧࢼ࠶科目と担教員名を記ೖし教務係にఏग़してください。教務係においてݧථに受ݧ受ݧࢼ
受ݧ時にճऩします。
　受ݧྉは １ 科目につき １000 ԁです。

˞証明書発行ػはަ௨ܥ *$カード（電ࢠϚωー）でのࢧいとなります。ീ事キャンパス内にはνャージػがありませんのでɼあらかじ
め必要なֹۚをد࠷りのӺ等でνャージしておいてください。

についての意ݧࢼ（３）
ޙ࢝։ݧࢼ　① ２0 分以上ࠁした人は受ݧできません。
　またɼݧࢼ։ޙ࢝ ３0 分以内はୀ場することができません。

上の見やすい位ஔにおかなければصථはɼݧථも必要となります。学生証及び受ݧにはɼ受ݧࢼ࠶には必ず学生証を所持しɼݧࢼ　②
なりません。
　なおɼ学生証をれた場合はݪଇとして֤ظ １ ճ（に限り有ޮ）ɼԾ受ݧථを教務係でަします。Ծ受ݧථをฦ٫しない
場合はのݧࢼはແޮとΈなしますので意してください。

。場ではɼ下記の事߲をकらなければなりませんݧࢼ　③
アɽ੮が指定されている場合はɼ自分の指定の੮に࠲らなければなりません。
イɽҊ用ࢴはɼ規定のຕ以上औってはいけません。
　　またɼݧࢼऴྃޙにはɼたとえനࢴといえどもҊ用ࢴは必ずఏग़しなければなりません。
ウɽத్ୀ場者はɼݧࢼ場の周囲において੩ॗを保たなければなりません。
Τɽݧࢼ場内においてはɼすべて監督者の指示に従わなければなりません。

④　その他
　本学෦ではɼܞଳ用௨信ثػ（ܞଳ電話・スϚートフΥン・スϚートウΥッν等）は電ݯを切ってかばんのதにしまわなければなり
ません。

　監督者が不ਖ਼行為とٙわれる行為を見つけたらɼイΤϩーカードをఏ示します。そのޙも意をฉかずその行為を続けた場合ɼまたɼ
。を受けることができなくなりますݧࢼॳから不ਖ਼行為とΈなされるとஅした場合にはɼϨッドカードがఏ示されɼ࠷

（４）成のධՁ
の成はɼ１00ݧࢼ　 ຬとしɼý0 以上を合格とします。成のධՁはɼ次のとおりです。
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ධ　　Ձ 　　　

合　　 格

̨（ल）
̖（優）
̗（ྑ）
̘（可）

１00 ʙ Ā0 
８Ā ʙ ８0 
þĀ ʙ þ0 
ýĀ ʙ ý0 

不 合 格 ̛（不可） ５Ā 以下

。に合格した科目についてはɼ所定の୯位が与えられますݧࢼ　
（５）不ਖ਼行為とそのॲ分
①　不ਖ਼行為
。止しますېதはɼ次の行為およびその༧උ的行為は不ਖ਼行為とΈなしɼこれをݧࢼ　
アɽ他人の学生証または受ݧථで受ݧすること。
イɽࢯ名をِって受ݧすること。
ウɽあらかじめصɼ筆記用۩ɼ学生証などへ書き込Έをすること。
Τɽカンχンάϖーパーを所持ɼおよび使用すること。
Φɽ持ち込Έを許可されていない教科書ɼ参考書ɼノートɼࣙ書等を見ること。
カɽ他人のҊを見たり自分のҊを見せたりすること。
キɽޠࢲを発すること。
クɽ許可なくをିआすること。
έɽܞଳ電話等の௨信ثػをかばんのதにしまっていないこと。
ίɽその他ɼ監督者の許可なくɼまた監督者の੍止をແࢹして行動すること。
　および上記以外にも不ਖ਼の事実が歴વとした行為をすること。

②　不ਖ਼行為者のॲ分
　大学の規定に従いɼռॲ分を受けます。定ظɼݧࢼ࠶のいずれかの場合でもɼ不ਖ਼行為者はそのظの全科目（実習科目・体育科目（実
技）はআく）の୯位がແޮとなります。

（ý）成発表と成表
①　成はϙータルαイトの学生情報のݧࢼ成一ཡ表で発表します。
　　成発表のはɼあらかじめ掲示にて௨知します。
　　発表された成にٙ問ながあった場合はɼ科目担者に問い合わせてください。成࣭ٙ申書を教務係にఏग़することでɼ
科目担者に問い合わせすることもできます。
②　成一ཡ表の༣送
　　度に成一ཡ表を保証人Ѽに༣送します。

（þ）その他
成不ৼに関する相談はɼ教務係にて受けけます。

5．進級判定について
　ਐڃ定についてはɼ下記のਐڃ要件に基ͮき行います。

・進級要件
（１）学度およびそれまでの学で履修した科目の修得୯位がɼ以下に定める基準をຬたした者のਐڃを認める。
（２）修得୯位の基準
①　１から ２へਐڃする場合

必修科目： 教ཆ教育෦ 健߁・スϙーπ科学科目܈ ２科目த ２科目
ༀ学準උ教育科目܈

１２ 科目த Ā科目以上
専ༀ学教育෦ 基װ科目܈

બ科目： 教ཆ教育෦ 教ཆ教育科目܈
基࣠科目܈ １２ 科目த Ā科目以上
健߁・スϙーπ科学科目܈
܈学科目ޠ ４科目த ４科目

˞ίンϐュータϦςラシーと情報活用Ϧςラシーはいずれか�科目を履修する
˞データαイΤンス・"* 応用基ૅᶗは教ཆ教育෦として扱う

②　２から ３へਐڃする場合
必修科目： 専ༀ学教育෦ 基װ科目܈ １８ 科目த １５ 科目以上

実習科目܈ ８科目த ８科目
１次։ߨの必修科目はすべて修得していること

બ科目： 教ཆ教育෦（１ɼ２։ߨ分）（ޠ学科目܈をআく） １５ 科目த １0 科目以上
˞データαイΤンス・"* 応用基ૅᶘは教ཆ教育෦として扱う
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③　３から ４へਐڃする場合
必修科目： 専ༀ学教育෦ 基װ科目܈ ２0 科目த １þ 科目以上

実習科目܈ ８科目த ８科目
౷合型ༀ学教育෦ １科目த １科目
２次։ߨの必修科目はすべて修得していること

④　４から ５へਐڃする場合
必修科目： 専ༀ学教育෦ 基װ科目܈ ４科目த ４科目

౷合型ༀ学教育෦ ３科目த ３科目
ༀ学アドバンスト教育෦ ༀ学研究科目܈ １科目த １科目
３次։ߨの必修科目は全て修得していること

ᶇ　５から ýへਐڃする場合
必修科目： 専ༀ学教育෦ 実習科目܈ ２科目த ２科目

ༀ学アドバンスト教育෦ ༀ学研究科目܈ １科目த １科目
બ科目： ༀ学アドバンスト教育෦ ༀ学研究科目܈ １科目த １科目

˞その他
・ༀ学ڞ用ݧࢼの合格者のΈ実務実習を行うことができる。
・４次以߱はɼ必修科目をະ修得のままਐڃすることはできない。
・「プϩフェッシϣφϦζϜᶗ」の୯位認定は ３次ɼ「プϩフェッシϣφϦζϜᶘ」の୯位認定は ý次に行う。୯位修得にはプϩフェッ
シϣφϦζϜの構成要ૉごとにఏڙするٛߨɼԋ習ɼ体ݧなどを受ߨしɼクϨジットを修得する必要がある。クϨジットはɼٛߨɼԋ習ɼ
体ݧなどの受ޙߨにɼそれͧれにઃ定されたϦフϨクシϣンシートをఏग़することで修得できる。３次および ý次で୯位修得する
ために必要なクϨジットと֤学でઃ定されたクϨジットは以下のとおりである。ઃ定クϨジットはมߋされる可能性がある。

プϩフェッシϣφϦζϜᶗ 3 &
લظ ظޙ લظ ظޙ

１  ２ý ２１ 0 ３
２  １２ １0 þ Ā
３  ２ １ý １１ １３
合ܭ ８þ ４３
３ 次の୯位修得要件 ８0 以上 １0 以上

プϩフェッシϣφϦζϜᶘ 3 &
લظ ظޙ લظ ظޙ

４  １１ ３ ３ 0
５  0 １0 ２１ ２0
ý  þ １２ 0 0
合ܭ ４３ ４４
ý 次の୯位修得要件 ３５ 以上 ２0 以上
3：3eRuireE に分類された߲目（ٛߨɼԋ習ɼ体ݧなど）　　　&：&lectiWe に分類された߲目（ٛߨɼԋ習ɼ体ݧなど）

（３）同一学に ２間在学しɼなおɼਐڃग़来ない者についてはɼ名城大学学ଇୈ ３ý 条ୈ߲࢛を適用しɼ成業の見込Έがない者としてআ੶
する。ただしɼやむを得ない理由がある場合はこの限りではない。なおɼٳ学ظ間はɼ同一学にࢉೖしない。৽ೖ生のೖ学次におけ
るલٳظ学および間ٳ学についてはɼ４݄ １からٳ学ঝ認までのظ間についてもɼ同一学にࢉೖしない。

6．卒業に必要な単位について
　ༀ学෦に ý以上在学しɼ所定の୯位（１８ý ୯位）を修得した人にはɼଔ業ࢿ格が与えられɼ学࢜（ༀ学）の学位がत与されます。

ଔ業に必要な要件
・必修科目 教ཆ教育෦ Ā୯位

専ༀ学教育෦
　基װ科目܈ þ５ ୯位
　実習科目܈ ２８ ୯位
౷合型ༀ学教育෦ ３ý ୯位
ༀ学アドバンスト教育෦
　ༀ学研究科目܈ １３ ୯位
ܭ　　　　　　 １ý１ ୯位

・બ科目 教ཆ教育෦ ２３ ୯位以上
ༀ学アドバンスト教育෦
　ༀ学研究科目܈ ２୯位以上
ܭ　　　　　 ２５ ୯位以上
　　　　　合ܭ １８ý ୯位以上
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２ その他
Ⅰ．薬学部独自の規則等

1．薬学部分館書庫内図書資料の検索に関
する要項

2．検索に関する取扱要領

3．学外者の図書館利用に関する取り扱い
について

4．名城大学薬学部体育館使用心得

5．学生会館城薬ホール利用内規
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Ⅰ  薬学部独自の規則等
1．薬学部分館書庫内図書資料の検索に関する要項
ୈ一条　ༀ学෦分ؗの書ݿ内のࡧݕについてはɼこの要߲の定めるとこΖによるものとする。

ୈೋ条　書ݿ内の図書及びࢿྉをࡧݕすることができる者はɼ次のとおりとする。

　（１）　本学の職員及び名༪教त

　（２）　本学の大学Ӄ学生ɼ研究ࣨ配ଐの学෦学生及び研究生

　（３）　分ؗの許可を受けた者

ୈࡾ条　書ݿ内の図書及びࢿྉをࡧݕできる時間はɼ分ؗの։ؗからดؗ時間の ３0 分લまでとする。ただしɼ分ؗが必要があると認める

ときはɼ本学専教職員に限り所定の手続きをܦたޙɼ時間外ࡧݕができる。

ୈ࢛条　書ݿ内図書及びࢿྉをࡧݕしようとする者はɼೖݿに先だって係員の許可を得ɼ別に定める名ࡳをつけなければならない。

ୈޒ条　書ݿ内の図書及びࢿྉをࡧݕする場合はɼ図書及びࢿྉの位ஔをཚさないようཹ意しなければならない。

ୈ条　書ݿ内の図書及びࢿྉをଳग़する場合はɼ所定の手続きをしなければならない。

ୈࣣ条　分ؗはɼ本要߲を९कしない者に対してɼ書ݿ内図書及びࢿྉのࡧݕをې止することがある。

ୈീ条　この要߲の実ࢪに際し、ٙٛが生じたときは分ؗがこれをௐする。

　　ෟ　　ଇ

　この要߲はɼত ５Ā  １２ ݄ ２0 からࢪ行する。

　この要߲はɼྩ ２ ４݄ １からࢪ行する。

2．検索に関する取扱要領
（１）ༀ学෦分ؗ書ݿ内図書ࢿྉのࡧݕに関する要߲（以下「要߲」という。）に基ͮきɼऔ扱いを定める。

（２）図書及びࢿྉとはɼෟଐ図書ؗࢪ行ࡉଇୈ一条に規定するものをいう。

（３）要߲ୈೋ条に規定する者とは以下とղऍする。

①　本学の職員として用ɼ࠾用されている者

②　本学の大学Ӄ学生ɼ研究ࣨ配ଐの学෦学生及び研究生としての身分を有する者

③　研究員等でɼ分ؗが許可した者

（４）書ݿ内へのೖݿ手続きは次のとおりとする。

①　分ؗの։ؗ時間内におけるೖݿはɼ利用Ҋ内に従って行うものとする。

②　分ؗのดؗޙにおけるೖݿはɼݪଇとしてはできないがɼ本学の専教職員に限り分ؗが特に必要があると認めるときはɼ所ଐ

研究ࣨ名ɼࢯ名ɼೖग़時間等をඋのாに記ࡌのうえɼೖࡧݕݿをすることができる。

（５）要߲ୈ࢛条に基ͮきɼ書ݿにೖݿしようとする者はɼ次のとおりの名ࡳをつけるものとする。

①　研究員ɼその他分ؗが許可した者　ˠ　උのઢೖりの名ࡳ

②　研究ࣨ配ଐの学෦学生・研究生　ˠ　උのઢೖりの名ࡳ

③　大 学 Ӄ 学 生　ˠ　උの੨ઢೖりの名ࡳ

（ý）要߲ୈೋ条の（２）及び（３）に֘する者がɼೖࡧݕݿをしようとするときはɼ利用Ҋ内及び次に定める手続きをとるものとする。

係員に書ݿ内図書及びࢿྉをࡧݕしたいࢫ申しग़ɼ許可があったޙඋのாにɼ配ଐ研究ࣨ名ɼ学੶൪߸ɼࢯ名を明記する。

（þ）書ݿ内の図書をଳग़するときはɼ所定の手続きをとるものとする。

3．学外者の図書館利用に関する取り扱いについて
（１）学外者でɼༀ学෦分ؗを利用しようとするときはɼ所ଐػ関（又はༀ学෦教職員）のհঢ়と学生証（又は身分証明書）をఄ示しɼ図

書ؗが定める書ࣜにɼ必要事߲を記ೖのうえɼ所定の手続きをとらなければならない。

（２）許可された者にはɼ利用証をަする。

（３）利用にあたってはɼ図書ؗ規ఔ等によって定められている規定に基ͮきɼ利用することができる。

なおɼその際係員にަされた利用証をఄ示のこと。

その他２
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4．名城大学薬学部体育館使用心得
１ɽ体育ؗを使用しようとする時はɼݪଇとして １ ि間લに体育ؗ管理ӡӦҕ員会にئいग़てその許可を得る。

２ɽ体育ؗの使用ޙはそのࢫを体育研究ࣨに͛ࠂること。

３ɽ体育ؗの用۩をआ用する場合はɼ体育研究ࣨに学生証あるいはɼ身分証明書をఏग़すること。

又ؗ内आ用උ以外の用۩を使用しようとする場合はɼ体育研究ࣨの許可を得なければならない。

４ɽでڝ技場にೖらないことɼただし履を使用する場合は体育ؗ用として指定された専用のものに限る。

５ɽ使用۠分および使用時間を厳कすること。

ýɽ常にਗ਼ܿɼにཹ意しɼ使用ޙは必ずਗ਼しݪঢ়に෮すること。

þɽڝ技場内での٤Ԏは厳ېする。

８ ɽ使用தࢪઃあるいはɼ用۩をഁ損したときは体育研究ࣨに申しग़てその指示を受けること。

Ā ɽٳ及びࡇの使用はӡ動෦以外の者はݪଇとして認めない。

１0ɽ使用にあたっては特に使用心得を厳कするようཹ意しɼҧ反した場合は使用をఀ止する。

１１ɽ参加人 ２５0 名以上の場合は体育ؗ使用を認めない。

5．学生会館城薬ホール利用内規
（目　的）

ୈ　１　条　この内規はɼༀ学෦にઃஔする学生会ؗ城ༀϗール（以下ɼ「城ༀϗール」という。）の利用についてɼ必要な事߲を定めること

を目的とする。

（利　用）

ୈ　２　条　城ༀϗールの利用についてはɼ名城大学クラϒハウス管理ӡӦ規ఔɼ名城大学クラϒハウス使用許可条件及び名城大学学生用෭

ࣨ使用内規に定めるものの΄かɼこの内規の定めるとこΖによる。

②　ҹࣨの利用についてはɼ名城大学学生用෭ࣨ使用内規ୈ ４ 条の規ఔにかかわらずɼ事લにༀ学෦学生係にئいग़てɼ許可を受けるも

のとする。

（利用日）

ୈ　３　条　城ༀϗールはɼ大学が特に指定したをআき利用できるものとする。

（利用時間）

ୈ　４　条　城ༀϗールの利用時間はɼ名城大学クラϒハウス使用許可条件ୈ １ ߲ୈ １ ߸及びୈ ２ ߸の規ఔにかかわらずɼ次のとおりとする。

�１�平はɼޕલ ８ 時からޙޕ Ā 時まで

�２�༵ɼॕɼ։学記念及びՆق・ౙٳقՋதの事務ࣨの一੪ٳ業はɼޕલ Ā 時からޙޕ ５ 時まで

②　લ߲ୈ １ ߸及びୈ ２ ߸の規ఔにかかわらずɼ大学が特に必要と認めるときはɼ利用時間をมߋしɼ又は利用の許可をऔりফすことがある。

（遵守事項）

ୈ　５　条　城ༀϗールを利用する者はɼ次の意事߲をकるものとする。

�１�　学生ϗールɼ多目的会ٞࣨɼϗール及びςラスではɼ大を発したりɼָث等の音ग़しなどɼ他人への迷行為をしないこと

２ 　෦ࣨ等はɼ使用ئに記ࡌした目的以外の用్に使用しないこと

３ 　෦ࣨ等のݤはɼ使用の度आ受けɼฦ٫すること

４ 　࿓下でのҿ৯は慎Έɼ࿓下等にやごΈを์ஔしないこと

５ 　常にࣨ内を理しɼਗ਼を心ֻけること

ý 　Րࡂ及び౪の༧にཹ意しɼ下ߍ時にはށకまりɼফ౮等の࢝ޙをすること

þ 　Ϗラɼϙスター等の掲示はɼ指定の掲示൘を利用すること

８ 及びඋはɼ大切に使用することثॄ　

Ā 　学生ϗールɼ多目的会ٞࣨɼϗールɼςラスɼҹࣨɼ౬ࣨɼ࿓下等のڞ同ࢪઃを有しないこと

１0　その他ༀ学෦の指示に従うこと

（特別利用）

ୈ　ý　条　やむを得ない理由によりɼ利用時間外の利用を必要とするときはɼ所定の༷ࣜによりɼༀ学෦学生係をܦてༀ学෦にئいग़てɼ

許可を受けるものとする。

②　課外活動等の目的をもってɼ学生ϗールɼ多目的会ٞࣨɼϗール及びςラスを優先して利用しようとする学生団体等はɼ所定の༷ࣜによりɼ

ༀ学෦学生係をܦてༀ学෦にئいग़てɼ許可を受けるものとする。
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（補　則）

ୈ　þ　条　この内規の定めるものの΄かɼ城ༀϗールの利用に関し必要なことはɼ別に定める。

　　ෟ　ଇ

　この内規はɼ平成 þ  ４ ݄ １ からࢪ行する。

　この内規はɼ平成 ８  １１ ݄ ２８ からࢪ行しɼ平成 ８  １１ ݄ １１ から適用する。

　この内規はɼ平成 ２ý  ３ ݄ １ からࢪ行する。
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�1�ɽ໊େֶֶଇʢൈਮʣ
�2�ɽڭنఔ
�ú�ɽՊཤमੜཁ߲
�4�ɽڀݚੜཁ߲
�5�ɽֶߍ๏ਓ໊େֶͷઃஔ͢Δֶߍͷֶඅʹؔ
͢Δنଇʢൈਮʣ

�ý�ɽֶੜنఔʢൈਮʣ
�þ�ɽͦͷଞֶੜ
�ÿ�ɽֶੜռنఔ
�Ā�ɽ෩ܯใɼࡂʹ͏तٴۀͼݧࢼͷऔѻن
10ɽަ௨ؔػͷετϥΠΩͷ߹ͷतٴۀͼݧࢼ
ͷऔѻن

11ɽʮೆւτϥϑྟ࣌ใʯ͕ൃද͞Εͨ߹
ͷतٴۀͼݧࢼͷऔѻن

12ɽࡂʹର͢Δ৺ಘ
1úɽϋϥεϝϯτͷࢭʹؔ͢ΔΨΠυϥΠϯ

ú
学則および関連規程等

（2025 年 4 月 1 日現在 ）
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1．名城大学学則（抜粋）

第1章　総　　則

　（目的）
第 1 条　本大学は、教育基本๏及び学ߍ教育๏の規定するとこΖ
に従い、学術のத心として、ਂく専の教育研究を行い、合わ
せて൚な教ཆをഓい、的な知性と๛かな人間性をඋえた
有能な人ࡐをཆ成するとともに学術・文化のਐలにد与するこ
とを目的とする。

　（自己評価等）
第 2 条　本大学は、その教育研究ਫ準の向上を図り、本大学の目
的及び社会的使໋をୡ成するため、教育研究活動等のঢ়گにつ
いて自らݕ及びධՁを行い、その݁果をެ表する。

②　લ߲のݕ、ධՁ等に関することは、別に定める。
③　ୈ １ ߲のݕ及びධՁの݁果については、本大学の職員以外
の者によるݕ証を行う。

　（情報の積極的な提供）
第 2 条の 2　本大学における教育研究活動等のঢ়گについては、
。を行うڙ等によって、ੵ極的に情報のఏࡌ行への掲ץ

第 2 章　組　　織

　（学部）
第 3 条　本大学に、次の学෦及び学科をஔく。

๏　ç学　ç෦　　๏学科
ܦ Ӧ 学 ෦　　ܦӦ学科、ࠃ際ܦӦ学科
ܦ ࡁ 学 ෦　　ࡁܦ学科、࢈業社会学科
理  学 ෦　　�学科、電気電ࢠ学科、ࡐྉػ能学

科、応用化学科、ػց学科、ަ௨ػց
学科、社会基学科、メカトϩχクス
盤デβイン学科、環境学科、ݐ
ங学科

　ç学　ç෦　　生ݯࢿ学科、応用生化学科、
生環境科学科

ༀ　ç学　ç෦　　ༀ学科
ࢢ情報学෦　　ࢢ情報学科
人 間 学 ෦　　人間学科
外ޠࠃ学෦　　ࠃ際ӳޠ学科
情報学෦　　情報学科

②　લ߲の֤学෦及び学科のऩ容定員は、別表ୈ１のとおりとする。
　（学部の人材の養成に関する目的）
第 3 条の 2　લ条に定める学෦ごとの人ࡐのཆ成に関する目的そ
の他の教育研究上の目的に関しては、以下のように定める。

（ １��）๏学෦は、๏的思考及び๏的ૉཆを修得させることによ
り、社会のΈならず自ݾに対する٬観的なࢹを持ち、ਖ਼ٛ
感とྙ理観を݉Ͷඋえて、自分で考えஅすることのできる
人ࡐのཆ成を目的とする。

（ えられたࢧい教ཆに際感֮にΈ、෯ࠃ、Ӧ学෦はܦ（��２
شӦॾ科学の理的・実ફ的能力を社会の多༷なྖҬで発ܦ
する人ࡐのཆ成を目的とする。

（ 、という一つの૭を௨じて社会を見つめࡁܦ、学෦はࡁܦ（��３
多༷化・ෳࡶ化する社会にॊೈに対応できる自立的人間のཆ
成を目的とする。

（ ４��）理学෦は、෯いૉཆをඋえ、社会に௨用する専知
識とその応用力を持ち、科学技術者として自らの手で৽しい
分を的に切りいてΏく人ࡐのཆ成を目的とする。

（ ５��）学෦は、生໋科学、৯ྉ・健߁科学、環境科学を基盤
とした෯い専的学識を有し、ಎ察力、力および実ફ
力をඋえ、社会にݙߩできる人ࡐのཆ成を目的とする。

（ ý��）ༀ学෦は、ༀ学の֬かな知識、技能とともに、生໋の尊さを
知り、๛かな人間性とྙ理観をもち、人々の健߁とࢱの向上
にݙߩできる人ࡐのཆ成を目的とする。

（ þ��）ࢢ情報学෦は、αーϏスαイΤンスの観から、ࢢ
に関する૯合的知識とバランス感֮をซせ持ち、まちͮくり
や৫ܦӦに関する༷々な課題を分ੳし、ղܾする人ࡐのཆ
成を目的とする。

（ ８��）人間学෦は、人間性へのಎ察をத֩にすえたいࢹと
ਂい教ཆを持ち、๛かな人間性にཪଧちされ、ࠃ際的な
でも活༂できるίミュχέーシϣン能力と行動力をඋえた人
。のཆ成を目的とするࡐ

（ Ā��）外ޠࠃ学෦は、ࠃ際化のਪਐを理念とし、άϩーバϦθー
シϣンがਂ化するੈքにおいて求められる実ફ的なίミュχ
έーシϣン力を有し、ࠃ境をӽえて活༂できる、以下に掲͛
る能力をඋえた人ࡐのཆ成を目的とする。
①άϩーバル化社会の࠷લઢで活༂できるӳޠのӡ用能力を
有した人ࡐ

②アジアをはじめとするւ外の事情に௨じ、ҟ文化やࠃ際社
会に対してਂい理ղ力を持った人ࡐ

③本の歴࢙、文化、社会をਂく理ղし、本の立場や事情
をੈքに発信する能力をඋえ、άϩーバル化社会を切り
։いて行くことができる人ࡐ

（�１0）情報学෦は、෯いૉཆをඋえ、社会に௨用する情報
学の専知識とその応用力を持ち、情報技術者として自ら
の手で৽しい分を的に切りいてΏく人ࡐのཆ成を目
的とする。

　（大学院）
第 4 条　本大学に、大学Ӄをஔく。
②　大学Ӄに関することは、別に定める。
　（専攻科）
第 5 条　本大学に、専߈科をஔく。
②　専߈科に関することは、別に定める。
　（附属施設等）
第 6 条　本大学に、次の教育研究のࢪઃ等をஔく。
（ １��）研究所
（ ２��）学෦ෟଐ場
（ ３��）その他ෟଐࢪઃ等
②　教育研究のࢪઃ等に関することは、別に定める。
　（附属図書館）
第 7 条　本大学に、ෟଐ図書ؗをஔく。
②　ෟଐ図書ؗに関することは、別に定める。

第 3 章　学年・学期及び休業日

　（学年）
第 12 条　学は、４ ݄ １ に࢝まり、ཌ ３ ݄ ３１ にऴわる。
　（学期）
第 13 条　学を次の ２ 学ظに分ける。
　　　લ４　ظ ݄ １ から Ā ݄ １３ まで
Ā　ظޙ　　　 ݄ １４ からཌ ３ ݄ ３１ まで
　（休業日）
第 14 条　ٳ業は、次のとおりとする。
（ １��）༵
（ ຽのॕに関する๏（তࠃ（��２ ２３ ๏ୈ １þ８ ߸）に定
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めるٳ
（ ３��）Նٳق業　８ ݄上०から Ā ݄ １３ まで
（ ４��）ౙٳق業　１２ ݄下०からཌ １ ݄上०まで
（ ５��）य़ٳق業　２ ݄上०から ３ ݄ ３１ まで
②　必要がある場合、લ߲に定めるものの΄か、ٳ業を定め、
又はมߋすることができる。

第 4 章　修業年限及び在学年限

　（修業年限）
第 15 条　学෦の修業限は、４ とする。ただし、ༀ学෦にお
いては、ý とする。

　（在学年限）
第 16 条　学生は、８ を超えて在学することはできない。ただし、
ୈ ２２ 条又はୈ ２３ 条の規定によりೖ学又はస学෦等が許可され
た者の在学限は、別に定める。

②　લ߲の規定にかかわらず、ༀ学෦の在学限は、１２ とする。

第 5章　入　　学

　（入学の時期）
第 17 条　本大学のೖ学の時ظは、ຖ ４ ݄とする。ただし、ୈ
１0 ষ及びୈ １１ ষに定めるものについては、学ظの࢝めとする
ことができる。

　（入学資格）
第 18 条　本大学に、ೖ学できる者は、次の֤߸の １ に֘する
者とする。

（ をଔ業した者ߍ又はத等教育学ߍ等学ߴ（��１
（ ２��）௨常の課ఔによる １２ の学ߍ教育を修ྃした者
（ ３��）外ࠃにおいて学ߍ教育における １２ の課ఔを修ྃした者

又はこれに準ずる者で、文෦科学大ਉの指定したもの
（ ４��）文෦科学大ਉがߴ等学ߍの課ఔと同等の課ఔを有するも

のとして認定した在外教育ࢪઃの֘課ఔを修ྃした者
（ ５��）専修学ߍのߴ等課ఔ（修業限が ３ 以上であることそ

の他文෦科学大ਉが定める基準をຬたすものに限る。）で文
෦科学大ਉが別に指定するものを文෦科学大ਉが定める以
に修ྃした者ޙ

（ ý��）文෦科学大ਉの指定した者（ত２３文෦লࠂ示ୈ４þ߸）
（ þ��）ߴ等学ߍଔ業ఔ度認定ݧࢼ規ଇによるߴ等学ߍଔ業ఔ度

認定ݧࢼに合格した者（چ規ఔによる大学ೖ学ࢿ格ݕ定に合
格した者を含む。）

（ にߍ等学ߴ（��８ ２ 以上在学した者又はこれに準ずる者で文
෦科学大ਉの指定したものであって、本大学において、学
の分における特に優れた࣭ࢿを有し、かつ、ߴ等学ߍをଔ
業した者と同等以上の学力があると認めた者

（�Ā��）学ߍ教育๏ୈ Ā0 条ୈ ２ ߲の規定により大学にೖ学した者
であって、֘者をそのޙにೖ学させる大学において、大学
における教育を受けるに;さわしい学力があると認めた者

（１0）本大学において、個別のೖ学ࢿ格৹ࠪにより、ߴ等学ߍを
ଔ業した者と同等以上の学力があると認めた者で、１８ にࡀ
ୡした者

　（編入学・転入学及び再入学）
第 22 条　次の֤߸の １ に֘する者で、ฤೖ学、సೖ学又は࠶
ೖ学（以下「ฤೖ学等」という。）をئࢤする者については、
બ考のうえ、相次にฤೖ学等を許可する。

（ １��）大学をଔ業した者又はୀ学した者
（ ２��）ظ大学、ߴ等専学ࠃچ、ߍ立業教員ཆ成所又はࠃ

立ཆޢ教་ཆ成所をଔ業した者

（ ３��）専修学ߍの専課ఔ（修業限が ２ 以上、૯त業時
が １þ00 時間以上であるものに限る。）を修ྃした者（ただし、
学ߍ教育๏ୈ Ā0 条ୈ １ ߲に規定する大学ೖ学ࢿ格を有する
者に限る。）

（ ４��）学ߍ教育๏ࢪ行規ଇෟଇୈ þ 条に定める従લの規定によ
るߴ等学ߍ、専学ߍएしくは教員ཆ成ॾ学ߍ等の課ఔを修
ྃ、又はଔ業した者

科の課ఔ（修業限が߈の専ߍ等学ߴ（���５） ２以上であるこ
とその他の文෦科学大ਉの定める基準をຬたすものに限る。）
を修ྃした者（ただし、学ߍ教育๏ୈ Ā0 条ୈ １ ߲に規定す
る大学ೖ学ࢿ格を有する者に限る。）

　（転学部等）
第 23 条　స学෦・స学科・ίースมߋ（以下「స学෦等」という。）
をئࢤする者については、બ考のうえ、֘の学෦、学科、ίー
スの相次にస学෦等を許可する。

第 6章　教育課程・履修方法等

　（教育課程）
第 24 条　教育課ఔは、֤त業科目を必修科目、બ科目及び自
由科目とし、બ科目については、学修方๏によりબ必修科
目又はબ科目に۠分する。

②　લ߲に定める教育課ఔは、֤次に配してฤ成するものと
する。

③　त業科目、୯位及びଔ業要件は、別表ୈ ２ 及び֤学෦履修
要߲のとおりとする。

④　ୈ ４３ 条及びୈ ４４ 条で定める外ࠃ人ཹ学生及びࢠࠃؼ女とし
てೖ学した者については、લ߲別表ୈ ２ に規定するत業科目の
΄か、別表ୈ ３ に定めるत業科目をஔく。

ᶇ　ୈ ４４ 条の ２ に定めるަཹ学生としてೖ学した者について
は、別表ୈ ２に規定するत業科目の΄か、別表ୈ ３の ２に定め
るत業科目をஔく。

ᶈ　履修方๏に関することは、別に定める。
　（教育内容等の改善）
第 24 条の 2　本大学は、त業の内容及び方๏のվળを図るため
の৫的な研修及び研究を行う。

②　લ߲の研修及び研究に関することは、別に定める。
　（単位）
第 25 条　त業科目の୯位は、次の֤߸の基準によるものとする。
（ 及びԋ習については、１５ٛߨ（��１ 時間から ３0 時間までのत業

時間をもって １ ୯位とする。
（ ２��）実ݧ、実習及び実技については、３0 時間から ４５ 時間まで

のत業時間をもって １ ୯位とする。
②　લ߲の規定にかかわらず、ଔ業文、ଔ業研究、ଔ業੍作等
のत業科目については、これらの学修の成果をධՁして୯位を
与えることができる。

　（単位の授与）
第 26 条　त業科目を履修し、ݧࢼに合格した者には、所定の୯
位を与える。

　（入学前の既修得単位等の認定）
第 27 条　教育上有益と認めるときは、本大学のୈ １次にೖ学
した者が、ೖ学લに、次の教育ࢪઃ等（外ࠃの大学を含む。）
において行った学修及び修得した୯位を、大学ઃஔ基準に定め
るとこΖにより、本大学が定めるत業科目を履修して修得した
ものとΈなし、ý0 ୯位を超えない範囲で認定することができる。

（ １��）大学又はظ大学
（ ２��）ظ大学又はߴ等専学ߍの専߈科
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（ ３��）文෦科学大ਉの定めるもの
　（本大学以外における修得単位等の認定）
第 28 条　学生が、本大学以外の教育ࢪઃ等で行った学修及び修
得した୯位の認定は、લ条の規定を準用する。

②　લ߲の修得したものとΈなす୯位は、ୈ ２þ 条により修得
したものとΈなす୯位と合わせて ý0 ୯位を超えない範囲で
認定することができる。

　（編入学等及び転学部等の単位等の認定）
第 29 条　ฤೖ学等及びస学෦等をした学生のطに履修したत業
科目及び修得した୯位は、֤学෦において認定する。

　（多様なメディアを高度に利用して行う授業）
第 29 条の 2　本大学は、文෦科学大ਉが別に定めるとこΖにより、
多༷なメデΟアをߴ度に利用して行うत業を教ࣨ等以外の場所
で履修させることができる。

　（成績）
第 30 条　履修科目の成は、ल（4）、優（̖）、ྑ （̗）、可（̘）
及び不可（̛）の ５ 種のධޠをもって表わし、ल（4）、優（̖）、
ྑ（̗）及び可（̘）を合格とする。　　　

第 7章　休学・転学・留学・退学等

　（休学）
第 31 条　࣬පその他やむを得ない理由により、３ ݄以上修学す
ることができない者は、学෦教त会のٞをܦて、学෦の許可
を得てٳ学することができる。

間は、１ظ学ٳ　② 以内とする。ただし、特別の理由がある場
合は、１を限度として、ٳ学ظ間のԆを認めることができる。

してࢉ間は、௨ظ学ٳ　③ ４ を超えることができない。
。ೖしないࢉ間は、在学限にظ学ٳ　④
　（復学）
第 32 条　ٳ学ظ間தにその理由がফ໓したときは、学෦教त会
のٞをܦて、学෦の許可を得て෮学することができる。

　（転学）
第 33 条　他の大学にೖ学又はసೖ学をئࢤする者は、学෦に
。いग़て、あらかじめその許可を得なければならないئ

　（留学）
第 34 条　外ࠃの大学又はظ大学で学修することをئࢤする者
は、学෦の許可を得てཹ学することができる。

②　ཹ学ظ間は、ୈ ３８ 条に定める在学ظ間に含めることができ
る。

　（退学）
第 35 条　࣬පその他やむを得ない理由により、ୀ学しようとす
る者は、学෦教त会のٞをܦて、学の許可を得てୀ学するこ
とができる。

　（除籍）
第 36 条　次の֤߸の １ に֘する者は、学෦教त会のٞをܦて、
学がআ੶する。

（ １��）ୈ １ý 条に定める在学限を超えた者
（ ２��）ୈ ３１ 条に定めるٳ学ظ間を超えてなお修学できない者
（ ３��）学අをೲೖしない者
（ ４��）その他成業の見込Έがないと認められる者
　（復籍）
第 37 条　લ条によりআ੶された者で෮੶しようとするものは、
学෦教त会のٞをܦて、学の許可を得て෮੶することができ
る。ただし、લ条ୈ １ ߸によりআ੶された者はআく。

第 8章　卒業及び学位の授与

　（卒業及び学位の授与）
第38条　次の֤߸の１に֘する者には、学෦教त会のٞをܦて、
学෦がଔ業を認定し、学は、学࢜の学位をत与する。

（ １��）本大学に ４ 以上在学し、ୈ ２４ 条に定める １２４ 以上の୯
位を修得した者

（ ２��）本大学に ３ 以上在学し、別に定める要件をຬたした者

第 9章　教職課程及び学芸員課程

　（教育職員免許状の取得）
第 39 条　教育職員໔許ঢ়をऔ得しようとする者は、教育職員໔
許๏及び同ࢪ行規ଇに定める୯位を修得しなければならない。

②　教職課ఔに関するत業科目、୯位、履修方๏等は、別表ୈ
４ のとおりとする。

　（教育職員免許状の種類）
第 40 条　本大学において、所定の୯位を修得した者は、別表ୈ ５
の教育職員໔許ঢ়をऔ得することができる。

　（学芸員資格の取得）
第 40 条の 2　学ܳ員のࢿ格をऔ得しようとする者は、തؗ๏
及び同ࢪ行規ଇに定める୯位を修得しなければならない。

②　学ܳ員課ఔに関するत業科目及び୯位は、別表ୈ ý のとお
りとする。

　（教員免許状更新講習）
第 40 条の 3　本大学において、教育職員໔許๏に基ͮく教員໔
許ঢ়ߋ৽ߨ習を։ઃすることができる。

②　教員໔許ঢ়ߋ৽ߨ習に関することは別に定める。

第 10 章　科目等履修生及び研究生

　（科目等履修生）
第 41 条　本大学において、त業科目につき履修することをئࢤ
する者については、教育研究にࢧোのない場合に限り、બ考の
うえ、科目等履修生としてೖ学を許可する。

②　त業科目を履修し、ݧࢼに合格した者には、所定の୯位を与
える。

　（研究生）
第 42 条　本大学において、専事߲につき研究することをئࢤ
する者については、教育研究にࢧোのない場合に限り、બ考の
うえ、研究生としてೖ学を許可する。

第 11 章　外国人留学生、帰国子女及び交換留学生

　（外国人留学生）
第 43 条　外ࠃ人で、大学において教育を受ける目的をもってೖ
する者については、બ考のうえ、外ئࢤし、本大学にೖ学をࠃ
。人ཹ学生としてೖ学を許可するࠃ

　（帰国子女）
第 44 条　ࢠࠃؼ女で、本大学にೖ学をئࢤする者については、
બ考のうえ、ࢠࠃؼ女としてೖ学を許可する。

　（交換留学生）
第 44 条の 2　本大学とのަྲྀڠ定及び加ໍߍ間のަཹ学をਪਐ
する団体とのڠ定に基ͮきւ外の大学から本大学へ派遣された
者は、બ考のうえ、ަཹ学生としてೖ学を許可する。

第 12 章　賞　　罰

　（表彰）
第 45 条　学生として表জにՁする行為があった者は、学෦教त
会及びٞڠ会のٞをܦて、学が表জする。

　（懲戒）
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第 46 条　本大学の規ଇにҧ反又は学生としての本分に反する行
為をした者は、学෦教त会及び大学ٞڠ会のٞをܦて、学が
ռする。ռの手続き等については、別に定める。

②　લ߲のռの種類は、ୀ学、ఀ学及びࠂ܇とする。
③　લ߲のୀ学は、次の֤߸の １ に֘する場合に行う。
（ １��）性行不ྑでվળの見込Έがないと認められる者
（ ２��）本大学のடংをཚし、その他学生としての本分にஶしく

反した者

第 13 章　厚生施設

　（学生寮等）
第 47 条　本大学に、学生ྈ等をஔく。
②　学生ྈ等に関することは、別に定める。

第 14 章　公開講座

　（公開講座）
第 48 条　ࢢຽ及び地Ҭ社会の教育文化の発లにݙߩするため、
本大学にެ։࠲ߨを։ઃすることができる。

②　ެ։࠲ߨに関することは、別に定める。

第 15 章　学　費　等

　（学費等）
第 49 条　学අ等の種類及びそのֹは、学ߍ๏人名城大学のઃஔ
する学ߍの学අ等に関する規ଇに定めるとこΖによる。

第 1章　総　　則

　（目的）
第 1 条　この規ఔは、名城大学学ଇ（以下「学ଇ」という。）に
定めるものの΄か、教務に関する必要な事߲を定めることを目
的とする。

第 2章　学籍簿及び学生証

　（学籍簿）
第 2 条　名城大学（以下「本学」という。）に所定の学੶をඋえ、
その保管は学務センターで行う。

②　学੶の記ࡌ事߲にมߋが生じたときは、ちに、所定の用
。にその理由を記ೖのうえ、学෦にಧけग़なければならないࢴ

　（学生証の交付等）
第 3 条　本学にೖ学した者には、学生証をަする。
②　学生証の有ޮظ間は、１ とする。
③　学生は、学生証に記ࡌされた意事߲を९कしなければなら
ない。

④　学生証のަの時ظ、方๏等は֤学෦で定める。

第 3章　授業及び履修科目の登録

　（授業）
第4条　本学におけるत業は、度のॳめに、त業科目、༵ 、時限、
त業科目を担する教育職員等を、֤学෦でঝ認したものを学
務センターにおいて、त業時間割表によりެ表し実ࢪする。た
だし、集தٛߨ等については、別にこれをެ表し実ࢪすること
がある。

②　ަ௨ػ関のストライキの実ࢪ、暴෩警報の発ྩ、ࡂ害等の発

生及び大規地に関する定会ট集時のत業のऔ扱いに関す
ることは、別に定める。

　（履修科目の登録）
第 5 条　学生は、履修科目としてొ録することができる୯位に
基ͮき、その度又はその学ظに履修しようとするत業科目を
બし、指定されたظ間内に、履修科目のొ録をしなければな
らない。

②　લ߲の定めるとこΖにより、所定の୯位を優れた成をもっ
て修得した学生については、次度又は次学ظに、લ߲に定め
る上限を超えて履修科目のొ録を認めることができる。

③　次の֤߸のいずれかに֘したत業科目の履修はແޮとする。
（１）ະొ録のत業科目の履修
（２）同一時間ଳにෳのत業科目の履修
に୯位を修得したत業科目の履修ط（３）

④　ఏग़された履修ಧのมߋは、学෦等で特に認めた場合の΄か
は行うことができない。

ᶇ　その他履修に関する必要なことは、学෦等で定める。
　（他学部の授業科目の履修）
第 6 条　学生は、所ଐ学෦のत業科目の΄かに他の学෦のत業科
目を履修することができる。

②　他の学෦のत業科目の履修をر望する者は、所ଐ学෦をܦ
て、履修をر望する学෦の学෦の許可を得なければならない。

③　履修を許可するत業科目、୯位の認定及びその他必要なこと
は、֘྆学෦で定める。

　（副専攻）
第 6 条の 2　学生は、他の学෦・学科のत業科目のதから指定さ
れた特定分のत業科目を෭専߈科目として履修することがで
きる。

②　෭専߈に関するその他必要なことは、別に定める。
　（他大学の授業科目の履修）
第 7 条　学生は、本学のत業科目の΄かに「୯位互に関するแ
。定」に加ໍする大学のत業科目を履修することができるڠׅ

②　他大学のत業科目の履修をر望する者は、所定の手続をܦて、
科目։ઃ大学の許可を得なければならない。

③　他大学でొ録履修できる୯位及びその他必要なことは、別に
定める。

第 4章　試験・成績・単位認定等

　（試験）
第 8 条　ݧࢼは、定ݧࢼظ、ݧࢼ及びݧࢼ࠶とする。ただし、
必要があるときは、適ٓ、ݧࢼを実ࢪすることができる。

②　ݧࢼは、࣬පその他やむを得ない理由により、定ݧࢼظを
受ݧできなかった者について、１ ճに限り行う。

の݁果、不合格になった者について、１ݧࢼظは、定ݧࢼ࠶　③
ճに限り行うことができる。

ड़によるものとする。ただし、ޱの方๏は、筆記又はݧࢼ　④
文その他の方๏により、これにえることができる。

　（試験の実施）
第 9 条　ݧࢼの実ࢪに関することは、学෦等で定める。
②　ަ௨ػ関のストライキの実ࢪ、暴෩警報の発ྩ、ࡂ害等の発
生及び大規地に関する定会ট集時のݧࢼのऔ扱いに関す
ることは、別に定める。

　（受験の資格）
第 10 条　受ݧに必要な手続をしなかった者又は学අをೲೖしな
かった者は、受ݧできない。

②　次の֤߸のいずれかに֘するときは、受ݧできないことが

2．教　務　規　程
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ある。
（ １��）त業科目のग़੮が ３ 分の ２ にຬたないとき
（ ２��）学生証（所定の受ݧථを含む。）をఏ示できないとき
（ 所定の時間以上れたとき、ޙ࢝։ݧࢼ（��３
（ 監督者の指示に従わないときݧࢼ（��４
（ において不ਖ਼行為をしたときݧࢼ（��５
（ ý��）その他学෦等で定める事߲にҧ反したとき
　（成績の評価）
第 11 条　成は、１00 をຬとし、ධՁは、Ā0 以上を̨、
８0 以上 Ā0 ະຬを̖、þ0 以上 ８0 ະຬを̗、ý0 以上
þ0 ະຬを̘、ý0 ະຬを̛とする。

②　成ධՁ基準については、次のとおりとする。

ධՁ 基　準 
4 त業目ඪのਫ準を十分にୡ成でき、際立っている。 １00 ʙ Ā0
" त業目ඪのਫ準を十分にୡ成できている。 ８Ā ʙ ８0
# त業目ඪのਫ準を֓Ͷୡ成できている。 þĀ ʙ þ0
$ त業目ඪの࠷限のਫ準をୡ成できている。 ýĀ ʙ ý0
' त業目ඪの࠷限のਫ準をୡ成できていない。 ５Ā ʙ 0

　（GPA）
第 11 条の 2　履修指導等において、(1"（άϨード・ϙイント・
アϕϨージ）による成ධՁを用いることができる。

②　(1"のࢉग़方๏については、別に定める。
　（成績の通知）
第 12 条　成は、受ݧ者に௨知する。
②　௨知の時ظ、方๏等に関することは、学෦等で定める。
　（不正行為の禁止）
第 13 条　ݧࢼにおいて、不ਖ਼行為を行ってはならない。
②　不ਖ਼行為のऔ扱いについては、内規をもって定める。
　（単位の認定及び表記）
第 14 条　学ଇୈ ２þ 条及びୈ ２８ 条に定める୯位の認定は、学෦
が行う。

ೖ学、స学෦等の学生のೖ学及びసೖલに修得したत業科࠶　②
目の୯位、成並びにධՁの表記は、֤学෦において認定した
୯位、成及びୈ １１ 条に定めるධՁ又は/の表示をもって
行う。

③　本学以外の教育ࢪઃ等において行った学修及び修得した୯位
のうち、認定した୯位及び成の表記は、୯位の記ࡌとୈ
１１ 条に定めるධՁ又は/の表示をもって行う。

　（進級）
第 15 条　学生が、上ڃ次にਐڃするために必要な୯位修得基
準は、学෦で定める。

　（早期卒業の要件）
第 16 条　学ଇୈ ３８ 条ୈ ２ ߸に定める者は、次の要件をすべてຬ
たした者でなければならない。

（ １��）３ 以上の在学で、本学の定めるଔ業要件としての୯位を
優लな成で修ྃした者

（ ２��）学ଇୈ ３８ 条ୈ ２ ߸に規定するଔ業をر望している者

第 5章　学籍異動の手続等

　（休学の手続）
第 17 条　ٳ学しようとする者は、その理由が生じたときから １
݄以内に、所定の用ࢴにその理由を記ೖし、保証人連ॺのうえ、
学෦にئいग़るものとする。

なܦ間をԆしようとする者は、લ߲に定める手続をظ学ٳ　②
ければならない。

学を許可された者は、別に定める在੶ྉを本学の指定するٳ　③

。間内にೲೖしなければならないظ
　（復学の手続）
第 18 条　෮学しようとする者は、所定の用ࢴにその理由を記ೖ
し、保証人連ॺのうえ、学෦にئいग़るものとする。

②　෮学の時ظは、֤学ظのॳめとする。ただし、特別の事情が
あるときは、この限りでない。

　（退学の手続）
第 19 条　ୀ学しようとする者は、所定の用ࢴにその理由を記ೖ
し、保証人連ॺのうえ、学෦をܦて、学にئいग़るものと
する。

②　ୀ学のは、طೲのत業ྉ等の有ޮظ間内で、教त会の指
定するとする。

　（再入学の手続）
第 20 条　࠶ೖ学しようとする者は、所定の用ࢴにその理由を記
ೖし、保証人連ॺのうえ、学෦をܦて、学にئいग़るもの
とする。

間は、ୀ学したཌからୀ学したのظئೖ学のग़࠶　② ５ ޙ
ののଐする度のまでとする。

ೖ学が許可された者は、別に定めるೖ学ۚ及びत業ྉ等を࠶　③
本学の指定するظ間内にೲೖしなければならない。

。は、度のॳめとするظೖ学の時࠶　④
　（除籍の日付）
第 21 条　আ੶のは、طೲのत業ྉ等の有ޮظ間内で、教त
会の指定するとする。ただし、学ଇୈ ３ý 条ୈ ４ ߸によりআ
੶されたೖ学手続ྃ者で、度ॳめに学生証を受ྖしない者
のは ４ ݄ ３0 とする。

　（復籍の手続）
第 22 条　෮੶しようとする者は、所定の用ࢴにその理由を記ೖ
し、保証人連ॺのうえ、学෦をܦて、学にئいग़るものと
する。

②　෮੶のग़ظئ間は、আ੶されたのཌからআ੶されたの
５ ޙののଐする度のまでとする。

③　෮੶が許可された者は、別に定める෮੶ྉ及びत業ྉ等を本
学の指定するظ間内にೲೖしなければならない。

④　෮੶の時ظは、度のॳめとする。
　（転学部等の手続）
第 23 条　స学෦等のئࢤ者は、所定の用ࢴにその理由を記ೖし、
所ଐ学෦にئいग़るものとする。

②　స学෦等が許可された者は、別に定めるస学෦ྉ等及びत業
ྉ等を本学の指定するظ間内にೲೖしなければならない。

③　స学෦等の時ظは、度のॳめとする。
④　స学෦等のબ考方๏等に関することは、学෦で定める。

第 6章　学　位　記

　（学位記）
第 24 条　学位記のは、ଔ業ࣜのとする。ただし、ༀ学෦
においては、ଔ業ࣜの以લのとすることができる。

②　度のத్において、ଔ業と認定されたときの学位記の
は、次の֤߸のとおりとする。
（１）次の度の ４ ݄ ３0 までに、ଔ業と認定されたときは、
લ度のଔ業ࣜのとする。

（２）次の度の １0 ݄ ３１ までに、ଔ業と認定されたときは、
その度の Ā ݄ １３ のとする。

③　学位記は、ަ࠶しない。

第 7章　雑　　則
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　（諸証明書の発行）
第 25 条　本学に在੶する者又は在੶した者から求めがあるとき
は、ॾ証明書を発行することができる。

②　証明書の発行の時ظ、方๏等に関することは、学෦等で定め
る。

　（様式等）
第 26 条　この規ఔのࢪ行に必要な༷ࣜ及び事߲は、別に定める。

　（目的）
第 1 条　この要߲は、名城大学学ଇ（以下「学ଇ」という。）ୈ
４１ 条に定める科目等履修生のऔ扱いに係る必要な事߲を定め
ることを目的とする。

　（資格）
第 2 条　名城大学（以下「本大学」という。）の科目等履修生と
してئࢤできる者のࢿ格は、ݪଇとして੍限しない。

　（受付の時期）
第 3 条　科目等履修生としてೖ学をئࢤする者の受の時ظは、
学ظの࢝めとする。ただし、集தٛߨの場合は、この限りでない。

　（手続）
第 4 条　科目等履修生としてೖ学をئࢤする者は、本大学の指定
するظ間内に、次の֤߸に定める書類の΄か、別に定めるೖ学
定ྉৼ込証明書をఴえて、学務センター、ༀ学෦事務ࣨ及びݕ
φΰϠドーϜલキャンパス事務ࣨにئいग़るものとする。

（ １��）科目等履修生ೖ学ئࢤ書（ئࢤ書受લ ３ ݄以内にࡱ
影したࣸ真をషのこと）

（ ２��）ଔ業証明書及び成証明書
（ ３��）その他本大学が必要とするもの
　（入学の許可）
第 5 条　科目等履修生のೖ学は、त業科目を։ߨする学෦教त会
等のٞをܦて、学が許可する。

　（科目等履修料等）
第 6 条　科目等履修生としてೖ学を許可された者は、別に定める
科目等履修ྉ及び実ݧ実習අを本大学の指定するظ間内にೲೖ
しなければならない。

②　લ߲の手続をऴえた者には、許可௨知書をަする。
　（科目等履修生証）
第 7 条　科目等履修生には、科目等履修生証をަする。
　（履修期間）
第 8 条　科目等履修生の履修ظ間は、ೖ学を許可されたからそ
の度のまでとする。ただし、履修科目が ２ 度にわたり
։ߨされる場合は、この限りでない。

　（授業科目及び単位数）
第 9 条　履修を許可するत業科目は、学෦教त会等のٞをܦて、
学෦がܾ定する。

②　履修を許可する୯位は、１ 度につき、３0 ୯位以内（集த
。によるものも含む。）とするٛߨ

　（履修科目の単位の授与等）
第 10 条　科目等履修生として履修した科目については、学ଇୈ
４１ 条ୈ ２ ߲により、所定の୯位を与える。

②　୯位त与のためのݧࢼの種類、方๏及び݁果の௨知は、教務
規ఔの定めるとこΖによる。

③　履修した科目の成のධՁは、学ଇୈ ３0 条の規定の定める
とこΖによる。

　（証明書の発行）
第 11 条　科目等履修生には、本人の求めにより、୯位修得証明
書等を発行することができる。

　（資格の取消）
第 12 条　履修ظ間தにおいて本大学の規ଇ等にҧ反し、科目等
履修生としての本分に反する行為をした者は、科目等履修生の
。格をऔফすことがあるࢿ

　（様式）
第 13 条　ୈ ４ 条に定める科目等履修生ೖ学ئࢤ書の༷ࣜは、別
に定める。

　（補則）
第 14 条　この要߲のࢪ行に関し必要なことは、学務センター
が定める。

　（準用）
第 15 条　科目等履修生に関し、学ଇ及びこの要߲に定めのない
ことについては、ਖ਼規の学生に関する規定を準用する。

　（目的）
第 1 条　この要߲は、名城大学学ଇ（以下「学ଇ」という。）ୈ
４２ 条に定める研究生のऔ扱いに係る必要な事߲を定めること
を目的とする。

　（資格）
第 2 条　名城大学（以下「本大学」という。）の研究生としてࢤ
。格は、次の֤߸のいずれかに֘する者とするࢿできる者のئ

（ １��）修業限 ４ 以上の大学をଔ業した者
（ ２��）本大学において、લ߸と同等の学力があると認められた者
　（手続）
第 3 条　研究生としてೖ学をئࢤする者は、本大学の指定するظ
間内に、次の֤߸に定める書類の΄か、別に定めるೖ学ݕ定ྉ
ৼ込証明書をఴえて、学務センター、ༀ学෦事務ࣨ及びφΰϠ
ドーϜલキャンパス事務ࣨ（以下「学務センター等」という。）
にئいग़るものとする。

（ １��）研究生ೖ学ئࢤ書（ئࢤ書受લ ３ ݄以内にࡱ影した
ࣸ真をషのこと）

（ ２��）ଔ業証明書及び成証明書
（ ３��）研究を指導する教育職員のঝ書
する者をئࢤ人ཹ学生としてࠃ人ཹ学生（外ࠃ者が、外ئࢤ　②
含む。）の場合は、લ߲の書類の΄か、次の֤߸に定める書類
をఴえなければならない。

（ １��）在ཹカード（ࣸ）、एしくはॅຽථ
（ ２��）学අ負担者等及び連絡先を明示した書類
　（入学の許可）
第 4 条　研究生のೖ学は、学෦教त会のٞをܦて、学が許可する。
　（研究料等）
第 5 条　研究生としてೖ学を許可された者は、別に定める研究ྉ
及び実ݧ実習අを本大学の指定するظ間内にೲೖしなければな
らない。

②　લ߲の手続きをऴえた者には、ೖ学許可書をަする。
　（研究生証）
第 6 条　研究生には、研究生証をަする。
　（研究期間）
第 7 条　研究生の研究ظ間は、ݪଇとして １ とする。ただし、
ೖ学者については、学ଇୈظޙ １３ 条に定めるظޙのظ間のΈ

3. 科目等履修生要項

4. 研究生要項



ú ― Ā

も可能とする。なお、研究の必要がある場合は、１ 以内のԆ
をすることができる。

②　研究ظ間をԆしたޙ、特別の事情によりߋに研究ظ間が必
要な場合は、վめてئいग़るものとする。

　（延長手続）
第 8 条　研究ظ間のԆをر望する者は、研究ظ間Ԇئ書を学
務センター等にఏग़するものとする。

②　外ࠃ人ཹ学生の場合は、લ߲の書類の΄か、ୈ ３ 条ୈ ２ ߲に
定める書類をఴえなければならない。

　（延長許可）
第 9 条　研究ظ間のԆは、学෦教त会のٞをܦて、学が許可
する。

　（研究科目等）
第 10 条　学෦は、研究生の専事߲を指定し、研究を指導す
る教育職員を指名するものとする。

　（研究報告書の提出）
第 11 条　研究生は、その研究ظ間のऴྃに際し、研究報ࠂ書を
学෦にఏग़しなければならない。

　（研究等の証明）
第 12 条　研究生は、研究ظ間及び研究事߲に係る証明を求める
ことができる。

　（資格の取消）
第 13 条　研究ظ間தにおいて研究生として不適と認めたとき
は、ࢿ格をऔফすことがある。

　（様式）
第 14 条　ୈ ３ 条ୈ １ ߲ୈ １ ߸及びୈ ８ 条ୈ １ ߲に定めるئ書の
༷ࣜは、別に定める。

　（準用）
第 15 条　研究生に関し、学ଇ及びこの要߲に定めのないことに
ついては、ਖ਼規の学生に関する規定を準用する。

第 1章　総　　則

　（目的）
第 1 条　この規ଇは、他に定めるものの΄か、学ߍ๏人名城大学
のઃஔする学ߍの学අ及び手ྉ（以下「学අ等」という。）
に関して定めることを目的とする。

　（適用範囲）
第 2 条　この規ଇは、名城大学大学Ӄ、名城大学（以下「大学」
という。）並びに名城大学ෟଐߴ等学ߍ（以下「ߍߴ」という。）
に適用する。

　（学費等の種類）
第 3 条　学අの種類は、ೖ学ۚ、त業ྉ、実ݧ実習අ、ߍඅ、ࢪ
ઃඅ又はࢪઃҡ持අ及び教職履修අ、学ܳ員履修අ、科目等履
修ྉ、研究ྉ、特別ௌߨྉ並びに在੶ྉをいう。

②　手ྉの種類は、ೖ学ݕ定ྉ、స学෦・స学科・ίースมߋ（以
下「స学෦等」という。）ݧࢼྉ、ݧࢼ࠶ྉ及び学位৹ࠪྉ、
෮੶ྉ、స学෦等ྉ並びに֤種証明手ྉをいう。

第 2章　大学の学費等

　（学費等の額）
第 3 条の 2　学අ等のֹについては、別表ୈ １ʦ全学ڞ௨事߲参照ʧ
のとおりとする。

　（新入学生以外の学費の適用）
第 3 条の 3　৽ೖ学生以外の者の学අの適用については、次のと
おりとする。

（ １��）ཹ者のत業ྉ等
　ཹ者のत業ྉ、実ݧ実習අ、ߍඅ及びࢪઃඅ（以下「त
業ྉ等」という。）は、その者のೖ学度のものを適用する。

（ ２��）෮学者のत業ྉ等
　෮学者のत業ྉ等は、その者のೖ学度のものを適用する。

（ ３��）෮੶者のत業ྉ等
　෮੶者のत業ྉ等は、その者を෮੶させる対象学次のも
のを適用する。

（ ４��）స学෦等をした者のत業ྉ等
　స学෦等をした者のत業ྉ等は、֘対象の学෦・ίース・
学科の学次のものを適用する。

（ ５��）ฤೖ学者及び࠶ೖ学者の学අ
　ฤೖ学者及び࠶ೖ学者のೖ学ۚは、ೖ学度のものを適用
し、त業ྉ等はฤೖ学又は࠶ೖ学を許可した対象の学෦・ίー
ス・学科の学次のものを適用する。

（ ý��）ٳ学者の在੶ྉ
間த、在੶ྉをೲೖするものとする。たظ学ٳ、学者はٳ　
だし、લ・ظޙ分いずれかのत業ྉ等がೲೖされている者に
ついては、そのظの在੶ྉは、ऩしないものとする。

（ þ��）在੶ྉのֹݮ
　લ߸の在੶ྉは、特に理由がある場合に限りֹݮすること
ができる。

②　学の్தで学੶がফ໓した者も、学੶がফ໓したલのଐ
するظのत業ྉ等は、これをೲೖするものとする。ただし、大
学Ӄത࢜課ఔにおいて、特に大学の事情により学位文の৹ࠪ
が度をӽす場合の֘ӽした度のत業ྉ等は、これをऩ
しないものとする。

　（長期履修学生制度に係る学費等の特例）
第 3 条の 4　大学Ӄ修࢜課ఔ及びത࢜લظ課ఔ並びにതظޙ࢜課
ఔ及びത࢜課ఔのうち、ظ履修をر望した社会人学生が、ظ
間をॖした場合は、ॖしたの学අ૯ֹとの差ֹをऩ
するものとする。

　（学費等の納入期限）
第 4 条　大学の学අ等のೲೖظ限は、次のとおりとする。
（ １��）ೖ学ݕ定ྉ

　ೖ学ݕ定ྉは、大学の指定するೖ学ئࢤ手続ظ間内に、こ
れをೲೖしなければならない。

（ ２��）ೖ学ۚ
　ೖ学ۚは、大学の指定するೖ学手続ظ間内に、これをೲೖ
しなければならない。

（ ３��）त業ྉ等
ア ৽ೖ学生
　৽ೖ学生のत業ྉ等のうち、લظ分は、大学の指定するೖ
学手続ظ間内に、これをೲೖし、ظޙ分のೲೖظ限は、１0
݄ １0 とする。
イ 在学生
　在学生のत業ྉ等のೲೖظ限は、これを ２ に分け、ຖظ
５ ݄ １0 及び １0 ݄ １0 とする。

　（授業料等の納期の延期）
第 5 条　त業ྉ等は、次の場合、そのೲظのԆظを認めることが
ある。

（ １��）不慮の事ނ又はࡂ害等、真にやむを得ない理由がある場合

5．学校法人名城大学の設置する学
校の学費等に関する規則（抜粋）
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（ ２��）ೖ学手続で分割手続が認められている場合
②　त業ྉ等のೲظのԆظをئいग़る者で、લ߲ୈ １ ߸に֘す
るものはཏࡂ証明書等ೲظのԆظをئいग़るにる文書類をఴ
し、લ߲ୈ ２ ߸に֘するものは所定のԆئظにより、ೲೖ
。いग़るものとするئ限લに、֘学෦にظ

③　ೲظԆئظは、学෦及び学のঝ認をܦて、ܦ理者の
。を得なければならないࡋܾ

④　લ߲によりೲظのԆظを認められた者のೲೖظ限は、Ԇظを
認められたまでとする。

　（学費等の不返還）
第 6 条　طにೲೖされた学අ等は、次の場合をআき、事情のいか
んにかかわらず、これをฦؐしない。

（ １��）明らかに重ෳ又は超過ೲೖになった分のある場合
（ ２��）学੶がফ໓したとき、֘ফ໓ののଐするظの次のظ

の学අで、લೲされていた分のある場合。ただし、৽ೖ学生
でೖ学手続時ೲೖۚとしてೲೖされた学අは、このऔ扱いを
しない。

（ ３��）ୈ ８ 条の規定により、ิ助໔আとなった分のある場合
（ ４��）特に理事が、その必要を認めた分のある場合
　（入学等の不許可）
第 10 条　ೖ学ۚ及びत業ྉ等の所定のֹをೖ学手続ظ間内にೲ
ೖしなかった者は、ೖ学を許可しない。

②　科目等履修生、研究生、࠶ೖ学者、స学෦等をした者で、所定
の学අ等を、指定するظ間内にೲೖしなかった者は、それͧれの
許可をऔりফす。

　（除籍手続）
第 11 条　त業ྉ等のೲೖのٛ務をଵった者は、学ଇの規定によ
りআ੶の手続にす。

②　લ߲によりআ੶の手続にすときは、それ以લにࡉଇで定め
る督ଅ等必要な手続をܦるものとする。

学を許可された者で、所定の在੶ྉをೲೖしなかった者にٳ　③
ついては、ୈ １ ߲த「त業ྉ等」とあるのを「在੶ྉ」とಡΈ
ସえるものとする。

　（未納による試験無効の手続）
第 12 条　ೲೖظ限までにत業ྉ等のೲೖをଵった者は、֘ະ
ೲظにかかわるݧࢼແޮ手続にす。

②　લ߲にかかわるݧࢼとत業ྉ等のೲೖظ限のऔ扱いは、次の
とおりとする。
（１�）લݧࢼظについては、લظ分と、その࠷ऴのೲೖظ限
限ظऴのೲೖ࠷分と、そのظޙ、についてはݧࢼظޙ（�２）
（３�）௨の学度ݧࢼについては、લظ分及びظޙ分と、
それͧれの࠷ऴのೲೖظ限

③　ୈ １ ߲によりݧࢼແޮの手続にすときは、ࡉଇで定める手
続をܦるものとする。

　（目的）
第 1 条　この規ఔは、名城大学（大学Ӄを含む。以下「本学」と
いう。）の学生に対し、学੍度をઃけ、その教育の向上にࢿ
することを目的とする。

　（定義及び種類）
第 2 条　લ条の学੍度における学生は、次の֤߸で掲͛るも
のとする。

（ １��）学業優ल学生

　学業（ೖ学ݧࢼ成を含む。）、人ともに特に優लな学生
を学業優ल学生とし、別表ୈ １ のとおり学ۚ又は記念
をڅすることにより、修学意ཉのߴ༲を図る。

（ ２��）修学ԉ助学生
　学業成が優लで修学意ཉがあるにもかかわらず、ࡁܦ的
理由により、学業の継続がࠔと認められる学生を修学ԉ助
学生とし、別表ୈ ２ のとおりԉ助する。

（ ３��）特別学生
　社会人学生及びަཹ学生等のࢧԉ、ࢲඅ外ࠃ人ཹ学生で
向学の意ࢤを有し、かつ、学ࢿのܰݮを要すると認められる
者に対するԉ助、並びに学生の教育研究のਪਐを目的とし、
特別学生として別表ୈ ３ のとおりԉ助する。

化クラϒ等学生ڧ（���４）
　特に優लな成をおさめた学生又は特ஈにߴいスϙーπ能
力を持つ学生に対し、ڝ技力の向上をଅし、本学のスϙーπ
活動のߴ度化、活性化を図ることを目的として、別表ୈ ４の
とおりԉ助する。

②　લ߲ୈ １ ߸に掲͛る学業優ल学生の種類は、次のとおりと
する。

（�１��）大学Ӄ学業優ल学生
（�２��）学業優लྭ੍度
（�３��）学業優ल学生
（�４��）ೖࢼ成優ल学生
③　ୈ １ ߲ୈ ２ ߸に掲͛る修学ԉ助学生の種類は、次のとおり
とする。

（ １��）修学ԉ助̖学生
（ ２��）修学ԉ助̗学生
（ ３��）利څิࢠ学生
④　ୈ１߲ୈ３߸に掲͛る特別学生の種類は、次のとおりとする。
（ １��）社会人学生学生
人ཹ学生̖学生ࠃඅ外ࢲ（���２）
（�３��）派遣ަཹ学学生
（�４��）受ೖれަཹ学学生
（�５��）ւ外研修学生
（�ý��）ւ外ӳޠ研修派遣ࢧԉ"学生
（�þ��）ւ外ӳޠ研修派遣ࢧԉ#学生
（�８��）大学Ӄ学生
（ Ā��）本学ଔ業等ิ助学生
友会学生ߍ（１0）
（１１）大学ਪનによるࠃඅ外ࠃ人ཹ学生学生
（１２）ւ外大学教員学位औ得ࢧԉ学生
（１３）本学術ৼڵ会特別研究員学生
　（奨学生の資格等）
第 3条　学生のࢿ格、ื集ظ間、څظ間、人及びڅֹは、
別表ୈ １から別表ୈ ４までで定める基準によって、これを行う。

②　֤種学੍度は、त業ྉ、実ݧ実習අ及びࢪઃඅのֹを超
えない範囲で重ෳ可能とする。ただし、大学等における修学の
๏ୈݩԉに関する๏（ྩࢧ ８߸。以下「๏ୈ ８߸」
という。）に基ͮくत業ྉ等ݮ໔認定者において、֤種学੍
度は、त業ྉ、実ݧ実習අ及びࢪઃඅのֹから๏ୈ ８߸に
よるݮ໔ֹを差しҾいたֹۚを超えない範囲で重ෳ可能とす
る。

③　ୈ ２条ୈ ４߲ୈ ３߸、ୈ ５߸、ୈ ý߸、ୈ þ߸、ୈ Ā߸及び
ୈ １0 ߸に֘する特別学生は、લ߲の規定にかかわらず、
学ۚの全ֹを受څすることができるものとする。

④　学生は、在学ظ間分に限り学ۚを受څするࢿ格を有する。

6．奨学生規程（抜粋）
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ただし、本学ଔ業等ิ助学生はこの限りでない。
　（資格の喪失）
第 5 条　学生が次の֤߸のいずれかに֘する場合は、そのࢿ
格をࣦう。

（ １��）ୀ学又はআ੶となったとき
（ ２��）ఀ学、ࠂ܇その他のॲ分を受けたとき
（ ３��）ఏग़書類にِڏの記ࡌがあったとき
　（奨学金の停止）
第 6 条　ୈ ２条ୈ ４߲ୈ １߸、ୈ ２߸及びୈ １２߸に֘する学
生がٳ学又はཹしたときは、学ۚのڅをఀ止する。ただし、
同߲ୈ ２߸及びୈ １２߸に֘する学生が、ප気その他やむを
得ない理由によりཹしたときは、この限りではない。

②　ୈ ２ 条ୈ ４ ߲ୈ １１ ߸に֘する特別学生がٳ学又はཹ
したときは、文෦科学লの基準に準じてऔ扱うものとする。

　（返還）
第 7 条　ୈ ５ 条の規定によりࢿ格のࣦがܾ定したときは、֘
度にަされた学ۚの全෦又は一෦のฦؐを໋ずることが
できる。

　（所掌業務）
第 8 条　この規ఔに関する業務は、学務センター又はࠃ際化ਪਐ
センターにおいて分ঠする。

　（補則）
第 9 条　この規ఔのࢪ行に関し、必要な事߲は別に定める。

別表第 1（第 2 条、第 3 条関係）
学 業 優 秀 奨 学 生

種　類 大学Ӄ学業優ल学生 学業優लྭ੍度 学業優ल学生

格　ࢿ 大学Ӄ生で、学業成及び人優ल者 ৽ ３ 次生で、２ 次までの学業成及
び人優ल者（ༀ学科は৽ ５ 次生で、
４ 次までの学業成及び人優ल者）

৽ ４ 次生で、３ 次までの学業成及
び人優ल者

間　ظ ֘度 ֘度 ֘度

人　 Ā0 名 ２ý0 名 ֤学科で １名（ༀ学科は ２ 名）

ֹڅ ֹ一 ３0 ສԁ ３ ສԁ相のۚ त業ྉֹの１ö２

内　規
による
成　
基　準

֤研究科による 次の 	１
 及び 	２
 に֘する者
	１
�２ 次までに ý２ ୯位以上（教職及び
学ܳ員に関するत業科目、自由科目をআ
く。）を、修得している者
ༀ学科は ４ 次までに １５0 ୯位以上を、
修得している者
	２
 履修ొ録科目の平ۉが ８0 以上の者

次の 	１
 及び 	２
 に֘する者
	１
�３ 次までに Ā３ ୯位以上（教職及び
学ܳ員に関するत業科目、自由科目をআ
く。）を、修得している者で、ଔ業見込Έ
の者（ༀ学科をআく）
	２
 履修ొ録科目の平ۉが ８0 以上の者

別表第 2（第 2 条、第 3 条関係）
修 学 援 助 奨 学 生

種　類 修学ԉ助̗学生 利څิࢠ学生

格　ࢿ 学෦生、大学Ӄ生でओたる家ࢧܭ持者（学ࢿ負担者）のࢮ、
࣬ප等、又は、Րࡂ、෩ਫ害等の被害により家ܭが急มし、
修学の意思があるにもかかわらず、ࡁܦ的にஶしくࠔとなっ
た者。家ܭ基準及び成基準は別に定める。

ඛࡾ）するۜ行ܞ的な理由により本学とఏࡁܦ 6'+ ۜ行）の
教育ϩーンを利用した者

ื　集 ý ݄、Ā ݄、１２ ݄、２ ݄ ２ ݄

間　ظ ֘度 ֘度

人　 ֘する者全員 ֘する者全員

ֹڅ ֹ一 ３0 ສԁ ֘度までの学අを限度とするआೖֹのࢧ利ࢠに、教育
ϩーン利用者のऩに応じたڅ（５0ˋ又は１00ˋ）をじ
たֹ

内　規
による
家　ܭ
基　準

同一ੈଳのલ度所得合ܭ （ֹ学ࢿ負担者をআく。）から別表に
よる߇আޙの合ֹܭが ２00 ສԁ以下とする。ただし、事業所得
者のલ所得合ֹܭがϚイφスの場合は、0 ԁとしてܭ上する。
˞別表は૭ޱで申書類とともにおしいたします。

内　規
による
成　
基　準

学修意ཉがあり、学業を継続して֬実に修ྃできる見込Έがあ
ること。
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 1．大規模自然災害経済支援奨学生要項
　（目的）
第 1 条　この要߲は、地、෩ਫ害、ՐࢁのՐ等の大規自વ
が急มし、修学がܭにより家（。という「害等ࡂ」以下）害ࡂ
、してڅになった本大学の学生等を対象に特別学ۚをࠔ
。ԉすることを目的とするࢧࡁܦ

　（対象となる災害）
第 2 条　対象となるࡂ害等は、ࡂ害ٹ助๏が適用されたࡂ害とす
る。

際緊急ԉ助が行われࠃ害等の場合は、外務লによるࡂ外のࠃ　②
たࡂ害とする。

　（対象者）
第 3 条　対象者は、学ࢿ負担者がࡂ害ٹ助๏適用地Ҭ又は外務ল
によるࠃ際緊急ԉ助が行われた地Ҭにॅډしており、次の֤߸
のいずれかに֘するೖ学ݧࢼのग़ئ者（以下「ग़ئ者」とい
う。）又は在学生とする。

（ １��）学ࢿ負担者がࢮ（ࡂ害発生から ý ϲ݄以内）した者
（ ２��）学ࢿ負担者のॅډがյম以上の被害を受けた者
（ ３��）学ࢿ負担者がոզ・࣬පにより ý ϲ݄以上のೖӃ加ྍが

必要とஅされた者
（ ４��）学ࢿ負担者がࣦ業又は生活අを得るための生࢈手ஈ（ా・

ാ・ళฮ等）にਙ大な被害があった者

②　特別な事情により、学生本人が学ࢿ負担者となっているとき
は、લ߲ୈ ２ ߸からୈ ４ ߸までのいずれかに֘する場合も適
用対象とし、この場合には、લ߲֤߸の「学ࢿ負担者」を「ओ
たる家ࢧܭ持者である」又は「ओたる送り人である」
とಡΈସえることもできるものとする。

　（申請手続等）
第 4 条　申者は、学ۚをر望するग़ئ者及び在学生とする。
②　ग़ئ者はೖ学センターへೖ学ئ書のग़ئ時に、在学生は学務
センターへࡂ害発生ޙ １ 以内に次に掲͛る書類をఏग़し、学
へئいग़るものとする。ただし、これによりがたい特別の事
情があると学が認めた場合は、この限りでない。

（ １��）大規自વࡂ害ࢧࡁܦԉ学ۚڅ申書
（ ２��）ॅຽථ
（ ３��）成証明書
（ ４��）被ࡂঢ়گによって次に֘する書類

ア　学ࢿ負担者がࢮによる場合　ࢮஅ書
イ　ॅډへの被害による場合　ެ的ػ関が発行するጶࡂ証明書
ウ　学ࢿ負担者がոզ・࣬පによる場合　ҩࢣ又はҩྍػ関
が発行するஅ書

Τ　学ࢿ負担者がࣦ業による場合　事業ओが発行する職証
明書（ࣸ）等

Φ　学ࢿ負担者が生活අを得るための生࢈手ஈ（ా・ാ・ళ
ฮ等）に被害を受けた場合　ެ的ػ関が発行する被ࡂ証
明書等

（ ５��）その他本大学が必要とする書類

別表第 3（第 2条、第 3条関係）
特 別 奨 学 生

種

類

社 会 人 学 生
 学 生

ࢲ අ 外 ࠃ 人
ཹ 学 生
̖  学 生

派遣ަཹ学
 学 生

受 ೖ れ
ަ  ཹ 学
 学 生

ւ 外 研 修
 学 生

ւ 外 ӳ ޠ 研
修 派 遣 ࢧ ԉ
"  学 生

ւ 外 ӳ ޠ 研
修 派 遣 ࢧ ԉ
#  学 生

本 学 ଔ 業 等
ิ 助  学 生

ߍ 友 会
 学 生

大 学 ਪ ન
に よ る ࠃ අ
外ࠃ人ཹ学生
 学 生

資

　
　
　格

社会人ೖ学ࢼ
によりೖ学しݧ
た学෦生

在ཹࢿ格が「ཹ
学」のࢲඅ外ࠃ
人ཹ学生で、ܦ
ࠔ的に就学ࡁ
であると認め
られる者

学੍度ཹަ
に基ͮきւ外
の大学へཹ学
を認められた者
で、人・学業成
優ल者、又は
֤֘言ޠの
定ݕ学能力ޠ
得औߴݧࢼ
得者

学੍度ཹަ
に基ͮき本学に
ཹ学を認められ
た者。ただし、
プϩάラϜにظ
ついては、ޙࠓ
定をక݁するڠ
可能性のある
大学の学生を
含む。

本学の大学間
学 術 ަ ྲྀ ڠ
定（条件をຬ
たす学෦又は
研究科間を含
む。）に基ͮくւ
外研修者で、研
修ظ間がþ以
上の者。ただし、
人間学෦のւ
外研修ᶗはআく。

際化ਪਐセࠃ
ンターがื集す
るւ外ӳޠ研
修プϩάラϜ又
は学෦等とࠃ
際化ਪਐセン
ターによる連ܞ
ւ外ӳޠ研修
プϩάラϜに参
加する者で、学
෦等のࠃ際ҕ
員会が実ࢪす
るબ考により࠾
用された者

際化ਪਐセࠃ
ンターがื集す
るւ外ӳޠ研
修プϩάラϜ又
は学෦等とࠃ
際化ਪਐセン
ターによる連ܞ
ւ外ӳޠ研修
プϩάラϜに参
加する者

①本学ଔで他
の学෦、研
究科へೖ学
する者

②本学に੶を
ஔいた者で
ୀ学ののち、
度ೖ学す࠶
る者

人優ल者で
学業成又は
体育技能優ल
者

文෦科学লの
定めに従って大
学からਪનさ
れ、ࠃඅ外ࠃ人
ཹ学生学生
に࠾用された
者

募
集
４݄ ４ʙç５ç݄、

Āʙ１0݄
ਵ時 ਵ時 ਵ時 学෦等のࠃ際

ҕ員会が定める
学෦等のࠃ際
ҕ員会が定める

ೖ学時 ４݄

期

間

ೖ学度から
௨４ࢉ間。
（ຖ度ߋ৽手
続が必要）

在学த
（ຖ度ߋ৽手
続が必要）

派遣ظ間 受ೖれظ間 ֘度 ֘度 人ཹࠃඅ外ࠃ
学生学生とし
て࠾用されてい
るظ間

人

数

֘する者全員 ֘する者全員 間３0名以内。
˞間のަ
学の場合ཹ
は、0.５人分とし
てऔり扱う。

①セメスタープ
ϩάラϜ
֘者
②ظプϩάラ
Ϝ
間２0名以内

֘する者全員 ຖ１ ８ 0名以
内。

֘する者全員 ֘する者全員 友会が指定ߍ
する

在੶者全体で５
名以内

給
付
額

त業ྉ及び実
実習අֹݧ
の１/２

त業ྉֹの
３/１0

①アジアへのަ
学ཹ
ֹ݄４ສԁ
②アジア以外へ
のަཹ学
ֹ݄ýສԁ

①セメスタープ
ϩάラϜ
ֹ݄ýສԁ以内
②ظプϩάラ
Ϝ
５ສԁ

５ສԁ ２0ສԁ又は研
修අ用૯ֹの
１ö２のいずれか
গないֹ

５ສԁ ೖ学ۚのֹ 友会がܾ定ߍ
する

ೖ 学 ݕ 定
ྉ 及 び 学 අ
（文෦科学লの
定める基準に準
じる。）

7．その他奨学生
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③　申ができるのは、ग़ئ者についてはೖ学のલ度にࡂ害等
が発生した場合、在学生については在学தに発生した場合に限
るものとする。

　（給付の決定及び通知）
第 5 条　学は、ୈ ３ 条の規定に֘する者から、લ条に基ͮく
申があったときは、被ࡂの内容を学務センターҕ員会で৹ٞ
し、学ۚڅֹをܾ定のうえ、その݁果を申者へ௨知する。

　（奨学金給付額）
第 6 条　学ۚڅֹは、次の֤߸のいずれかに֘する者に対
して、それͧれのֹۚを上限としてڅすることができる。

（ １��）ୈ ３ 条ୈ １ ߲ୈ １ ߸又はୈ ２ ߸に֘する者　学අ（त
業ྉ・実ݧ実習අ・ࢪઃඅ）のֹ

（ ２��）ୈ ３ 条ୈ １ ߲ୈ ３ ߸又はୈ ４ ߸に֘する者　学අ（त
業ྉ・実ݧ実習අ・ࢪઃඅ）のֹの １/２ のֹ

②　被ࡂঢ়گがୈ ３ 条֤߸のいずれかに֘するग़ئ者について
は、ೖ学ݕ定ྉ、ೖ学ۚの全ֹを上限としてڅすることがで
きる。

　（期間）
第 7 条　学生のظ間は、ग़ئ者についてはࡂ害発生のཌ度か
ら １ 間、在学生についてはࡂ害発生のཌظから １ 間（࠷ऴ
学の在学生の場合は、લظにࡂ害が発生した場合は間と
し、ظޙに発生した場合はڅしない。）とする。ただし、学
が認めた場合は、特別にظ間を定めることができる。

②　લ߲にかかわらず、ࡂ害発生のཌ以߱もҾき続き被ࡂঢ়گ
にվળがΈられない場合は、学務センターҕ員会及び大学ٞڠ
会で৹ٞの上、１ ຖに੍度のԆをすることができる。

　（給付方法）
第 8 条　学ۚのڅは、ೖ学ݕ定ྉ、ೖ学ۚ、学අから学ۚ
ֹをֹݮすることで行う。ただし、申者がֹݮ対象となる学
අ等をೲޙは、この限りではない。

　（他の奨学金制度との重複）
第 9 条　他の学ۚとの重ෳ受څは、学අ（त業ྉ・実ݧ実習අ・
。ઃඅ）のֹの範囲で可能とするࢪ

②　લ߲の規定にかかわらず、学生規ఔୈ ２ 条ୈ ３ ߲ୈ １ ߸か
らୈ ３ ߸まで、同条ୈ ４ ߲ୈ ２ ߸及びୈ Ā ߸に֘する学生
については、重ෳ受څできない。

③　学生規ఔୈ ２ 条ୈ ４ ߲ୈ １0 ߸に֘する学生又は㟒
勇ྭۚऔ扱内規における学生については、त業ྉ等の
ֹの範囲を超えて重ෳ受څを可能とする。

④　学生の見に関する要߲ୈ ４ 条に֘する見ۚは、受څ可
能とする。

　（給付取消）
第 10 条　申者が、次の֤߸のいずれかに֘する場合は、څ
のܾ定をऔফし、څした特別学ۚの一෦又は全෦をฦؐ
させることができるものとする。

（ １ ）ୀ学したとき。
（ ２ ）ఀ学その他のॲ分を受けたとき。
（ ３ ）ఏग़書類にِڏの記ࡌがあったとき。
　（返還の免除）
第 11 条　څを受けた者が、被ࡂによる被害の影響により学業の
継続がࠔとなりୀ学することになる場合は、લ条ୈ１߸の規定
にかかわらずฦؐを໔আすることがある。

　（非常事態における対応）
第 12 条　ࡂ害等により本学所在地Ҭにਙ大な被害が生じた場合
には、ঢ়گに応じて対応するものとする。

　（目的）
第 1 条　この規ఔは、名城大学学ଇୈ ４ý 条及び名城大学大学Ӄ
学ଇୈ ３þ 条に規定するռに関し、必要な事߲を定めるもの
とする。

　（懲戒の対象となりうる行為）
第 2 条　ռの対象となりうる行為は、次の֤߸に掲͛るものと
する。
（ １）൜罪行為等の社会的ॾடংを侵൜する行為
（ ２）重大なަ௨๏規ҧ反
（ ３）情報ྙ理に反する行為
（ ４）学問的ྙ理に反する行為
（ ５）大学の学習、研究活動等のਖ਼な活動を害する行為
（ ý）ハラスメント行為
（ þ）その他学生の本分に反する行為
　（懲戒の対象とする期間）
第 3 条　ռの対象とするظ間は、ೖ学ޙ、本大学の学੶を有す
るظ間とする。

　（懲戒の判断基準）
第 4 条 ռ等のܾ定にあたっては、次の֤߸に掲͛る事߲を教
育的配慮に基ͮき૯合的に考慮するものとする。
（ １）֘学生の非ҧ行為の動ػ、態༷及び݁果
（ ２）֘学生のނ意又は過ࣦのఔ度
（ ３）֘学生の精神࣬ױ等のఔ度
（ ４）֘学生の過ڈの非ҧ行為の有ແ
（ ５）被害を受けた者の精神的苦痛を含めた被害のఔ度
（ ý）他の学生及び社会に与える影響
（ þ）過ڈの事ྫ
②　「学生のռガイドライン」については、別に定める。
　（懲戒決定までの手続き）
第 5 条 学෦又は研究科（以下「学෦等」という。）は、
ռの対象となりうる行為が所ଐ学生によって行われたことを
知り得たときは、֘学生に事実֬認のௐࠪを行うࢫをࠂ知し、
会を与えなければならない。学෦ػ಄又は文書によるห明のޱ
等はなく事実֬認及び֘学生に対する事情ௌऔを行
い、ռが相とஅした場合はռ手続きを։࢝する。ただ
し、֘学生に対する事実֬認及び事情ௌऔについて、力を
ਚくしてもなおそれを行うことができない等、特ஈの事情があ
る場合は、この限りではない。

②　ռ内容は、֬認した事実及び֘学生に対する事情ௌऔに
基ͮき、学෦教त会又は研究科ҕ員会（以下「学෦教त会等」
という。）及び大学ٞڠ会において৹ٞし、学がܾ定する。

　（懲戒の内容）
第 6 条 ռの内容は次の֤߸のとおりとする。
（ １）ୀ学は、学生としての身分をണୣし、࠶ೖ学を認めない。
（ ２）ఀ学は、ແظ又は一定ظ間、学生の教育課ఔの履修及び

課外活動をఀ止する。
（ は、学生に行った非ҧ行為を֬認し、書໘をもってࠂ܇（３

ռめる。
　（自宅待機）
第 7 条 学෦等は֘学生の行為をୀ学又はఀ学に֘するこ
とが明നであると認めたときは、ռॲ分がܾ定するまでの間、
自ػを໋ずることができる。

②　લ߲により自ػを໋じた場合は、ొߍ及び本大学生とし
ての活動を੍限する。この間、学෦教त会等は教育的指導を行
うことができる。なお、自ػのظ間はఀ学ظ間にࢉೖでき
るものとする。

8．学生懲戒規程
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　（学生への通告及び保証人への通知）
第 8 条　学は、学生に対しռの内容を文書により௨ࠂする。
②　学は、学生の保証人に対しռの内容を文書により௨知する。
③　受けऔり拒否等により௨ࠂできない場合は、内容証明༣
ศ等により送し、配ୡされた時で௨ࠂしたものとΈなす。

　（無期停学の解除）
第 9 条　ແఀظ学のղআは、学෦教त会等及び大学ٞڠ会におい
て৹ٞし、学がܾ定する。

②　ແఀظ学のղআについての学生への௨ࠂ及び保証人への௨知
は、લ条の規定を準用する。

　（懲戒に関する記録）
第 10 条　学෦等は、ռの内容を学੶に記録する。
　（不服申立て）
第 11 条　ռを課せられた学生は、不服申立てをすることがで
きる。

②　不服申立てをしようとする学生は、不服申立書を学にఏग़
しなければならない。

③　不服申立ては、ռの௨ࠂを受けたから ３0 以内に行う
ことができる。ただし、本߲に定めるظ間内に不服申立てをす
ることができないਖ਼な理由が認められる場合は、その理由が
ফ໓したから ３0 以内に不服申立てを行うことができる。

　（不服申立審査委員会）
第 12 条　学は、લ条の不服申立てに基ͮき不服申立৹ࠪҕ員
会（以下「ҕ員会」という。）をઃஔする。

②　ҕ員会は、෭学のうち １名及び不服申立てを行った学生が
所ଐする学෦又は研究科以外の学෦等 ３名で構成する。

③　ҕ員会は必要と認める場合、ห࢜ޢ等専家にग़੮を求める
ことができる。

　（委員会手続き）
第 13 条　ҕ員会は、学生からఏग़された不服申立書に基ͮき৹
ࠪを行う。

②　不服申立てをした学生は、書໘で意見をड़べ、ࢿྉをఏग़す
ることができる。

③　ҕ員会は、ռの内容が相であるとஅした場合は、不服
申立ての٫غを求めるࢫの勧ࠂを学に行う。

④　ҕ員会は、ռの内容が相でないとஅした場合は、ռ
のऔফし又はมߋを求めるࢫの勧ࠂを学に行う。

ᶇ　学は、લ ２߲の勧ࠂを受けて࠶৹ٞの必要の有ແをܾ定し、
その݁果を、不服申立てをした学生に文書により௨ࠂする。

ᶈ　受けऔり拒否等により௨ࠂできない場合は、内容証明༣
ศ等により௨ࠂし、配ୡされた時で௨ࠂしたものとΈなす。

　（再審議）
第 14 条　学は、લ条ୈ ５߲において、࠶৹ٞが必要とܾ定し
た場合には、֘学෦等に࠶৹ٞを求めるものとする。

②　લ߲の場合、学෦等は、事実֬認及び֘学生に対する事
情ௌऔを࠶度行う。

③　ռのऔফし又はมߋの可否は、学෦教त会等及び大学ٞڠ
会において࠶৹ٞを行い、学がܾ定する。

及び保証人への௨ࠂ৹ٞのܾ定内容についての学生への௨࠶　④
知は、ୈ ８条の規定を準用する。

　（懲戒対象者の学籍異動）
第 15 条　学෦等は、֘学生からռのܾ定લにୀ学、ٳ学
等のئいがग़た場合は、ռのܾ定まで保ཹ扱いとする。

②　ఀ学ظ間தの学生については、ୀ学をئいग़た場合はこれを認
めるものとし、ٳ学をئいग़た場合はこれを認めないものとする。

③　ఀ学ظ間தにୀ学した学生の࠶ೖ学は認めないものとする。
　（停学期間中の指導）
第 16 条　֘学生のఀ学ظ間த、学෦教त会等は、教育的指導
を行う。

１ त業の場合
（ લޕ（��１ þ 時ݱ在において暴෩警報が発ྩதの場合は、１ 時限

目から ５ 時限目までのत業を行わない。ただし、ޕલ １0 時
までに暴෩警報がղআされた場合は、ޙޕのत業を行う。

（ ޙޕ（��２ ３ 時ݱ在において暴෩警報が発ྩதの場合は、ý・þ
時限目のत業を行わない。

લޕ（���３） þ 時以ޙ、暴෩警報が発ྩされた場合は、ୈ １ ߸を
適用し、ޙޕ ３時以ޙ、暴෩警報が発ྩされた場合は、લ߸
を適用する。

２ の場合ݧࢼ
（ લޕ（��１ þ 時ݱ在において暴෩警報が発ྩதの場合は、ޙޕ ý

時以લ実ࢪのݧࢼをԆظする。
（ ޙޕ（��２ ３ 時ݱ在において暴෩警報が発ྩதの場合は、ޙޕ ý

時以ޙ実ࢪのݧࢼをԆظする。
લޕ（���３） þ時以ޙޕ）ޙ ý時以ޙ実ࢪのݧࢼはޙޕ ３時以ޙ）

暴෩警報が発ྩされた場合は、ちにݧࢼをத止し、残りの
。するظをԆݧࢼ

３� � લ ２ ߲の΄か、ࡂ害等の緊急事態が生じ、त業及びݧࢼにࢧ
োがあるとஅされた場合のાஔについては、その度学務セ
ンターがܾ定し、学及び学෦に報ࠂするものとする。
　なお、ࡂ害等とは、地、෩ਫ害、ઇ害、Ҭఀ電、མཕ等をいう。

１ त業の場合
（ લޕ（��１ þ 時ݱ在̧̟౦ւ（౦ւಓઢ、தԝઢ又は関ઢ）、

近మ、名మ及び名ݹࢢのަ௨ػ関（ࢢバス又は地下మ）の
うち、いずれかのަ௨ػ関がストライキを実ࢪしている場合
は、त業を行わない。ただし、ޕલ １0 時までにストライキ
がղআされたときは、ޙޕのत業を行う。

（ ・している場合は、ýࢪલ߸のストライキを実、ޙ２時以ޙޕ（��２
þ 時限目のत業を行わない。

２ の場合ݧࢼ
（ લޕ（��１ ý 時からޕલ Ā 時までの間に、̧̟౦ւ（౦ւಓઢ、

தԝઢ又は関ઢ）、近మ、名మ及び名ݹࢢのަ௨ػ関（ࢢ
バス又は地下మ）のうち、いずれかのަ௨ػ関がストライキ
を実ࢪしている場合は、ݧࢼをԆظする。

（ ޙޕ（��２ ２ 時以ޙ、લ߸のストライキを実ࢪしている場合は、
ޙޕ ý 時以ޙ実ࢪのݧࢼをԆظする。

３� � ަ௨ػ関のストライキとは、௨学ݍ内のަ௨ػ関が全໘ӡٳ
又は、これに近いঢ়態をいう。

４� � 特別のत業科目については、学෦により適用がҟなる場合が
あるので、学務センターの指示に従うものとする。

５� � લ֤߲の΄か、ަ௨ػ関のӡ行がࠞཚし、त業及びݧࢼにࢧ
োがあるとஅされた場合のાஔについては、その度学務セ
ンターがܾ定し、学及び学෦に報ࠂするものとする。

9．暴風警報、災害等に伴う授業及
び試験の取扱内規

10．交通機関のストライキ等の場
合の授業及び試験の取扱内規
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　（目的）
第 1 条 「ೆւトラフ地ྟ時情報」が発表された場合は、֤ 自で、
自分の໋は自分でकることを意識し、安全な場所に避し、危
本෦の指示により、ୈ̏条及びୈ̐条までの規定のとおࡦ対ػ
りऔり扱うものとする。

　（定義）
第 2 条 この内規における「ೆւトラフ地ྟ時情報」とは、次
の֤߸に掲͛る情報をいう。

（ １��）「ೆւトラフ地ྟ時情報（ௐࠪத）」
（�２��）「ೆւトラフ地ྟ時情報（ڊ大地警ռ）」
（�３��）「ೆւトラフ地ྟ時情報（ڊ大地意）」
（�４��）「ೆւトラフ地ྟ時情報（ௐࠪऴྃ）」
　（授業及び試験）
第 3 条 લ条ୈ�߸からୈ ３߸までに掲͛る情報が発表された
場合は、次のとおりऔり扱うものとする。

（ １��）त業をߨٳとし、ݧࢼをத止する。
（�２��）在த及び௨学్தの場合は、ొ 。をத止するよう指示するߍ
（�３��）本学ࢪઃ内にいる場合は、大学から連絡及び指示する。
（�４��）त業の࠶։及びݧࢼの実ࢪについては、別్指示する。
②　લ条ୈ ４߸に掲͛る情報が発表された場合は、次のとおりऔ
り扱うものとする。

（ １��）在த及び௨学్தの場合は、安全を֬認してからొߍす
るよう指示する。

（�２��）本学ࢪઃ内にいる場合は、大学から連絡及び指示する。
　（その他）
第 4 条　ࡂ害等により本学所在地Ҭにਙ大な被害が生じた場合に
は、ঢ়گに応じて対応するものとする。

　大学内において、ສ一のࡂ害が発生したとき、օさんは、適切
な避行動をとることが必要です。ࡂ害の形態や発生場所によっ
ては、避ルートや避方๏も考慮しなければなりませんが、基
本的な要ྖを示しますので、ීஈから֤自心得ておきましょう。
発生時における対応要ྖは、全学生に配（地・ࡂՐ）害ࡂ　
している「大地対応Ϛχュアル」を参照ئいます。
　なお、֤キャンパスにおける避場所は下記のとおりです。

11．「南海トラフ地震臨時情報」が
発表された場合の授業及び試験の
取扱内規

12．災害に対する心得

新2号館

新3号館避難
場所

避難
場所

北館北館

東館東館

キャンパス広場キャンパス広場

西館西館

正門正門

環
状
線

至
今
池

環
状
線

南館南館

避難
場所

避難
場所

至

共
通
講
義
棟
東

（
E
）

校
友
会
館

研究実験棟Ⅲ（R3）

研究実験
棟Ⅳ

（R4）

（R2）

（N）

（T）

（
S
）

（R1）

避難
場所

避難
場所

避難
場所

避難
場所

避難
場所

ఱനΩϟϯύε

ീࣄΩϟϯύε

φΰϠυʔϜલΩϟϯύε

ʢྩ�年�月�日現在ʣ
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厳を侵害し不安を与えることや、相手の意に反してその労力
を使用したり拘束したりして、不快感を感じさせることをい
います。

（ ４��）ジェンダー・ハラスメント
　ジェンダー（社会的・文化的性別）規範を押しつけたり、
それを望む言動により、相手を不快にさせることです。性別
により差別しようとする意識も含まれます。

3．ハラスメントのないキャンパスを実現するために
（ １��）ハラスメントの被害にあったときには

①ひとりで悩まないで
　ハラスメントを受けたと感じたら、ひとりで悩まずに、
保健センター（電話：0５２-８３８-２0３１、メール：hoken@
ccml.meijo-u.ac.jp）に連絡してください。相談に来るこ
とがためらわれる場合は、まず身近で信頼できる人に相談
をしてください。相談には家族や信頼できる友人、教職員
と一緒に来ることもできます。
②記録を残してください
　あなたが受けた言動について、「いつ、どこで、誰から、
どのようなことかがわかる記録（自筆のメモ・メール・録
音等）」を残しておくと、相談や申立ての際に役立ちます。
③緊急の場合は警察に連絡を
　相手からの暴力行為などで、心身に危険を感じたり、緊
急を要する場合は、迷わず周囲の人に助けを求め、警察に
連絡をしてください。

（ ２��）ハラスメントを見かけたら
①見過ごさない勇気を
　集団内でハラスメントの存在が黙認されてしまうと、そ
れが慣習化し徐々に環境が悪化していきます。周囲の人た
ちもその関係に巻き込まれてしまうため、特に教育、指導、
管理監督する立場にある人の果たす役割は重要です。ハラ
スメントを見過ごさない勇気を持ちましょう。
②相談を勧める
　ハラスメントについての相談を受けた場合は、必要に応
じて相談員（カウンセラー）によるハラスメント相談を勧
めてください。その際、相談された人が同行することも可
能です。
③知り得た情報の扱いは慎重に
　相談内容等の知り得た情報については、プライバシーに
十分に配慮し本人の意向を尊重し慎重に扱いましょう。

（ ３��）加害者にならないために
①互いの人格を対等に尊重する姿勢を持ちましょう。
②社会的に形成された性別意識、たとえば「男性や女性は
こうあるべき」だという固定的な性役割観などの偏った
見方・考え方を押しつけることは避けましょう。

③相手が自分の言動をハラスメントと受け止めているとわ
かったらすぐに止めて、真摯な気持ちと態度で謝罪しま
しょう。あなたの家族や身近な人が受けたとしたら不快
だと思う行為は慎むという心構えが大切です。

④反対意見や「ノー」という意思表示がないからと言って、
それが合意・同意とは限りません。立場や地位が上の人（指
導者や先輩）は十分配慮してください。学外での言動で
あっても、相手が教育・研究、就学、就労上の関係のあ
る本学構成員であればハラスメントにあたる可能性があ
ります。

　以下、大学ＨＰ、https://www.meijo-u.ac.jp/campus/life/
harassment.html　参照してください。

はじめに
　大学における人間関係は、自由で平等な関係が保証され、互い
に相手を尊重しあうことが基盤となっています。ハラスメント（セ
クシュアル・ハラスメント及びその他のハラスメント）は、個人
の人権を侵害するものであり、いかなる場合にも許されるもので
はありません。
　名城大学（以下 ｢本学｣ という。）は、学生・教職員一人ひと
りが個人として尊重され、ハラスメントのない快適な環境で安心
して勉学に、課外活動に、研究に、又は執務に専念でき、充実し
たキャンパスライフを送ることのできる大学を目指して、以下の
ガイドラインを定めます。

1. ガイドラインの対象及び適用範囲
（ １��）このガイドラインは、本学の全ての構成員を対象としま

す。なお、構成員とは、学生（研究生、科目等履修生を含む。）
並びに教育職員等（非常勤を含む。）、研究者、事務職員及び
技術職員等（契約職員、派遣職員等を含む。）を指します。

（ ２��）このガイドラインは、ハラスメントが本学の構成員相互
間において発生又は問題となった場合に、それが起った場所・
時間を問わず、適用されます。

（ ３��）このガイドラインは、ハラスメントが本学の構成員と関
係者（関係業者等、就学上・就労上の関係等を有する者）と
の間において発生又は問題となった場合にも、適用又は準用
します。

2．ハラスメントとは
　ハラスメントとは、相手の意に反する不適切な言動（不作為を
含む）により相手を不快にさせたり、不利益や損害を与えること
によって、本学で学び、研究し、働く環境を悪化させることをい
います。以下に ４ 種類のハラスメントについて説明しますが、こ
れらが重なる場合もありますし、これら以外のハラスメントもあ
ります。
（ １��）セクシュアル・ハラスメント

　就学上・就労上の優位な地位や上下関係等を利用してなさ
れる男女間又は同性間における ｢性的嫌がらせ、性的なから
かい、性的ないじめ、性的暴力｣ のことで、多くは次の行為
をいいます。
①性的要求への服従又は拒否を理由に、就学上・就労上
の利益又は不利益に影響を与えること

②相手方が望まないにもかかわらず、性的誘いかけを行っ
たり、好意的な態度を要求すること

③就学上・就労上の利益・不利益を条件として、性的誘
いかけを行ったり、好意的な態度を要求すること

④性的言動、図画・文書の掲示等により不快の念を抱か
せるような環境を醸成すること又は人格や個人として
の尊厳を傷つけること

（ ２��）アカデミック・ハラスメント
　研究・教育の場における、権力を利用した嫌がらせや差別
のことです。
　性別を問わず、研究活動、教育指導、暴力的発言や行為な
どで相手に身体的、精神的苦痛や負担、もしくは極度の不快
感を負わせることをいいます。

（ ３��）パワー・ハラスメント
　就学上、就労上の立場を利用して、その影響力を濫用する
言動のことです。指導の範疇を超えて継続的に学歴・体型・
家族・プライバシーに関することなどを話題にし、人格と尊

13．ハラスメントの防止等に関する
ガイドライン
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棚
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湯沸室
111
測定室（1）
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測定室（2）
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308 307
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４階

３階

２階

402
講義室

403（B）
講義室

403（A）

303（B）
講義室

購買
T-COURT

食堂
ダイニング・ハーブ

ランチスペース

ティールーム
樹里庵

303（A）

401
講義室

302
講義室

301
講義室

305
講義室

306
大学院演習室

ラウンジ

ラウンジ

405
ディスカッション
ルーム

406
ディスカッション
ルーム

407
ディスカッション
ルーム

女ＷＣ

男ＷＣ

多目的ＷＣ

女ＷＣ

男ＷＣ

多目的ＷＣ

女ＷＣ

男ＷＣ

多目的ＷＣ

吹抜
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新3号館⇒

新3号館⇒

７階

６階

５階

テラス

606
教員室

508
教授室

505
研究室

503
模擬病室

502
待合室

ラウンジ 510
クリーンルーム

511
前室

512
教授室

513
教授室

514
教授室

501
モデル薬局

504
医薬情報センター

506
研究室

教員室

605
マルチメディア教室

604
マルチメディア教室

602
中会議室

603
倉庫

601
大会議室

612
小会議室

610
研究室

609
教員室

611
教員室

608
大学院
演習室

607
多目的室

テラス

ロビー 701
ライフサイエンスホール

701
ライフサイエンスホール ステージ
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教育研究館

1階

２階

地下1階

附属農場本館（農学部）

女WC
倉庫

男WC
学生ホール

ホール2

ホール1

会議室 講義室3学生実験
準備室

倉庫
倉庫 倉庫

EV
講義室1 学生実験室 講義室2

倉庫
倉庫 販売室

医務室 倉庫 多目的室

事務室

エントランス
ホール
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女WC
女WC

女子学生用
洗面・更衣室
女子学生用
洗面・更衣室
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洗面・更衣室
男子学生用
洗面・更衣室

男WC

技術職員室

倉庫
男WC多目的
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EV

古道具・資料展示
スペース

図書室
（書庫）
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KC104
加工室
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（共通１）

KC211B
実験室
（共通2）

KC211C
実験室
（共通3）

KC211D
実験室
（共通4）

KC211E
実験室
（共通5）

KC201B
外部
研究者室

KC201E
顕微鏡室

KC200
前室

EV
階段

KC202
作物研究室

KC203
果樹研究室

KC204
試薬保管室

KC206
蔬菜研究室

KC205
分析機器室

KC207
花卉研究室

KC209
畜産研究室

KC210
試料室

階段

KC208
人工
気象器室

KC201C
試料
調整室1

KC201D
試料
調整室2
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多目的
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